


   

 

 ごあいさつ 

 

2025 年度 修士論文・卒業論文梗概集の刊行によせて 

 

 

日頃より、摂南大学理工学部建築学科の教育・研究にご理解とご協力を賜り、心より感謝

申し上げます。 

 

今年度は、本学および本学科の創設 50年周年となりました。1975 年に工学部建築学科が

創設され、2010 年に理工学部建築学科となりました。1975 年から 2009 年までに工学部に

入学した卒業生は延べで 3776 名、2010 年から 2025 年までに理工学部に入学した卒業生は

延べで 833 名、建築学科の卒業生は計で 4599 名となりました。 

 

学部 4年生または修士 2年生の一人ひとりが、これまでに学んできた知識や技術を再構築

する集大成として創意に富む卒業論文や修士論文に向き合いました。研究を進めていくと

きに、従来の価値観では前に進めないことが多々あるなかで、自分なりに工夫した手法や

可能性に粘り強く挑戦する姿は、建築学科のスタッフにとって嬉しい限りです。 

 

4年生は、研究の成果を卒業研究発表審査会ならびに第19回卒業研究作品展で発表を行い、

その作品展では学外の建築家（本学科卒業の建築家含む）、実務家、研究者をお招きして講

評会を開催しました。修士 2年生も修士論文公聴会を滞りなく終えることができ、そのす

べてが建築学科の貴重な財産と感じております。卒業研究、修士研究にご支援をいただき

ました皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

本梗概集は、理工学部 建築学科の卒業設計ならびに卒業論文のうち、卒業論文を選択し

た研究から選抜された研究の梗概と、建築学科教員が指導した大学院 理工学研究科 博士

前期課程 社会開発工学専攻の修士論文の研究の梗概をまとめて掲載しております。ここに

梗概集を刊行できましたことに大きな喜びを感じております。 

 

ご高覧賜りましたら幸甚に存じます。 

 

2026 年 3月 

建築学科長 宮本 征一 
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｜コミックマーケット
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東京スカイツリー開
業
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リーズの第１作目が
発売

「笑っていいとも」終
了
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Switch」を発売
トランプ大統領がパ
リ協定からのアメリ
カの離脱を発表

神戸ポートアイラン
ド博覧会
スペースシャトル「コ
ロンビア」打ち上げ

共通第一次学力試験
（共通一次）が開始
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田ジャパン）がワー
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建建築築設設計計計計画画学学研研究究室室研研究究室室（（教教授授  伊伊熊熊昌昌治治）） 

住宅平面図にみる『和室』の有無・位置関係・床の間・室数・畳数の年

代による変化 
新建築雑誌（1986~2020）を通して 

坂本 彪馬 29 
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背部または腰部への局所冷気流が生理心理反応に与える影響に関する研

究 
浅井 章汰 41 

頸部への接触冷却が生理心理反応に与える影響に関する研究 冨谷 隼太 45 
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その 1 梁幅を変数とした場合 小笠原 健人 93 

フラットプレートのパンチング耐力に関する実験的研究 
その 1 スラブ筋量を変化させた場合 

岡田 七星 97 

ハーフPCa床板を用いた床スラブの耐力および変形性能に関する実験的

研究 
その 1 打ち継ぎ面にコッターを用いた場合 
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24M208：坂口 尚吾  
指導：大谷 由紀子

感覚過敏のある学生のための大学内カームダウンユニットの建築的検討 

-ストレス緩和環境に着目して-

1．はじめに

1-1 研究の背景と目的

大学はすべての学生が学びやすい環境が求められ、
受講に際しては合理的配慮が採られる。一方で、音や
光などの刺激が高ストレスとなる感覚過敏の学生は
約36%存在し 1)、退学につながる可能性や、ラーニン
グコモンズ等の開かれた空間もストレス要因となる
ことはあまり知られていない。このように、感覚特性

への理解と環境整備はほとんど進んでいないといえ
る。
そこで本研究は、感覚過敏を有する学生のストレス
を緩和し、大学での就学継続を支援するための休息環
境を提案する。具体的には、対象学生のストレスに感
じる環境や休息空間に対するニーズを詳細に分析し、

得られた知見を基に休息の場として「カームダウンユ
ニット（以下｢ＣＤＵ｣と表記）」を設計・製作する。さ
らに、実証実験を通じてその有効性を客観的に検証す
ることを目的とする。

1-2研究の流れ

研究の流れを図1に示す(図1)。

 

図1 研究フロー 

2.アンケート調査 

2-1調査概要 

本調査は、感覚過敏の傾向にある学生の特性と大学
キャンパス内での休息ニーズの関連を明らかにする
ことを目的する。「ストレスとなる環境・空間」から感
覚過敏の傾向にある学生をスクリーニングにし、「落
ち着く姿勢や行動」のニーズを抽出した(表2)。 

表2調査概要 

2-2 調査結果 

高橋ら 2)の感覚特性に基づいたチェックリストから
学生のスコアを「A 群」「B 群」「C 群」の 3 群に分類

した(図 2)。その中から特に感覚過敏傾向が強い層(C
群)の休息ニーズを明らかにするため、「周辺環境にお
けるストレス要因（8項目）」を説明変数に、「学内に
おいて落ち着く姿勢や行動（14項目）」を目的変数に

して重回帰分析を行った。結果は以下の通りである。 
1).｢無音｣が引き起こす不安と対処 
一般的にリラックスできるとされる「無音」の状態
が、感覚特性群(C 群)においては逆効果となる傾向が
見られた。静寂をストレス（不安）と感じる学生ほど、
「潜り込む」「正座をする」「照明を暗くする」「靴を脱

ぐ」といった、身体的な圧迫感や姿勢の制御、視覚情
報の遮断を伴う行動をとる。 

2).感覚間の相互作用と多感覚的な防衛 
「イヤホンをつける」行動は、「大勢のしゃべり声（聴
覚）」だけでなく、「食べ物の匂い（嗅覚）」へのストレ
スとも強く関連していた。 

3).光過敏への物理的な回避 

「蛍光灯が瞬く」ことへのストレスは、「照明を暗

くする」だけでなく、「横たわる」行動とも有意に関

連していた。光刺激に敏感な学生は、照度を落とす

ことに加え、姿勢を低くして光源から遠ざかること

で、物理的に刺激を低減させようとしている。 

図2 感覚特性に基づく3分類 

3.ヒアリング調査  
3-1 調査概要 
対人関係や環境不適応などの理由で大学を休学中の
学生の対象にヒアリング調査を実施した。調査概要は
以下のとおりである(表3)。 

表3調査概要 

3-2 調査結果 

ヒアリング調査の結果を、共通するキーワードごと
にカテゴライズして整理した(表 4)。他者の視線や静寂
への不安が主なストレス要因として挙げられた。対策

として、視線を遮断できる囲われた空間、適度なBGM、
管理者を介さず利用可能な環境が求められている。 

4件法

3件法

調査内容

ストレスとなる周辺環境、ストレスとなる休憩場所、落ち着く姿勢や行動　計36項目

内29項目高橋ら²⁾「感覚過敏・鈍麻チェックリスト」および「本人が求める感覚の過

敏・鈍麻への理解・支援チェックリスト」より抽出

学内のお気に入りの場所

通学していた

大学の

・学内における休息時にストレスを感じる環境要因

・既存の学内施設(保健室、トイレ、講義室、PCブース等)の利用実態と課題

・理想とする休息空間の仕様(空間構成、家具、光・音環境、運用形態)

調査内容

1. 定量調査 2. 定性調査

4. 実証

実験

項目 内容

調査結果分析 感覚過敏学生のストレスに感じる環境や休息空間に対するニーズを詳細に分析

CDU設計・配置 ニーズからCDUの設計方針決定・モックアップの制作と設置場所選定

項目 内容 内容（詳細）

被験者 当事者1名

CDU設置前 2025/10/14 - 11/5

CDU設置後 2025/11/6 - 12/17

検証内容

調査期間

導入効果の比較分析および休息環境としての有効性確認

調査場所 摂南大学、公立T大学、国立S大学

調査対象 大学生および支援利用学生　計434部

調査期間 2025/1/7 - 7/29

方法 Webアンケート調査

項目 内容

調査場所 アソシアホイスコーレ神戸（休学中の大学生を対象とした支援施設）

調査対象 同施設に通う休学中の大学生　12名

実施日 2024/9/2

調査形態
グループワーク形式のヒアリング調査

（対象者3～4名に対し、調査員1名、施設スタッフ1名が同席）

3. 建築的検討・モックアップ

1



 

 

表4ヒアリング結果 

 

3. CDUの建築的提案 

3-1 CDUの設計指針の策定 
定量・定性調査の結果、CDU は単なる「箱」のデ

ザインに留まらず、「⾝体感覚」「外部刺激の遮断」
「⼼理的なアクセスのしやすさ」を統合した、新し
い休息環境のあり⽅を空間的に定義することの重要
性が明らかになった。これらの知⾒を統合し、CDU
のモックアップ作成に向けた具体的な設計指針を以
下の 3 点に集約する。 
1). 既存のボックス型(ワークブース等)との差別化 
従来の電話ボックスのような画⼀的なワークブース

ではなく、⾝体への適度な圧迫感や「潜り込む」感
覚を得られる、より⾝体感覚に寄り添った空間を⽬
指す。 
2). 調査知見に基づくデザイン 
調査で得た知⾒から、ユニットのデザインは従来の

ような単に視界を遮るだけでなく、低姿勢（横たわ
る・正座する）や「潜り込む」⾏動を許容する床座
仕様とし、⾝体が壁やクッションに触れることで安
⼼感を得られる多感覚的なシェルターとしての機能
を持たせる。 
3). 配置と運用の重要性 
箱としての性能だけでは⼗分ではない。周囲の動線

や死⾓を考慮し、他者からの視線（特に後⽅）を物
理的に遮断できる「配置場所」の選定や、保健室の
ように管理者を介して許可を得る必要がなく、しん
どい時に⼀⼈で気兼ねなくアクセスできる「運⽤の
アクセシビリティ」が極めて重要である。 
3-2 設置場所の選定 

設置場所は、被験者が⼼⾝不調時に⾃然と⾜を運ぶ
「安⼼できるエリア」であり、かつ通⾏の主動線か
ら外れた視覚・聴覚刺激の少ない場所を選定した
（図 3）。三⽅が壁に囲まれ、ハイサイドライトから
⾃然光が⼊る環境である。 
 

 

 

 

 

 

 

3-2 ユニットの具体的な仕様 
設計指針に基づいたカームダウンユニットの仕様に
ついて以下にまとめる(表5)。外部刺激を遮断する
視線制御や調光・吸音機能を備え、潜り込み等の低
姿勢を促す床座仕様と柔らかな素材で身体的安心感
を創出する。管理者を介さず自律的に利用可能な、
心理的アクセスの容易さを備えた仕様とした。 

表5 CDU仕様一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリ ストレス要因（現状の課題） 望む環境・要素（キーワード）

・他者からの視線（特に後方や死角から） ・囲囲ままれれてていいるる空間

・大きな共有テーブルでの落ち着かなさ ・PPCCブブーーススのような適度な閉塞感

・休憩中や暇な姿を見られることへの抵抗感 ・人人のの視視線線をを遮遮るるパパーーテティィシショョンン

・パーティションの廃止による露出感 ・全全員員がが一一方方向向をを向向いいてて座座るる配置（映画館形式）

・完完全全にに仕仕切切らられれたた空間

・静かすぎる環境（自分の出す音への気兼ね） ・人がいる場所にはBBGGMM

・視界が遮られた状態での周囲の物音（不安感） ・自自然然のの音音（川、海、鳥の声など）

・中途半端な仕切りによる音漏れ ・BBGGMMななどどのの適適度度ななノノイイズズ（カフェのような環境）

・固定されたイスによる行動の制限 ・講義室とは異なる仕様のイスとテーブル

・硬いイスや白い机（勉強を連想させる仕様） ・ククッッシショョンンののああるる専専用用部部屋屋・・ススペペーースス（（床床座座））

・3人席の真ん中などの拘束感 ・可動式のイス

・大大ききななククッッシショョンンがあるスペース

・ひひととりりでで寝寝れれるる空間

・休憩目的でのPCブース使用への罪悪感 ・人人をを介介ささずずにに使使ええるる空間

・保健室利用時の「理由説明」や対人接触の負担 ・休休憩憩場場所所のの明明確確化化（段差などによる境界）

・トイレ利用時の待機者への気兼ね ・目的外使用の気兼ねがない専用の居場所

・対対人人接接触触（（会会話話））をを必必要要ととししなないい利利用用シシスステテムム

・食堂などの強い白色光（蛍光灯） ・温かみのある色（電球色）の照明

・真っ白な壁のみの殺風景な空間 ・自自然然光光がが入入るる環境

・光源の均一すぎる明るさ ・明るさが均一でない（陰影のある）空間

・周周りりにに本本棚棚ががああるる（または本棚の絵の壁紙）

光・色・視覚的刺激

視線・囲われ感

音環境

身体・家具・姿勢

心理的・運用的制約

項目 デザイン・仕様の詳細

主要素材 木木材材。過剰な刺激を受けにくい、視覚的・触覚的に柔和な環境を構築 。

空間構成・寸法
柱柱芯芯長長手手11772255mmmm  ××  短短手手11002255mmmm。狭小空間による心理的安全性と、横臥な

どの多様な姿勢を許容する寸法 。

床材
タタイイルルカカーーペペッットト。公共空間の中に私的な安息の場を作るため、靴を脱ぐ行動を

介在させる 。

屋根形状
33//1100勾勾配配のの片片流流れれ屋屋根根。最高部1787mm、最低部1075mm。家のような形状

で、入退室の容易さと包摂感を両立 。

壁面（音響） 吸吸音音ボボーードド。外部騒音の遮断と内部の反響音抑制を図る 。

換気・採光
ががららりり（（側側壁壁両両面面））。空気の鬱滞を防止。照明は設置せず、最小限の自然光を取

り入れる 。

入口仕様
引引きき戸戸（（高高ささ11000000mmmm、、有有効効幅幅770000mmmm））

省スペースかつ静粛性に優れた仕様 。

ファサード（外観）
「「実実験験器器具具」」ののよよううなな無無機機質質なな装装いい。「サボっている」と思われる心理的負荷を

避けるため、周囲に正当な利用理由（「実験中」等の表記）を提示 。

その他設備
ココンンセセンントト。電気毛布や個別のランプを使用可能にし、利用者が環境を微調整で

きる制御性を付与 。
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4生理指標によるCDUの有効性検証 

4-1調査概要 

本研究では、提案したカームダウンユニット（CDU）
の有効性を客観的に評価するため、ウェアラブルデバ
イスを⽤いた⽣理指標計測および主観評価調査を実
施した。調査概要は以下に⽰す (表6)。 

表6 調査概要 

4-2生理指標の定義 

本調査において、測定した心電図データの中でも、
CDUの利用効果を客観的に評価する上で特に有意義な
3つの指標を以下に定義する。それぞれの数値の基準
は、欧州心臓病学会および北米起搏生理学会 Task 
Force (1996)のガイドライン 3)の基準に基づいた標準
的な判断水準を用いる。 

1).HF（High Frequency：高周波成分） 

副交感神経の活動を反映する指標である。数値が高
いと、副交感神経が活発であり、リラックスの状態に

ある。 
表7 HFの判断基準 

2).RMSSD(Root Mean Square of Successive Differences：
心拍間隔の変動) 

HFと同様に副交感神経の活動を反映する指標である。
数値が高いと副交感神経が活発になっており、リラッ
クスの状態にある。HF と RMSSD の両方の数値が同様
の改善（上昇）傾向を示していれば、リラックス効果
の確証は極めて強固なものとなる。 

表8 RMSSDの判断基準 

3).LH(LF [Low Frequency]/ HF [High Frequency]: 

自律神経のバランス状態) 

交感神経活動を反映するLF（Low Frequency）と、副
交感神経活動を反映する HF の比率である。数値が低
いと自律神経のバランスが取れており、精神的に落ち

着いている状態である。 

表9 LHの判断基準 

4-3 調査結果 
4-3-1 ユニット導入以前の状態分析 
設置前の日常生活における｢常時｣のデータでは、

HF の平均は42.4ms²、全体の75%が50ms²以下の
｢低｣域にあり、慢性的にリラックスしにくい状態で
あった(図7)。RMSSD も平均13.5ms、全体約88%が
20ms 以下の「注意」域に集中し、自律神経の調節能

力が低下していた(図8)。LH の平均は5.13 と「高ス
トレス」域にあり、日常的に緊張状態にある実態が
浮き彫りとなった(図9）。10段階で評価した主観の
ストレス度の評価は、平均4.13点であった(図10）。 

 

4-3-2 ユニット設置後の効果検証 

日常生活全体の改善(常時比較): 

設置期間全体における心身不調でない正常時である
｢常時｣の自律神経指標を分析した結果、リラックス指

標である HF(42.35ms²→101.39ms²)および RMSSD 
(13.50ms→16.80ms)は設置前と比較して上昇し、スト
レス指標である LH(5.13→4.73)は低下した(図 11)(図
12)(図 13)。特に設置後の長期的推移に着目すると、HF
の平均値は前半(1 回〜5 回)の 34.40ms²に対し、後半(6
回〜10 回)では77.80ms²と改善している。これは、カー

ムダウンユニットの導入が、単なる一時的な休息に留
まらず、日常生活全体の自律神経バランスを底上げし、
累積的な安定効果をもたらしたことを示唆している。 
入退室時の鎮静効果: 
ユニット利用前後（入室時と退室時）の生理指標の
比較を行ったところ、10 回の計測中、HF で 6 回、
RMSSDで4回、LHで1回の改善が見られた(図15)(図
16)(図17)。主観ストレス度については10 回中8 回に
おいて改善が確認されており、心理的なリラックス効
果は顕著であった(図18)。一方で、主観的には改善を
感じていながら、生理的な数値が必ずしも改善しなか
った事例も見られた。これについては、利用時のコメ
ントにおいて「バイト」や「授業」など、その後の予

定に対する言及が多く見られたことから、退室後の活
動予定による心理的な緊張やプレッシャーが、自律神

被験者

公立T大学学生

利用のタイミング

被験者の必要なとき

カームダウンユニット 期間 回数

1日1回 32回

心身不調時 1日複数 11回

回復時 1日複数 6回

1日1回 27回

入室 1日複数 10回

退室 1日複数 10回

計測データ設置場所

公立T大学内

使用機器

Apple Watch Series 6

解析方法

心拍変動解析

(周波数解析・時間領域解析)

設置後

2025/11/6

|

2025/12/17

正常時(心身不調がない時)

ユニット

利用

・HF(高周波成分)

・RMSSD(心拍間隔の変動)

・LH(自律神経のバランス)

計測時間/場所

10:00~17:00 学校にいる間 随時

10:00~17:00 学校にいる間 随時

10:00~17:00 学校にいる間 随時

10:00~17:00 学校にいる間 随時

10:00~17:00 ユニット内

10:00~17:00 ユニット内

2025/10/14

|

2025/11/5

計測タイミング

設置前

正常時(心身不調がない時)

不調時

数値（ms²） 評価 状態の解釈

100 以上 高（High） 極めてリラックスしており、副交感神経が十分に活性化している。

50 〜 100 標準（Normal） 通常の活動、あるいは軽度のリラックス状態。

50 以下 低（Low） ストレスや疲労により、リラックスする力（副交感神経）が低下している。

数値（ms） 評価 状態の解釈

50 以上 良好 副交感神経が活発で、心身の回復力が高いリラックス状態。

20 〜 50 標準 健康的な成人の平均的な活動状態。

20 以下 注意 疲労の蓄積や強いストレスにより、自律神経の調節能力が低下している。

数値（比率） 評価 状態の解釈

5.0 以上 高ストレス（Hi） 強い緊張、興奮、あるいは予期不安により交感神経が過剰に優位。

1.5 〜 5.0 警戒（Mid） やや緊張、あるいは活動的な状態。軽度のストレス。

1.5 以下 安定 自律神経のバランスが良好で、精神的に落ち着いている。

図9 設置前「常時」LH 図10 設置前「常時」 

主観ストレス評価 

図7 設置前「常時」HF 図8 設置前「常時」RMSSD 
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経の十分な回復を抑制する要因となった可能性が推
察される。 
4-4 まとめ 
感覚過敏のある学生にとって、外部刺激を遮断し自
己受容感覚を刺激する身体的安心感を備えたCDUは、
大学生活における心身の回復を担保するための有効

な建築的手段であることが確認された。CDU 設置後
は、利用直後の即時的な鎮静効果に留まらず、日常生
活全体の自律神経バランスを底上げする累積的な安
定効果をもたらした。特に、リラックス指標であるHF
の平均値が実験後半にかけて改善した事実は、キャン
パス内に「確実な避難場所」が存在すること自体が、

学生の心理的・生理的な回復力を高めることに寄与し
たと考えらえる。 

5. 結論
5-1 研究の成果
本研究において感覚過敏を抱える学生の休息空間に
対するニーズの実態を明らかにした結果、蛍光灯等の

視覚的ストレスに対しては机の下への「潜り込み」等
の防衛的な休息行動が誘発され、聴覚的ストレスに対
してはイヤホン等で個別に対処している実態が判明
した。また、休息の質を左右する要因としてユニット
は、設置場所の選定とアクセスが極めて重要であるこ
とが判明した。これらの知見に基づき、人通りや視線

を避けた場所を選定し、回り込んで入室する動線計画
を採用した上で、潜り込み等の低姿勢を促す床座仕様
と刺激の制御を両立させたCDUを製作した。実証実
験における生理指標計測および主観評価の結果、CDU
は一過性の休息効果に留まらず、日常生活全体の自律
神経バランスを底上げする累積的な安定効果をもた

らすことが生理指標から裏付けられた。 
5-2 大学という場の特殊性と課題 

大学は「顔の知っている他者」に囲まれたコミュニ

ティ性の強い場であり、「休んでいる姿を見られたく

ない」「サボっていると思われたくない」という心理

的障壁が良質な休息を阻害している。現在、講義内の

合理的配慮は進んでいるが、講義以外の時間における

心理的・生理的ケアは看過されている。物理的な視線

制御環境の整備と、感覚過敏という「目に見えない困

りごと」への普及啓発を並行することが不可欠である。 
5-3 今後の課題と展望 

ハード面では、休息の質を維持しつつ可搬性に優れ
たコンパクトな設計の追求や、夏季における熱環境制
御が課題として残された。ソフト面では、利用者のプ
ライバシー確保と大学側の安全管理の両立を図る運

用モデルの構築が必要である。今後は、複数名を対象
とした定量的調査による予約システム等の最適化、お
よびキャンパス内の「配置計画」に関する指標の策定
が求められる。大学が多様な学生を包摂するためには、
刺激を許容する「開かれた場」と、対人心理を考慮し
て刺激を制御する「閉じられた場」が計画的に併存す

ることが重要である。 

 

 

 

 

大学でのアンケート調査中には、摂南大学研究倫理委員会の承認
を得て実施した。 
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図11 設置後「常時」HF 図12 設置後「常時」RMSSD 

図13 設置後「常時」LH 図14 設置後「常時」主観 
ストレス評価 

図15 設置後HF推移 図16 設置後RMSSD推移 

図17 設置後LH推移 図18 設置後主観ストレス
評価推移 
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24M212：宮添  燎海
 指導：小林  健治

オオノノママトトペペ「「ままっったたりり」」にによよるる空空間間評評価価のの試試みみ

大大学学生生をを対対象象ととししたたススケケッッチチ調調査査とと日日本本語語版版   PPRRSS  にによよるる評評価価のの分分析析

1. 研究背景と目的

近年、「まったり」「がっつり」「もふもふ」などの

オノマトペ（擬音語・擬態語）は、感覚や雰囲気と

いった主観的な体験を豊かに共有する語彙として日

常に浸透し、言語学以外の分野においても研究に利

用されている注1。オノマトペの一つである「まった

り」は「ゆっくり、のんびりする」状態を指し示し

つつ、空間・状況に対しても用いられる 1）。文化庁

「令和5年度国語に関する世論調査」では、「まった

りする」という言い方を「使うことがある」とする

割合が、2011 年の 29.0％に対して 2023 年では

52.6％に上昇している 2）。このように近年では表現

としての利用が広がっているが、その具体的な状況

は不明瞭だと思われる。 

一方で日常生活に伴う課題処理などにより注意資

源が消耗し、精神的疲労が生じる。この疲労からの

回復を促す環境は「回復環境」と呼ばれ、注意回復

理論に基づく評価枠組みである PRS（Perceived 

Restorativeness Scale）による評価が用いられてき

た 3）。これを基に、芝田らによって翻訳・作成され

た日本語版PRSは、自然・都市環境を対象とした評

価による検証を通じて妥当性が検討されている4）。 

本研究は、「まったり」している場面を、日常的な

休息に関する回復環境と捉え、その評価手法として

日本語版PRSを用いる。オノマトペ「まったり」を

空間評価が可能な語として位置づけ、スケッチ調査

によって大学生が想起する「まったり」している場

面の実態を把握するとともに、日本語版PRSを用い

て回復環境としての特徴を定量的に検討する。さら

に、両調査の結果を統合し、「まったり」している場

所の成立条件を抽出する。これらより、大学生が日

常生活において「まったり」できる空間の位置づけ

と創出に向けた示唆を得ることを目的とする。 

2. 研究方法

本研究は、はじめに3種類の予備調査を実施した。

これを基に、大学生を対象としたスケッチ課題の分

析調査と、日本語版PRSを用いたアンケート調査の

2 回の調査を実施した。これらより大学生の「まっ

たり」している場面の成立条件をまとめ、大学敷地

内への具体的な提案を行った。 

2-1 予備調査 

3 種類の予備調査として文献整理、写真評価、意

見共有を実施した。これらより「まったり」してい

る場面を分析する観点として場所、同行者、過ごし

方を抽出した。また成立に関わる要素として姿勢、

視線、囲われ感などを抽出した。これらを踏まえて

本調査の設問と分析の枠組みを決定した。 

2-2 調査概要 

予備調査をもとに 2回の調査を実施した（表 1）。

第一回調査として摂南大学理工学部建築学科３年生

の設計演習受講者を対象にしたスケッチ課題より、

同意が得られた回答を分析した。一人あたり2場面

について、6 項目を回答させた。収集した回答は項

目ごとに整理し、定量的な内容については集計を行

った。自由記述とスケッチについては語句や構成要

素の抽出・分類を実施した。 

第二回調査として同大学の1年生を対象に日本語

版PRSを用いたアンケート調査を実施した注2。回答

用紙の前半では、回答者自身の「まったり」してい

る場面について4項目を回答させた。後半では、前

半と同一場面を対象に、日本語版PRSの26項目を、

0（全くあてはまらない）〜10（完全にあてはまる）

の11段階で評価させた。収集した回答は標準化によ

る比較、因子分析によって評価構造を検討した。 

表1 調査概要 
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3. 分析 

本調査で得られた大学生が「まったり」している

場面は、第一回調査で収集した118場面に加え、第

二調査で収集した19場面の合計137場面である。こ

れらについて定量的な項目を集計、分類した。 

3-1 集計・分類結果 

場所の集計・分類結果は以下の通りである（図1）。

集計結果の最多は自室を除く自宅であったが、大学

構内、公園、カフェなど都市の様々な場所に存在し

ていることが確認できた。またこの結果を大分類 7 

種に整理した。これらは集計結果において「その他」

としたものも何れかに分類した。最も多い場所分類

はファーストプレイスである「自宅」であったが、

「大学」というセカンドプレイスを除いた、その他

の空間が全体の56.9％で過半数を占めている。 

場所の屋内外では、どちらの空間も存在している

ことが確認できた（図2）。同行者の有無についての

集計結果より、「同行者なし」が 46.0％に対して、

その他を除く「友人と」、「家族と」の合計である「同

行者あり」が48.9％とやや優勢である（図 3）。 

3-2 クロス集計による分析 

また137場面において屋内外、同行者の有無でク

ロス集計を行い、前述した分類を用いて整理した（図

4）。一人では自宅や公共施設空間といった場所が多

い。一方で同行者と過ごす場面では、様々な都市内

の空間が選ばれている。 

3-3 スケッチ・自由記述の分析 

「①スケッチ」、「④どんな状況」、「⑤なぜ」の記

述から、「まったり」を構成する要素として3種類の

傾向が確認できた（図5）。座る、寝転ぶといった「Ⅰ.

自由な姿勢」。家具や壁、自然物による「Ⅱ.囲まれ

感」。樹木や植栽といった「Ⅲ.自然環境」である。

これらは既存の休息における要素として確認できた。 

自由記述から、理由について分析した（表2）。「～

できる・できた」といった「可能であること」を理

由にしているものが全体の60.2％と、多く確認でき

た。同様に気軽で自由にできるものも確認できた。

また、他者の存在について触れているものも多い。

因子分析に向けて、要因として「楽しい」を理由と

するものはごく少数であることを確認できた。これ
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4.  日本語版PRSを用いた空間評価 

 第二回調査で得られた有効回答19件を用いて、既

往研究との比較、探索的因子分析注3を実施した。有

効回答数が限られていたため、日本語版PRSにおけ

る5因子と26の質問項目より、予備調査や分析を根
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造の変化は考えられるため複数の組み合わせで因子

分析を行ったが、その一つを示す。 
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芝田(2011)は、日本語版PRSによる大学生を対象

とした日常場面における休息空間の調査を行った 5）。

調査結果に対して標準化を行い、抽出された因子を

提示している注4。芝田の回復環境についての調査結

果に対して、有効回答19件を日本語版PRSが本来想
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序」の項目では本研究では正の値なのに対して、芝

田の研究では負の値であるなど、差異も確認できた。 

表3 日本語版PRSの質問項目 
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を実施した。これはPRSが本来想定している5因子

は、因子構造として必ずしも安定していないため必
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る因子負荷行列をまとめ（図7）、質問項目と照らし

合わせた結果、「魅了」、「逃避+適合」、「視野」、「面

倒からの逃避」、「まとまり」の5因子を抽出した。

この中でも特に「逃避+適合」は、逃避・適合の両者

の項目で高い負荷を示した点は特徴的であり、「面倒

からの逃避」では「逃避」から独立して表れた。     

また各因子間の相関分析より、各因子間の相関関

係は弱く、それぞれが独立しながらも共存する傾向

が確認できた（図8）。 

図6 平均尺度得点の比較 

 

図7 因子負荷のヒートマップ 

図8 因子間相関のヒートマップ 

7



 

 

5.  「まったり」できる空間の成立条件と提案 

これまでの調査結果より、大学生の日常生活にお

ける「まったり」の成立条件を整理する。それを基

に大学構内の屋内外4か所に対して提案を行う。 

5-1 「まったり」できる空間の成立条件 

 「まったり」している空間の成立条件を4つに整

理した（図9）。姿勢を自由に選択できる空間である

ことから「A.自由な姿勢」と整理した。落ち着いた

環境として、周囲からの視線などの刺激量が少なく

感じられる空間であることから「B.刺激量」と整理

した。同行者や周囲の人間との関係性についての調

整できる空間であることから「C.他者との関係」と

整理した。気楽で自由に利用できる空間であること

から「D.複雑ではない空間」と整理した。 

5-2 大学構内への具体的提案 

 成立条件より、摂南大学寝屋川キャンパス内の屋

内外4か所に対して具体的な提案を行ったものより、

2か所への提案を例示する（図10）。 

提案02：芝生広場 

周囲の動線や視線の影響を受けやすい。植栽やテ

ントなどで囲われを付加し、領域を設定することで、

落ち着いて過ごせる条件を整える。 

提案04：1号館プレゼンテーションロビー 

開放的な空間であり空間としては適している。こ

こでは空間への提案ではなく、運用情報の明示によ

り、「使ってよい」という感覚をつくる。 

6.  まとめ 

本研究はオノマトペ「まったり」を空間評価が可

能な語として位置づけ、大学生が想起する「まった

り」している場面について調査した。大学生が「ま

ったり」している場所は自然環境から都市環境まで

広がっており、同行者の有無によりその傾向は変化

する。既存の回復環境とは重なる面もあるが、気を

遣わずに過ごせる点に重心を置いている特徴がある

（図11）。「まったり」できる空間は、利用者が状況

に応じて過ごし方を選べる、調整可能である環境と

して成立することを示した。これらより、大学生の

日常生活において「まったり」できる空間は自宅か

ら都市空間まで広がる、気軽に利用できる日常空間

であるといえる。ここでは自由に利用できると感じ

られるための工夫が創出に繋がると考える。 

本研究では有効回答数が限られていたため、因子

構造の妥当性を検証するには追加の検証が必要であ

る。今後の展望として、対象属性の拡大や、指標の

精緻化が必要である。また他オノマトペによる検証

も重要であると考える。 

 

図9 「まったり」できる空間の成立条件 

 

図10 大学構内4か所への具体的な提案の一部 

 

図11 「まったり」している場面の特徴 

注釈 

注1. オノマトペを用いた研究は工学では渡邊・坂本ら（2011）の「オ

ノマトペの音象徴性を利用した触り心地の定量化」や、教育分

野では村瀬・寺山（2020）の「身体表現活動におけるオノマト

ペが幼児に想起させるイメージと動き」などが行われている。 

注2. 本研究において実施したアンケート調査（第二回調査）は摂南

大学研究倫理委員会の承認を得て実施した（2025_理20号）。 

注3. 探索的因子分析とは因子数、因子構造が不明瞭のまま行う因子

分析のことである。 

注4. 芝田（2011）は大学生の日常的な回復環境・非回復環境の比較

において、日本語版PRSの評価得点を標準化した尺度得点を用

いた調査結果を報告している。 

参考文献 

1） 小野正弘『擬音語・擬態語4500日本語オノマトペ辞典』（2007）

小学館 

2) 文化庁国語課「令和5年度国語に関する世論調査［令和6（2024）

年3月調査」報告書 

3）レイチェル・カプラン、スティーブン・カプラン、ロバート・L・

ライアン、羽生和紀(監訳)(2009).『自然をデザインする 環境心

理学からのアプローチ』誠信書房 

4） 芝田征司,畑倫子,三輪佳子「日本語版 Perceived Restorativeness 

Scale（PRS）の作成 とその妥当性の検討」人間・環境学会（2008） 

5） 芝田征司「日常的文脈における環境の回復特性について」（2011） 
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指導教員  大谷 由紀子 
 
1．研究の背景と目的 

近年、大学入学共通テストへの移行などの教育制度

の変化や ICT 機器の普及により、学習者自身が学習方

法や学習場所を主体的に選択することが求められるよ

うになっている。これに伴い、自宅や図書館だけでな

く、学校施設やカフェ、学習塾など多様な空間が学習

場所として活用されている。 
既往研究では学習場所の知見は蓄積されているが、

落ち着いて勉強できる環境条件には十分触れられてい

ない１）2）。特に光・音・家具・囲まれ感など建築的要

素と集中しやすさの関係を横断的に検証した研究は不

足している。 
そこで本研究では、高校生・大学生を対象としたア

ンケート調査を実施し、学習空間の選択傾向と環境要

素が集中に与える影響を分析することで、「集中しや

すい学習空間」の特性を明らかにすることを目的とし

た。本研究の成果は、学校施設、図書館、カフェ等の

空間設計において有用な知見を提供するものである。 
2．研究方法 

本研究の対象は、近畿圏に在住または通学する高校

生および大学生の 91 名である。高校生は主に学習塾

を通じて、大学生は近畿圏の国公私立大学から回答を

得た。高校生は利用可能な学習環境が学校・塾等に限

定されやすい一方、大学生は PC 作業の増加により多

様な学習空間を選択できる特性を持つことから、この

両者を比較することで集中しやすい学習空間の条件を

より明確にできると考えた。 
調査は Google フォームによるアンケート形式で実

施し、五件法評価・複数選択式の設問、自由記述欄を

設けた。質問内容は、学習場所、照明、音環境、家具、

囲まれ感などの建築的要素を中心に構成した。なお、

本研究における「囲まれ感」とは、家具配置などの要

素を除き、主として空間の広さや開放性に基づいて知

覚される空間的特性を指す。調査は完全匿名で行い、

摂南大学研究倫理委員会の承認を受けている。 
3．結果・考察 
3-1 回答者の属性 

本研究の調査対象である 91 名の内訳は、高校生 26
名、大学生 65 名である。性別は、男性 53 名、女性 38
名であった。専攻に関しては、大学生については理系

34 名、文系 31 名、高校生については普通科が中心で

ある（表 1）。 
表 1 回答者の属性 
高校生n=26 大学生n=65 合計n=91

理系 6 34 40

文系 18 31 50

男性 12 41 53

女性 14 24 38

文理

性別

属性区分（人）

 

3-2 学習場所の選択と学習空間への全体評価 

まず、高校生・大学生を対象としたアンケート調査

の単純集計結果を示し、学習空間の基本傾向を把握し

た。最もよく勉強する場所について、大学生では「自

分の部屋」が最多で約 45％を占め、「カフェ」や「図

書館」など家庭外の利用も多かった。一方、高校生で

は「学習塾」が約 46％と最も多く、「自分の部屋」も

約 42％を占め、利用空間が自宅または塾に限定される

傾向がみられた（図 1）。場所の選択理由は両者とも

「集中しやすさ」や「落ち着ける環境」が主要因であ

ったが、大学生は「適度な雑音」や「他者の存在」を

補助要素として活用する一方、高校生はより「静け

さ」や「環境整備」を重視していた。 
集中しやすい空間の広さについては、大学生・高校
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図 3 集中しやすい照明条件 
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照明については、大学生と高校生で環境への意識に

差がみられた（図 3）。大学生では、最も集中しやすい

光として「昼白色（白っぽい自然光）」が多く選択さ

れており、視認性や作業効率の観点から光環境を重視

していることが示された。また、天井照明に加えてデ

スクライトを併用する学生が多く、学習内容に応じて

最適な視環境を整えようとする姿勢がうかがえる。一

方、高校生では「色は気にしない」という回答が最も

多く、光環境への意識は大学生に比べて低い傾向がみ

られた。これは、高校生の学習環境が家庭内や学習塾

など、照明条件が既に整備された空間に依存している

ため、光を調整する必要性を感じにくい状況が影響し

ていると推察される。ただし、明るさが集中に影響す

るかという質問では、両者とも半数以上が肯定的に回

答していた。以上より、照明は特に大学生において集

中維持を支援する重要な補助要因として機能している

ことが示された。 
家具については、大学生・高校生の双方で「机と椅

子の高さがちょうどよい」ことが最も重視されており、

学習姿勢の安定と身体的負担の軽減が集中維持の基礎

条件であるという認識が共通して確認された。特に高

校生では、家具の影響を「大きい」と回答した割合が

96％と非常に高く、腰痛や疲労など身体的不快が集中

を阻害する要因として強く意識されていることが示唆

された。一方、大学生も人間工学的な家具への関心は

高く、自習室や図書館などで整備された椅子・机を積

極的に利用する傾向がみられた。総じて、家具は物理

的快適性を確保し、長時間学習を支える最も重要な環

境要素の一つであることが明確となった。 
音環境に関しては、大学生・高校生ともに「少しだ

けざわざわした空間」を最も集中しやすい環境として

選択しており、適度な環境音が集中状態への導入に有

効であるとの認識が共通して確認された。しかし、音

楽の活用に対しては明確な差異がみられた。大学生で

は「音楽を聴くと集中できない」とする否定的評価が

45％と高く、言語情報を含む音刺激を避ける傾向が示

された（図 4）。一方、高校生では「音楽を聴きながら

集中できる」とする肯定的回答が 46％を占め、音楽を

気分調整や学習開始のリズムづくりに利用する姿勢が

強かった。また、集中を妨げる音にも違いがみられ、

大学生は「友人の会話」が最多であり、公共空間で学

習する機会の多さが反映されていた。対して高校生は

「家族の話し声」が最多で、自宅中心の学習環境が阻

害要因に直結していると考えられる。これらの結果は、

学習場所の違いが音環境の捉え方や対処方法に影響し

ていることを示している。 
自由記述「集中できる空間に必要なもの・条件 3

つ」の分析結果をみると、大学生・高校生の双方に共

通する要素と、属性による重視点の違いが明確に表れ

た。 
大学生では、「音環境」が最も多く挙げられ、無音

や程よい雑音、自然音、音楽など、音を集中補助とし

て柔軟に捉える傾向が強かった（表 2-1）。次いで「家

具・作業環境」や「温熱・空気環境」が多く、広い机

や疲れにくい椅子、快適な温湿度といった身体的快適

性が集中維持の基盤であることが示された。また、

「空間構造・囲まれ感」や「心理的・行動的要因」も

一定数みられ、視線遮断や安心感、時間管理など、環

境と行動を一体として捉える姿勢が特徴的であった。

一方、高校生では「家具・作業環境」が最も多く、机

や椅子の高さ・座り心地など、直接的な身体負担への

関心が際立っていた（表 2-2）。次いで「音環境」が多

く、静かすぎない生活音や邪魔にならない音が好まれ

る傾向がみられた。さらに、「空間構造・囲まれ感」

や「照明環境」への言及もあり、個室性や明るさの調

整が集中に影響することが示唆された。 
以上より、大学生は環境要素を総合的かつ調整可能

なものとして捉えるのに対し、高校生は家具や音とい

った即時的・具体的条件を重視する傾向が確認された。 
以上より、単純集計結果からは、学習者が集中でき

る空間として求める条件には共通点がある一方、年齢

や学習行動の自由度の違いにより、環境への意識の範

囲や調整方法に差異が生じていることが確認された。 

大学生(n=65) 高校生(n=26)

5：とても集中できる
4：集中できる
3：普通
2：あまり集中できない
1：全く集中できない
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図 4 音楽と集中度の関係 

 

表 2-1 集中できる空間に必要なもの（大学生） 
カテゴリ 延べ人数（人） 主な内容・キーワード例

音環境 34
静か、無音、程よい雑音、自然音、
生活音、音楽、イヤホン・耳栓

家具・作業環境 28
広い机、疲れない椅子、
慎重にあった椅子、安定した机

温熱・空気環境 22
快適な温度、温湿度、空調、
換気、空気の清潔さ

空間構造・囲まれ感 18
個室、視線がさえぎられる、
人の出入り口が少ない、適度な広さ

心理的・行動的要因 17
誘惑が少ない、時間管理、緊張感、
安心感、慣れ、気分転換

その他・補助要素 9 飲み物、時計、植物、香り、体調
 

 

表 2-2 集中できる空間に必要なもの（高校生） 
カテゴリ 延べ人数（人） 主な内容・キーワード例

家具・作業環境 14
腰が痛くならない椅子、
高さの合う机、広い机、デスクチェア

音環境 11
無音、静かすぎない、生活音、
邪魔にならない音、音楽

空間構造・囲まれ感 7
個室、仕切り、周囲が見えにくい、
人の気配を感じない

照明環境 6
暗すぎない光、明るすぎない照明、
デスクランプ

温熱・空気環境 5 適切な温度、空調、気温

誘惑排除・整理 5
スマホがない、整理された机、
時計がない

補助的要素 4 飲み物、お菓子、タイマー、コンセント 
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3-3 属性別にみた学習空間の特徴 

大学生の回答データを対象に、属性に基づいてクロ

ス集計を行い、学習空間選択と集中環境要素との関連

を検討した。その結果、学習者属性に応じて「集中し

やすい環境条件」が異なることが明らかになった。 
まず文理差では、理系学生は自室中心の静穏な環境

を好む傾向がみられた（図 5）。特に生活音や他者の視

線を避けられる閉鎖的空間を重視し、環境の変動が少

ない場所を選択する傾向が強かった。一方、文系学生

はカフェや図書館など共有空間の利用が多く、他者の

存在や適度な雑音を集中補助として積極的に活用する

姿勢が確認された。これらの違いは、学習内容の性質、

必要とされる作業形式、学習行動の自由度などが影響

していると考えられる。 
性別による比較では、男性は「自分の部屋」で学習

する割合が圧倒的に高く、静かな個別空間を最も重視

していることが明確に示された（図 6）。一方、女性は

「カフェ」を中心に、複数の共有空間を使い分ける傾

向がみられ、環境を切り替えながら集中を維持しよう

とする姿勢が特徴的であった。また、女性は明るさや

囲まれ感、適度な他者の存在など多面的な条件を総合

的に評価しており、学習環境への感受性が高いことが

読み取れる。 
集中度の違いに着目すると、高集中群では「自分の

部屋」で学習する割合が高いが、カフェや図書館とい

った場所の利用も多かった（図 7）。これらの学習者は

照明や家具を自ら整える習慣があり、環境調整行動そ

のものが集中維持に結びついていると考えられる。一

方、低集中群では家庭内での勉強を好む割合が極めて

高かった。学習場所の選択と環境制御の可否が、集中

度の差に影響していることが示唆される。 
以上より、学習空間の選択傾向や集中を支える環境

条件は、属性によって大きく異なることが明らかとな

った。理系は静穏な個室環境を好む一方、文系は共有

空間や適度な雑音を集中補助として取り入れる傾向が

みられた。性別では、男性は刺激を排除できる個別空

間を重視し、女性は明るさ・囲まれ感・他者の存在な

ど多様な要素を組み合わせて環境を選択していた。ま

た、高集中群は照明や家具を調整するなど自律的に環

境を整える姿勢がみられ、低集中群は外的刺激の多い

家庭内を選ぶ傾向にあることが特徴として示された。 
3-4 集中度別にみた学習空間への評価 

集中環境を構成する 5 要因（場所・囲まれ感・照

明・家具・音楽）について、五件法評価の平均値を用

いたレーダーチャート分析を行い、集中しやすい学習

空間の特徴を多角的に明らかにした。その結果、「家

具」「囲まれ感」「場所」の 3 項目が最も高い評価を示

し、身体的快適性と心理的安定性、そして落ち着ける

学習場所の選択が集中の主要因となっていることが確

認された（図 8）。特に家具の項目が高く、椅子や机の

高さ・安定性といった人間工学的条件が集中維持に強

く寄与していることが示唆される。また、囲まれ感が

高評価であったことから、視線や雑音を適度に遮断で

きる半閉鎖的環境が集中状態の形成に大きく関与して

いると考えられる。一方、「照明」は中程度の評価に

とどまり、一定の影響は認識されつつも他要因ほどの

決定力は持たないことが示された。「音楽」は最も低

い値を示し、学習者による利用姿勢の差が大きいこと

が表れた。以上より、集中しやすい学習空間の基盤は、
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文理別の比較では、全項目で文系が理系をやや上回

り、環境要素をより集中に結びつけて認識していた

（図 9）。特に「勉強する場所」と「照明」で差が大き

く、文系はカフェや教室など多様な空間を活用する一

方、理系は自室中心で静穏性を重視する傾向がみられ

た。照明・家具は両群で高評価を示し、身体的快適性

は共通の基盤条件であった。音楽は最も低いが文系が

高く、集中要因の重視点には文理差が認められた。 
家庭内学習者と家庭外学習者の比較から、集中しや

すい環境要素の評価には明確な違いが見られた。まず

「勉強する場所」では家庭外学習者の評価が高く、図

書館やカフェなど意図的に選択した学習空間が集中状

態への切り替えを促していると考えられる（図 10）。
「囲まれ感」も家庭外で高く、完全な閉鎖空間ではな

く、他者の気配が適度に存在する半開放的環境が心理

的な集中補助として機能している可能性が示された。

一方、「照明」は家庭内が高く、デスクライトの使用

など光環境を自分で調整できる点が集中のしやすさを

支えていると考えられる。「家具」では家庭外の評価

が高く、大学施設や図書館に備わる学習用家具が身体

的負担を軽減し、長時間学習を可能にしている点が反

映されている。「音楽」は家庭内で高く、家庭内学習

者が音楽を気分調整や集中導入の手段として取り入れ

やすい環境にあることが示唆された。総じて、家庭外

では空間構造と設備の質が、家庭内では光や音といっ

た調整可能性が集中を支援する要因として機能してい

ると言える。 
最後に、学習環境を構成する 5 要素（場所・囲まれ

感・照明・家具・音楽）の関連性を把握するため、大

学生・高校生を含む全回答を対象にピアソンの相関分

析を行った。その結果、いずれの項目間にも強い相関

は見られず、相関係数はいずれも 0.20 未満にとどまっ

た（表 3）。これは、学習者がある環境要素を高く評価

したとしても、他の要素の評価が自動的に高まるわけ

ではなく、各要素が比較的独立して集中度に寄与して

いることを示している。「囲まれ感」も他の要素と明

確な関連を持たず、学習者が自身の集中スタイルに応

じて選択的に価値づけていることが示唆された。閉鎖

的な空間を好む学習者でも、照明や音環境に対する傾

向が必ずしも一致するわけではなく、心理的要因とし

て独立した役割を果たしている。一方、「音楽」は最

も個人差が大きい項目として位置づけられ、他のすべ

ての要素との相関もきわめて低かった。音楽利用が環

境条件ではなく、学習者自身の習慣や感情調整方法に

強く依存していることが示唆される。 
以上より、学習空間の５要因は互いに強く依存する

のではなく、利用者が必要とする要素を個別に取捨選

択しながら集中環境を構築していることが明らかとな

った。すなわち、学習空間の設計においては、要素を

一体的に操作するよりも、各要素を独立して調整可能

とする柔軟な構成が重要であると結論づけられる。 
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表 3 集中環境要因間の相関 

場所 囲まれ感 照明 家具 音楽
場所 1 -0.02 0.02 0.08 0.02

囲まれ感 -0.02 1 0.05 0.03 -0.18
照明 0.02 0.05 1 0.18 -0.07
家具 0.08 0.03 0.18 1 -0.05
音楽 0.02 -0.18 -0.07 -0.05 1  

4．結論 
本研究では、高校生・大学生を対象としたアンケー

ト調査により、学習空間の選択傾向と、光・音・家

具・囲まれ感といった建築的要素との関連を検討した。

その結果、学習空間の利用傾向には属性差が顕著であ

り、高校生は自室や塾などの安定した閉鎖空間を重視

する一方、大学生はカフェや図書館を状況に応じて使

い分け、自律的に環境調整を行っていた。また、理系

は静的環境を、文系は社会的刺激を含む共有空間を選

ぶ傾向がみられ、性別でも男性は静かな個別空間、女

性は複数要素を組み合わせて整える型の集中方法が確

認された。 
さらに、建築的要素と集中度との関係を分析した結

果、家具が集中との関連で最も強い影響を持つことが

明らかとなった一方、5 つの環境要因間の相関はいず

れも低く、各要素が相互依存的ではなく独立した軸と

して評価されていることが確認された。これは、学習

者が「家具」「照明」「囲まれ感」「音環境」などを個

別に判断しており、特定要素を調整しても他要素には

必ずしも影響しないことを示している。 
以上より、集中しやすい学習空間には、①身体的快

適性、②適度な囲まれ感、③用途に応じた空間選択の

柔軟性という共通基盤が必要であり、そのうえで環境

要素を独立的に設計・調整できる仕組みが有効である

ことが示された。本研究の成果は、多様な学習者特性

に対応した空間設計の指針として有用である。 
参考文献 
１） リビングダイニングにおける小学生の学習場所に関する調

査，木戸 將人，松本 吉彦，松崎 郎人，黒木 美博，日本

建築学会学術講演梗概集，2008 年 9 月  

２） 公共図書館における学生の学習場所の使い分け行動に関す

る研究，大島 和也，伊藤 真太朗，石橋 健太郎，中井 孝
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郊外住宅地における高齢者が歩きたくなる歩行空間要件の抽出 

‐川西市清和台を対象として‐ 

研究のタイプ [論文] 
222051  瀨戸虎太朗                                      

指導教員 大谷由紀子 
 
1．研究の背景と目的 
日本では高齢化が進み、特に郊外ニュータウンでは 

高齢者比率が高い。本研究の調査地域である川西市清 

和台では、高齢化率が約 38.9％1）に達しており、全国 

平均（約 29％）2）を大きく上回っている。こうした高 

齢化に伴い、健康寿命と平均寿命の差が問題となって 

おり、その差は男性で約 9 年、女性で約 12 年とさ

れている。この差を縮小することが一つの課題となっ

ている 3）。健康寿命を延ばすために効果的とされてい

るのが日常的な運動であり、厚生労働省のガイドライ

ンでは、歩行のような軽度な運動でも継続することで

効果が得られるとされている 4）。こうした歩行の継続

には「歩きやすさ」だけでなく、「歩きたくなる」と

感じる心理的魅力も重要である。既往研究では、郊外

住宅地の高齢者の歩行を交通手段や主観評価、市街地

環境などの観点から分析してきたが、空間特性と歩行

行動・心理的要因を結びつけて捉えた研究は少ない。

特に、歩行タイプの違いに着目しつつ、「歩きたくな

る」と感じられる空間の要件を明らかにする研究は不

足している。 

本研究では、兵庫県川西市の山あいに広がる郊外住

宅地である清和台地域を対象に、高齢者が「歩きたく

なる」歩行空間の要件を歩行タイプ別に明らかにし、

清和台を含む同様の郊外型住宅地への応用可能な知見

を得ることを目的とする。 

2．研究方法 
まず、対象地である川西市清和台の全体の大まかな

地形的特徴や土地利用について、地形図や現地踏査に

より把握する。次に、特徴の異なる 5 地点を選定し、

それぞれの空間構成や交通量、自然環境の有無などの

物理的特徴を記録する。続いて、選定した 5 地点にお

いて定点観察を行った。観察は 2025 年 5 月と 10 月の

2 回実施した。5 月の観察では、各地点の歩行者数や

歩行目的、時間帯による変化などの大まかな傾向を把

握することを目的とした。一方、10 月の観察では歩行

目的の判別に加えて行動観察を行い、立ち止まりや会

話などの行動の特徴を記録した。さらに、定点観察を

実施した同地点周辺において、高齢者 30 名を対象に

インタビューを行った。インタビューでは、歩行頻度、

日常的な散歩ルートの選定理由、空間に対する印象な

どについて質問した。得られた回答から歩行者を３つ

の属性に分類し、各属性の特徴や歩行ルートの傾向な

どを整理した。これらの結果から、空間条件の違いが

高齢者の歩行行動に与える影響を分析することで、歩

きたくなる空間の要件を抽出した。 

3．結果・考察 
3-1．清和台の地形的特徴・土地利用の調査 

清和台は、兵庫県川西市の郊外に位置する住宅地で

ある。中央には南北に伸びる幹線道路とスーパーやス

ポーツ施設、医療施設が集まる複合商業施設が存在す

る。地形的には、南北方向は比較的平坦で（図 3）、幹

線道路を境に西側は全体的に緩やかな傾斜が広がり、

東側は比較的平坦であるが、一部に急な坂が見られる

（図 4）。西側に比べて東側には自然が多く残っている

のも特徴である。休憩可能な公園は全体に約 13 カ所

あり、ベンチや日陰、自然環境が整えられている。こ

うした地形や施設配置は、高齢者の歩行行動や散歩ル

ートの選択に影響を与えると思われる。 
以上の調査から得た情報をもとに、地形や道路構成、

周辺土地利用などの条件が異なる地点を 5 か所選定し、

調査地点とした。各調査地点を図 1 に示す。調査地点

は①公園前の歩道、②幹線道路沿いの商業施設前、③

自然に囲まれた急な坂道、④幹線道路沿いの住宅地前、

⑤水路沿いの緩やかな坂道とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 清和台全体地図・調査地点 

図３ 北→南 断面図 

図２ 西→東 断面図 
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3-2．5地点の物理的特徴 

 表 1 に現地調査の結果を示す。調査対象とした清和

台の歩行空間には、周辺環境や設備、利用状況に応じ

て多様な特徴が見られた。 

公園前の歩道は幅員が広く、自然や日陰が確保され

ており、複数のベンチやトイレ、自動販売機といった

休憩場所が整備されている。夕方には子供の利用が多

く、人通りも一定数みられることから、住民にとって

身近で利用頻度の高い空間であると考えられる。幹線

道路沿いの歩道では共通して幅員が広く、路面もフラ

ットで歩行環境自体は良好であるが、交通量が多い点

が大きな特徴となっている。商業施設前は人通りが比

較的多く、街路樹や休憩設備も整備されており、利便

性が高く活気のある環境とみられる。一方で、住宅地

前の歩道は花壇など景観的な工夫が施されているが、

休憩用の設備がなく、高齢者にとっては滞在性がやや

低い空間といえる。これに対して、急な坂道や水路沿

いの道は幹線道路沿いと異なる特徴を示した。急な坂

道では傾斜が 6 度と大きいものの、周囲を自然に囲ま

れて日陰が多く、落ち着いた歩行環境が確保されてい

る。ただし人通りや交通量は少なく、利用者は限定的

であると推測される。水路沿いの緩やかな道は傾斜が

3 度と歩きやすく、ベンチも設置されている一方で、

日陰や緑が乏しく、炎天下では歩行が負担となる可能

性がある。 

3-3．5地点での定点観察 

図 4・図 5 は 1 回目と 2 回目の定点観察地点別歩行

目的の結果を示している。比較すると全体的な歩行者

数は増加しており、特に「散歩」や「公園利用（地点

①その他）」といった目的が伸びたことが特徴的だっ

た。買い物やバス停利用のような生活関連の目的は場

所によって増減があるものの、全体的な傾向としては

季節に左右されにくい目的として安定している。 

まず散歩目的の歩行については、ほとんどの地点で

人数が増加していた。地点①公園前では 19 人から 21

人、地点⑤水路沿いでは 34 人から 42 人へと増加幅が

大きく、特に自然環境や適度な傾斜を含む地点で散歩

利用の伸びが目立つ。これは、調査日の平均気温が 5

月（19.3℃）より 10 月（23.1℃）のほうが暖かく、

屋外で活動しやすい気候条件であったことが影響して

いると考えられる。さらに公園利用者が 3 人から 7 人

へ増加したことも、気温差による屋外活動のしやすさ

が影響したと思われる。 

一方、買い物目的は地点②や④で引き続き多く、2

回目では地点②商業施設前で 31 人から 39 人に増加し

ている。これは季節変化というよりも、商業施設の利

用が日常的に行われているためといえる。地点④その

他（通院目的）についても、人数は減少したが（11 人

から 7 人）、こちらも季節による影響は小さいと思わ

れる。 

また、幹線道路沿いの地点では、5 月と 10 月で歩行

目的の構成に大きな変化は見られず、生活目的が中心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

である点は変わらない。逆に自然環境や傾斜を伴う地

点（①・③・⑤）では散歩目的が増加しており、生活

目的に比べて気候条件の影響を受けやすいことがうか

がえる。 
図 6 は 2 回目に実施した行動観察の結果である。全

体を通して、行動の違いは周囲環境の役割（余暇・生

活など）と歩行空間の快適性に影響されていると考え

られる。休憩設備や自然要素を含む公園前では滞留行

動が多く、ベンチ利用や会話といったその場に留まる

図 4 定点観察地点別歩行目的（2025年 5月・6日間） 

図 5 定点観察地点別歩行目的（2025年 10月・5日間） 

表１ 現地調査結果 

写真１ ① 写真３ ③ 写真２ ② 

注）①～⑤は

図１の調査地

点を示す。 

写真４ ④ 写真５ ⑤ 
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行動が複数確認された。水路沿いの緩やかな坂道でも、

立ち止まりや会話などの滞留行動が確認された。これ

は、住宅地内にあることから交通量が少ないこと、近

所同士の交流が生まれやすいこと、住宅地内の中でも

視界が抜けて開放的であることなどが影響していると

思われる。これらの地点は歩行者にとって心理的な負

担が少なく、景観的な魅力や休憩機能が滞在を促して

いると考えられる。 
一方、住宅地前や急な坂道では、通過が中心で滞留

がほとんど見られなかった。坂道は身体的負荷が大き

く、住宅地前は風景的な滞在要素が乏しいうえ、どち

らも休憩できる場所が不足しているため、立ち止まる

理由が少ない環境であると考えられる。 
商業施設前では、生活目的による行動が多く、他の

地点には見られない「施設の出入り」「バス停利用」

といった行動が集中していた。周囲には休憩場所や滞

在要素もあるが、行動の大半は買い物や移動に直結し

ており、地点の性質が歩行者の行動を限定していると

考えられる。 
3-4．歩行者へのインタビュー調査 

3-4-1．歩行タイプの分類 

歩行者の行動特性を整理するため、歩行目的と歩行

頻度を手がかりに歩行者を 3 つの属性に分類した（表

2）。まず、病院・商店などへの移動を目的とする 13

人を生活行動型とした。これは歩行そのものが目的で

はなく、必要な移動として生じる点が特徴であり、距

離や頻度のばらつきにかかわらず同一属性に整理した。

次に、散歩目的の歩行者を頻度と行動の安定性から不

定期型と習慣型に区分した。不定期型は 6 人で、週 1

〜3 回程度の低頻度に加え、頻度が高くてもインタビ

ュー調査の中で「気が向いた時だけ歩く」「天候に左

右される」など行動の安定性が低い場合もここに含め

た。一方、習慣型は 11 人で、週 4〜7 回の高頻度で歩

行が日常的に定着し、利用ルートや時刻がある程度固

定されていた。 

図 7 は歩行距離を縦軸、歩行頻度を横軸に示した散

布図である。点の色は歩行属性を示している。 

習慣型は散布図の右上に集中し、高頻度かつ長距離

という継続的に歩くことを生活の一部としている様子

が見られた。毎日歩行を行う人の距離はやや抑え気味

に見えるものの、全体としては距離・頻度ともに安定

したパターンを示しており、歩行が日常的な生活リズ

ムに強く組み込まれていることが明らかになった。一

方、生活行動型は左下にまとまって分布した。歩行が

あくまで必要な移動として発生するため、歩行頻度は

高くなく、距離も短い範囲に収まっている。これに対

し、不定期型は左上から中央にかけて広がり、頻度は

低～中に収まっているものの距離は比較的長いという

分布を示した。これらのことから、歩く場合には一定

の距離を歩きつつも、歩行の実施が不規則で、行動パ

ターンが固定化していない属性であることが散布図上

の散らばりとして見て取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-2．歩行タイプ別のルート選択とその理由 

図 8 は習慣型の歩行ルートを示している。ルート図

では、水路沿い・外周道路・幹線道路などの区間に利

用が集中いることがわかる。また、他の属性と比較す

ると実線箇所（5 人以上重複）が多く、ある程度ルー

トが一貫している点が特徴的である。ルート選択の理

由としては、歩行自体の快適性や楽しさを重視する特

徴が見られた。「休憩場所がある」が 7 人で最も多く、

ベンチや日陰など休息できる場所が整備されたルート

が好まれることが分かった。また、「適度な傾斜があ

る」が 6 人、「景観や自然環境が良い」が 5 人と、水

路沿いの緩やかな坂道や木陰のあるルートなど、歩行

中の運動効果や自然の存在を感じられる環境が選ばれ

る傾向がある。自然要素については、花壇などの規模

の小さなものでも十分選ばれる理由になることがわっ

た。安全性や交通量も一定の要素として挙げられるが、

移動効率や最短距離はそれほど重視されていない。こ

れらの結果から、習慣型の歩行を促すには、快適に歩

ける休憩設備や緑地、適度な傾斜を組み合わせたルー

トが効果的であると考えられる。一方、休憩ができな

い道や景色が単調で平坦な道はあまり選ばれない傾向

がある。 

図 6 定点観察地点別行動観察（2025年 10月・5日間） 

表 2 歩行タイプの分類 

図 7 歩行者属性別の距離と頻度の関係 
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図 9 は生活行動型の歩行ルートを示している。ルー

ト図では、商業施設と病院がいずれも幹線道路沿いに

位置していることから、幹線道路上に利用が集中して

線種の違いとして表れている。特に商業施設前の区間

は複数の歩行者が共通して利用しており、唯一の実線

となって最も通行量の多い区間として示される。ルー

ト選択の理由としては、効率性や安全性がルート選択

の主要な要素であることがわかった。「最短ルート」

を理由に挙げた人数は 10 人と最も多く、目的地まで

の移動時間や距離を優先してルートを選んでいる。さ

らに「歩きやすい」（6 人）や「安全性が高い」（3

人）が選択理由として挙げられ、道幅が広く平坦で歩

きやすい道路や、ガードレールや自転車とのすれ違い

が容易な安全な道路が好まれることがわかった。反対

に、傾斜がある道や休憩場所が多いルートはあまり考

慮されていない傾向があり、生活行動型の歩行では効

率的な移動を妨げない空間が好まれる可能性がある。

これにより、生活行動型の歩行を支えるためには、安

全で平坦、かつ最短で目的地に到達できるルートの確

保が効果的であると考えられる。 

図 10 は不定期型の歩行ルートを示している。ルー

ト図では、外周道路や幹線道路に加えて、団地内や住

宅地内の裏通りといった細かな生活道路も利用され、

目的や方向に応じて多様な道が選択されている様子が

見られる。ルートの重なりは少ないが、部分的には複

数人が同じ道を通る区間もあり、通行のしやすさやわ

かりやすさが選択に影響していることもうかがえる。

歩行目的や関心が個々で異なり、ルート選択の理由も

多様であった。「休憩場所がある」（5人）や「自然が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある」（3 人）、「傾斜がある」「寄り道ができる」（各 2

人）など、複数の要素を組み合わせて選択しているこ

とが確認できた。また、「ルートとしてわかりやすい」

「静かで交通量が少ない」「なんとなく」といった感

覚的な理由で選ぶ人も存在することから、不定期型は

柔軟で多様な環境に対応できるルートを好む傾向があ

る。公園や緑道、休憩設備、寄り道可能な店舗などを

含むルートは、不定期型の歩行意欲を高める可能性が

ある。 

4．結論 

本研究では、郊外住宅地における高齢者の歩行行動

を明らかにし、「歩きたくなる歩行空間」の要素を抽

出することを目的として調査を行った。その結果、歩

行目的や頻度により、散歩が生活習慣に定着している

習慣型、買い物や通院等を目的とした生活行動型、天

気等に応じて散歩する不定期型の 3 つの歩行タイプに

分かれた。生活行動型は安全性や効率的なルートを重

視する傾向、習慣型は歩行距離が長く、傾斜を含むル

ートを好む傾向、習慣型と不定期型は自然環境や休憩

場所を重視する傾向があった。また、自然要素につい

ては、小さな花壇や植栽といった身近な自然でも十分

に歩行の楽しさや安心感を高めることが確認できた。 
交通量の評価は一様ではなく、多くは静かな環境を

好む一方で、完全に無人・無音の道より、適度な雑音

や気配があるほうが安心につながる場合もある。歩道

の状態では、視覚的に明確な段差よりも、微細な凹凸

やひび割れのほうが「気づきにくくつまずきやすい」

とされ、現地調査では把握しにくい感覚的な負担がイ

ンタビューを通して明らかになった。 
以上のことから、郊外住宅地における高齢者が歩き

たくなる歩行空間は、安心して歩ける環境、適度な運

動負荷となる傾斜、身近に触れられる自然や休憩場所、

静かすぎず騒がしすぎない適度な活動の気配といった

要素が重なって成立すると言える。これらは大きな改

変を伴わずに改善できる点もあり、郊外住宅地の歩行

環境づくりに活かせる知見となりうる。今後のまちづ

くりでは、高齢者の行動や価値観を踏まえ、傾斜や交

通量、路面状況といった物理的条件と、自然環境や休

憩施設の配置を組み合わせることで、持続的に歩きた

くなる環境を形成できると考えられる。 
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真鍋陸太郎・村山顕人，公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集，
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図 9 は生活行動型の歩行ルートを示している。ルー

ト図では、商業施設と病院がいずれも幹線道路沿いに

位置していることから、幹線道路上に利用が集中して

線種の違いとして表れている。特に商業施設前の区間

は複数の歩行者が共通して利用しており、唯一の実線

となって最も通行量の多い区間として示される。ルー

ト選択の理由としては、効率性や安全性がルート選択

の主要な要素であることがわかった。「最短ルート」

を理由に挙げた人数は 10 人と最も多く、目的地まで

の移動時間や距離を優先してルートを選んでいる。さ

らに「歩きやすい」（6 人）や「安全性が高い」（3

人）が選択理由として挙げられ、道幅が広く平坦で歩

きやすい道路や、ガードレールや自転車とのすれ違い

が容易な安全な道路が好まれることがわかった。反対

に、傾斜がある道や休憩場所が多いルートはあまり考
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数人が同じ道を通る区間もあり、通行のしやすさやわ

かりやすさが選択に影響していることもうかがえる。

歩行目的や関心が個々で異なり、ルート選択の理由も

多様であった。「休憩場所がある」（5人）や「自然が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある」（3 人）、「傾斜がある」「寄り道ができる」（各 2

人）など、複数の要素を組み合わせて選択しているこ

とが確認できた。また、「ルートとしてわかりやすい」

「静かで交通量が少ない」「なんとなく」といった感

覚的な理由で選ぶ人も存在することから、不定期型は

柔軟で多様な環境に対応できるルートを好む傾向があ

る。公園や緑道、休憩設備、寄り道可能な店舗などを

含むルートは、不定期型の歩行意欲を高める可能性が

ある。 

4．結論 

本研究では、郊外住宅地における高齢者の歩行行動

を明らかにし、「歩きたくなる歩行空間」の要素を抽

出することを目的として調査を行った。その結果、歩

行目的や頻度により、散歩が生活習慣に定着している

習慣型、買い物や通院等を目的とした生活行動型、天

気等に応じて散歩する不定期型の 3 つの歩行タイプに

分かれた。生活行動型は安全性や効率的なルートを重

視する傾向、習慣型は歩行距離が長く、傾斜を含むル

ートを好む傾向、習慣型と不定期型は自然環境や休憩
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ンタビューを通して明らかになった。 
以上のことから、郊外住宅地における高齢者が歩き

たくなる歩行空間は、安心して歩ける環境、適度な運

動負荷となる傾斜、身近に触れられる自然や休憩場所、

静かすぎず騒がしすぎない適度な活動の気配といった
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変を伴わずに改善できる点もあり、郊外住宅地の歩行
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憩施設の配置を組み合わせることで、持続的に歩きた

くなる環境を形成できると考えられる。 
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市街化調整区域への編入による都市のコンパクト化の可能性と課題に関する研究 

研究のタイプ [論文] 
222057   棚橋滉太                                   

指導教員  大谷由紀子 
 
1. 研究の背景と目的 

現在、日本全体が人口減少という深刻な課題に直面

している。総人口の減少に加え、高齢化の進行や世帯

規模の縮小が進む中で、都市においても空き地や空き

家の増加が顕在化しており、「都市のスポンジ化」が

進行する懸念が高まっている。このような状況は、人

口増加を前提として拡張してきた従来の都市構造が、

持続可能性の観点から再検討を迫られていることを示

している。 

また、平成 30 年 7 月の豪雨をはじめとする度重な

る豪雨災害による甚大な被害が発生し、多くの人命や

財産が失われている。そのため、災害リスクの高い区

域における都市的土地利用を抑制するとともに、災害

リスクの低い地域への居住を誘導するなど、災害に強

い都市構造を形成し、市街地の災害リスクを低下させ

ることが求められる。 

こうした課題を背景に、注目されているのが都市機

能や人口を一定の拠点へと集約する「コンパクトシテ

ィ」の形成である。コンパクトシティの実現に向けて

は、都市の核となる拠点の設定や、居住誘導区域およ

び都市機能誘導区域の指定など、立地適正化計画に基

づく計画的な都市誘導が一般的に進められている。 

一方で、都市の拡大抑制を目的として市街化区域の

範囲を縮小し、市街化調整区域へと変更する「逆線引

き」を通じた都市のコンパクト化の取り組みは、全国

的にも事例が少ないのが現状である。今後、人口減少

時代における持続可能な都市構造を構築するうえで、

逆線引きが有効な手法となり得るかを検討することは、

重要な課題の一つといえる。 

これまでの逆線引きに関する研究では、逆線引き制

度運用に関わる課題に関する研究 1）や人口減少時代に

おける都市構造の再編やコンパクト化の一環として逆

線引きのプロセスや課題を検討した研究 2）がある。そ

こで本研究では、逆線引きを都市のコンパクト化の有

効な手法の一つとして位置づけ、その可能性と課題を

検討することを目的とする。 

2. 研究方法 

本研究の方法としては、まず、逆線引きを実施また

は検討している自治体における取り組みや手法を調査

する。次に、逆線引きの目的を整理し、目的ごとに実

施・検討区域および対象区域の特性を分析する。さら

に、事例調査の結果を踏まえ、逆線引きの目的や対象

地区の特徴を整理するとともに、立地適正化計画との

整合性を検証し、逆線引きを行う際の評価項目を設定

する。最後に、評価項目を設定し、寝屋川市における

シミュレーションを行い、その結果をもとに考察する。

研究フローは以下に示す（図 1）。 

 
図 1 研究フロー 

3. 結果・考察 

3-1 実施事例 

（1）舞鶴市 

舞鶴市は東西二極の市街地を有する都市で、人口は

1959 年の約 10 万人をピークに減少が続いている。

1959 年に用途地域、1981 年に区域区分を導入し、一

定の効果を上げたが、人口減少時代との不適合が課題

となっている。長年大きな制度改正をすることなく運

用されてきた結果、現行の用途地域と実際の土地利用

に乖離が生じ、都市計画見直しにより駅周辺への都市

機能誘導と郊外部での逆線引きが進められた 3)。 

国の人口密度基準を参考に 2.77 ㎢の逆線引き面積

を算出し、低密度地域の特徴分析と独自基準で候補地

を抽出 2)。地域住民や農事組合との協議を重ね、2020

年以降、複数地区で逆線引きが決定された 4)（図 2）。 

 
図 2 舞鶴市の逆線引き候補地 
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（2）北九州市 

 北九州市は、1963 年に門司・小倉・若松・八幡・戸

畑の 5 市が合併して九州初の政令指定都市として誕生

し、1974 年の分区を経て現在は 7 行政区で構成されて

いる。人口は 1979 年の約 106.8 万人をピークに減少

が続き、2005 年には 100 万人を下回った。2025 年 9

月時点の推計人口は約 90.0 万人である。一方、1965

年以降続いていた転出超過は、2024 年に社会増がプラ

ス 492人となり、60 年ぶりに転入超過へ転じた。 

北九州市では、2000 年代初頭のコンパクトシティ政

策の一環と豪雨被害を契機に逆線引きの検討を開始し

た。候補地は総合指標により斜面住宅地を中心に抽出

され、現地調査で安全性や空き家状況を踏まえ再評価

を行った 5)（図 3）。市は住み替えを強制しない方針や

税負担の変化を説明したが、資産価値低下や保証問題

をめぐり住民から強い反発が生じた。その結果、市は

対象を山林や私有地に限定し、面積を当初案の約 74％

に縮小する修正案を提示した 6)。 

 
図 3 北九州市の逆線引き候補地 

（3）広島県 

広島県では、都市計画課が中心となり、13 市町と連

携しながら、20 年後には新たな居住者が見込めず、50

年後には無居住化が想定される地域を視野に入れた逆

線引きを進めている。その背景には、豪雨災害などに

よる土砂災害リスクの高まりがあり、市街化区域内の

土砂災害特別警戒区域を対象としている。ただし、開

発予定地や砂防事業の実施予定地は対象から除外され

る。候補地は小規模なものが多い一方で、件数は多い

傾向にある（図 4）。従来の都市計画運用指針が「未市

街化地」を主な対象としていたのに対し、今回の取り

組みでは「既に市街化が進む特別警戒区域」を含めて

いる点が特徴である。 

 対象区域は市街化区域内の①外縁部の低・未利用地、

②外縁部の建物用地、③内部の区域の 3類型に整理さ

れ、区域区分の検討・見直しが進められている。特に、

先行的な逆線引きとして、開発見込みが高い未利用地

（田畑、平面駐車場等）を優先的に対象としている。

また、先行的な逆線引きが完了次第で、住宅なども対

象とした逆線引きを行う予定である。こうした先行的

な逆線引きは、集約型都市構造の実現に向け、市街化

区域外縁部への市街地の拡大を抑制し、また低・未利

用地への住宅や店舗などの新築を抑える観点からも効

果的であると考えられる 7)。 

 
図 4 広島県廿日市市の逆線引き候補地 

（4）埼玉県（暫定逆線引き） 

1970 年度の線引き決定後、第 1 回線引き見直しでは、

人口増加に対応するため市街化区域が拡大された。一

方、第 2 回見直しでは、「埼玉方式」と呼ばれる暫定

逆線引きが導入された。これは、用途地域の指定を残

したまま、一時的に市街化調整区域へ編入し、その後、

土地区画整理事業などの実施が確実になった段階で、

市街化区域へ再度編入する仕組みである。暫定逆線引

きは、無秩序な開発の抑制に寄与したと評価されてい

る。 

しかし、人口減少を背景に、2003年の第 5回見直し

で暫定逆線引き制度は廃止され、2008 年には、市街化

区域へ再編入するか、市街化調整区域として存続させ

るかを選択する方式へ移行した。暫定逆線引き地区の

解消はこれまでに 8 回行われているが、現在も暫定逆

線引きを継続しているのは所沢市（図 5）と朝霞市の

2市が確認できる 8)。 

 暫定逆線引きの運用手順としては、まず埼玉県が未

整備地区を抽出し、暫定逆線引き地区として指定した。

その後、県内 27 市町が地区ごとの合意形成を図り、

暫定逆線引きの解消方法を選択した。選択肢は、①市

街化区域への再編入、②市街化調整区域に存置したう

えで用途地域を廃止する方法、③暫定逆線引きの継続、

の 3つである 9)。 

 
図 5 所沢市の暫定逆線引き地区 
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（2）北九州市 
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し、1974 年の分区を経て現在は 7 行政区で構成されて

いる。人口は 1979 年の約 106.8 万人をピークに減少

が続き、2005 年には 100 万人を下回った。2025 年 9

月時点の推計人口は約 90.0 万人である。一方、1965

年以降続いていた転出超過は、2024 年に社会増がプラ

ス 492人となり、60 年ぶりに転入超過へ転じた。 
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図 4 広島県廿日市市の逆線引き候補地 

（4）埼玉県（暫定逆線引き） 
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3-2 検討中の事例 

（1）熊本市 

熊本市は九州中央部、熊本県のほぼ中央に位置し、

その総面積は約 390 ㎢である。古来より、阿蘇からの

伏流水による地下水が豊富なことや市内にいくつもの

川が流れている。 

熊本市の総人口は、令和 2 年（2020）の国勢調査で

戦後初の減少となっている。こうした時代の変化を踏

まえ、多核連携都市の実現を目指し、その対応として、

①都市機能誘導区域における都市機能の維持・確保、

②居住誘導区域における人口密度の維持、③地域コミ

ュニティの維持活性化、④公共交通ネットワークの充

実、⑤防災視点の強化の 5つの視点から取り組む。 

まず、土砂災害リスクが高い区域については、逆線

引きの優先的な対象としている。具体的には、市街化

区域の縁辺部に位置し、土砂災害特別警戒区域に該当

する場所のうち、既存建築物が存在しない区域を抽出

し、計画的に市街化調整区域へ再編するものである。

これらの区域は将来的に開発が行われる可能性がある

一方、安全性の観点から市街化を誘導すべきではない

ため、先行的に逆線引きを行うことで、危険区域での

都市のスプロール化を抑制し、都市の安全性と持続性

の向上を図ることを目的としている。 

 次に、区域の明確化を図るべき区域としては、治水

安全性の向上により市街化の継続が可能となった地域

を対象としている。具体的には、河川改修が完了した

区域を選定し、都市的土地利用の安全性が確保された

範囲を市街化区域として適正に位置付けるものである。
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利用の合理化を図ることを意図している 10)。 

（2）新潟県 

新潟県は日本海沿岸のほぼ中央に位置し、山々に囲
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にまで大きな影響を及ぼしている。 
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を実施するものである。逆線引きの実施にあたっては、
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図ることを基本方針としている。人口減少下において

も快適で住みやすい生活環境を確保するため、県内各

都市が掲げる都市像は「コンパクトな都市」を基本理

念としている。 

また、良好な環境を有する市街地の形成を目指し、

都市全体における農地の保全についても検討している。

特に、市街化区域内の土地のうち、当分の間営農が継

続されることが確実で、市街化区域に含めることが適

当でないと判断される区域については、市街化調整区

域への編入を積極的に検討する方針である。 

 さらに、市街化区域内において災害発生のおそれが

ある危険な区域についても、市街化調整区域への編入

を検討し、災害リスクの低減を図ることとしている 11)。

（3）仙台市 

仙台市は仙台都市圏の中央部に位置し、市域には河

川が流れ、豊かな自然景観を形成している。一方で、

都心部には、けやき並木が広がり人口 100 万を超える

都市でありながら、都市機能と自然環境が調和した市

街地を有している。市域面積は 786.35㎢である。 

 人口は、増加傾向で推移している。今後の予測とし

ては、全国と比較すれば減少幅は小さいものの、将来

的には一定の人口減少が見込まれている。 

 このような自然環境と都市機能が共存する持続可能

な都市を実現するためには、河川や緑地などの豊かな

自然環境を将来にわたり保全・継承することが重要で

ある。そのため、都市計画区域内における土地利用の

適正化を図る手法として、逆線引きの活用が求められ

ている。 

 仙台市における逆線引きの手法は、まず初めに線引

き見直し方針を策定したうえで、その方針に基づき線

引き見直しの候補地区を抽出する。この際、住民や関

係者から相談のあった地区についても検討対象とする。

次に、抽出した候補地区について評価・調整を行い、

その結果を踏まえて仙台市としての見直し案を作成す

る。作成した案は都市計画審議会での審議を経たのち、

宮城県へ申し出を行う 12)。 

3-3 実施・検討中の事例のまとめ 

逆線引きの目的は、①コンパクトシティの推進、②

土砂災害対策の 2 点に大別される。ただし、埼玉県は、

例外的に人口増加への対応を目的として実施されたも

のである。また、候補地の抽出方法は自治体によって

異なるが、住民・地権者との合意形成が不可欠であり、

最も時間を要する点は共通している（表 1）。 

逆線引きを検討する目的として、実施事例で示され

た 2つに加え、③自然環境を保全することが挙げられ

る。対象地区は、計画的な市街地整備の見込みがない

区域、災害リスクを抱える区域、自然環境の保全が必

要な区域、が選定される傾向にある（表 2）。 

一方で想定される課題として、市街化区域内に市街

化調整区域が点在する可能性や、立地適正化計画との

整合を確保しつつ区域変更を行う必要がある点が指摘

される。また、どの自治体においても共通して、住民

の理解と合意形成が大きな課題となっている。 

3-4 寝屋川市でのシミュレーション 

国土地理院の航空写真を用いて、利用状況および周

辺環境を把握し、5 つの候補地を選定した。選定にあ

たっては、事例で用いられている手法を参考とし、評
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価基準を、（1）人口動態（2）人口密度（3）土地利用

状況（4）災害リスク（5）緑地保全（6）立地適正化

計画との整合性の 6つとした。 

選定された候補地は、①仁和寺本町一丁目、②寝屋

二丁目、③寝屋南一丁目、④讃良東町、⑤河北西町の

5地区である（図 6）。 

 シミュレーションの結果、すべての基準を満たした

区域は逆線引きの対象として適切であると判断できる。

また、5 つの基準に該当した区域については、全ての

目的を同時に満たすことは難しいものの、目的を限定

すれば逆線引きの妥当性が認められる。 

 一方で、2 つに基準とどまる区域については、人口

や土地利用状況などの不適合な点が多いことから、逆

線引きの優先度と低いと考えられる（表 3）。 

4. 結論 

逆線引きの目的は、①人口減少を踏まえた都市のコ

ンパクト化、②災害リスクの低減、③自然環境の保全

の 3 点に大別されることが確認された。候補地の抽出

方法は自治体によって異なるものの、住民・地権者と

の合意形成が不可欠であり、これが最も重要で時間を

要する工程である点は共通している。 

また、逆線引きは、長期的に効果が現れる施策であ

るため、短期的には成果が見えにくく、将来効果をど

のように説明し共有するかが大きな論点となる。 

寝屋川市を対象としたシミュレーションでは、先行

事例を踏まえた基準に基づき候補地を抽出した結果、

目的に応じた逆線引きが可能であることが示された。

以上の検討から、逆線引きは都市のコンパクト化に寄

与し得る有効な都市計画手法と評価できる。 

しかし、その実施には住民・地権者との合意形成と

いう最大の課題を克服する必要があり、自治体任せに

するのではなく、国が候補地選定の基準を明確に示す

ことが、円滑な合意形成と制度運用の実効性向上につ

ながると考えられる。 
参考文献 
１） 地方都市における近年の逆線引き制度の運用状況と課題に関する研究－2000年以降の適用事例に着目し

て－,山口歓 浅野純一郎,日本都市計画学会都市計画論文集 51巻 1号,p.118-124,2016年 4月 

２） コンパクトシティ形成に向けた逆線引き実施のプロセスと課題に関する研究－京都府舞鶴市を対象とし

て－,吉田隼人 岡田有佳,日本都市計画学会都市計画論文集 57巻 3号,p.5-8,2022年 10月 

３） 舞鶴市都市計画制度 区域区分見直し基準,https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000002715.html 

４） 舞鶴市 市街化調整区域 編入検討候補

地,https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000002951.html 

５） 北九州市 区域区分見直し, https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/07900339.html 

６） 人口減少・災害リスクに対応した逆線引きの実態と課題－舞鶴市・北九州市・広島県の取り組みの整理

と住民意見の分析から－, 永末圭祐 山崎潤也 似内遼一 真鍋陸太郎 村山顕人, 日本都市計画学会

都市計画論文集 58巻 3号,p.1203-1210,2023年 10月 

７） 広島県 市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入（逆線引き）する取組について, 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/105/gyakusenbiki.html 

８） 「埼玉方式」における暫定逆線引きのフォローアップと今後の適用に関する研究－暫定状況が継続した

所沢市を中心事例として－, 日本都市計画学会都市計画論文集 54巻 3号,p.893-900,2019年 10月 

９） 埼玉県 第 214回埼玉県都市計画審議会, 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5339/477131.pdf 

１０） 熊本市 第 3回熊本市土地利用方針検討委員会,  

https://www.city.kumamoto.jp/kiji00349877/5_49877_380474_up_MXCDE82S.pdf 

１１） 新潟県 第 224回新潟県都市計画審議会, 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/443133.pdf 

１２） 仙台市 市街化区域と市街化調整区域の区分（線引き）の見直し案作成に係る仙台市の方針, 

https://www.city.sendai.jp/kankyochose/shise/security/kokai/fuzoku/fuzokukikan/kankyo/ekyo/do

cuments/r60522_2-1bessi_1.pdf

 表 2 逆線引きの基準・項目（検討中の自治体） 

表 1 逆線引きの基準・項目（実施自治体） 

図 6 寝屋川市でのシミュレーション 
表 3 シミュレーション結果 
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大阪府生野区における飲食店分布からみる多文化共生の実態  
研究のタイプ [論文] 

222066  中村美結                                      

指導教員 加嶋章博 
 

1 研究の背景と目的 

大阪市生野区は、大阪市の南東部に位置し、面積約

8.38平方キロメートル、人口 128,581人（2025年 8

月 1 日現在）のうち 28,504人が外国人で、外国人住

民比率が 20％を超える日本有数の多文化地域である

(図１)。特に在日コリアンの長期的な定住の歴史は、

生野区の文化や商業集積に大きな影響を与え、「コリ

アンタウン」というイメージを強く持たれる要因とな

ってきた。 

しかし近年、生野区の外国人住民構成は急速に変容

しつつある。韓国・朝鮮籍住民が依然として最大集団

であるものの、近年は減少傾向が続いており、それに

代わって中国・ベトナム・ネパールなど新規移住者層

が顕著に増加している。 

こうした変化は、「在日コリアンの歴史的定住」に

よって形成されてきた従来の多文化像だけでは説明し

きれない、新しい多国籍化の段階へ移行したことを示

している。さらに、生野区は住宅地と商業地が混在す

る都市構造をもつことから、外国人住民の分布は地域

ごとに大きな差異をもち、その特徴は飲食店の国籍別

分布に強く反映されると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 大阪市域図 

 
本研究の目的は以下の3点である。 

1) 生野区内の飲食店を国籍別に分類し、その分布を

可視化すること 

2) 分布図から抽出される空間的特徴をもとに、生野

区の飲食店エリアを類型化すること 

3) それぞれの類型が成立するに至った歴史的背景、

用途地域、店舗密度などを整理し、多文化共生の実態

を明らかにすること 

2 研究計画 

2-1 統計データを用いた人口動態の分析 

 外国人人口の変化を把握するため、大阪市が公表す

る国籍別人口データを用いて、生野区における外国人

人口の推移を整理した。総人口、外国人人口、主要国

籍（韓国・朝鮮、中国、ベトナム、ネパールなど）の

増減を年次比較し、どの国籍がどの時期に増加または

減少したのかを明らかにした。これにより、生野区に

おける「歴史的定住」と「新規流入」の二つの動きを

把握し、飲食店分布の背景となる人口構造の基盤を整

理する。 

2-2 飲食店の国籍別分類と分布図の作成 

生野区の多文化空間を可視化するため、区内の飲食

店 695 店舗を対象として、料理の国籍に基づく分類を

行った。国土地理院地図を基盤とし、Google マップ

等の情報を用いて国籍ごとに色分けしたピンをマッピ

ングする手法を用いた。なお、居酒屋やバーなど国籍

色を持たない業態については、日本に分類とする。 

さらに、Google マップ等では国籍がわかりにくい店舗

や終了しているかもしれない店舗などは現地調査を行

う。その上で、エリアごとに集積状況を比較し、多文

化共生の地域的特徴を分析する。 

2-3 地域別の空間特徴分析（A・B・C類型化） 

作成した飲食店分布図をもとに、店舗密度・国籍構

成・用途地域・歴史的背景を総合的に比較し、生野区

内の飲食店エリアを3つの類型（A：韓国料理中心型、

B：多国籍混在、C：日本料理中心型）に整理した。 

各類型については、 

・店舗国籍の割合 

・外国人住民の人口動態との関係 

・歴史的・制度的背景（用途地域など） 

を踏まえて分析を行い、類型の成立過程と空間的特徴

を考察した。 

 

3 研究結果 

3-1 生野区の人口動態 

生野区における人口動態の変化を、全体人口、外国

人人口、国籍別人口という三つの視点から整理した。   

まず、生野区の総人口は平成 23 年以降、減少傾向に

あり、その背景には少子高齢化や住宅老朽化に伴う転

出など、大阪市全体にみられる一般的な都市問題が影

響している。一方で、平成 24 年から平成 25 年にかけ

て一時的な人口増加がみられたが、これは外国人住民

によるものではなく、日本人人口の増加または統計処

理上の変動が関係していると考えられる(図２)。 
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図２ 生野区における人口(人)・世帯数変化(世帯) 

 

外国人人口の推移を確認すると、生野区の多文化化

を特徴づける二つの動きが明らかになった。 

第一に、戦前から戦後にかけて形成された韓国・朝

鮮籍住民は、最大の外国人集団として存在感を維持し

つつも、近年は高齢化や世代交代により緩やかに減少

している。 

第二に、中国・ベトナム・ネパールをはじめとする

アジア諸国出身の外国人が、特に令和4年以降に急増

し、国籍構成が一段と多様化している点である。ネパ

ール籍住民は令和3年以前には少数だったものの、令

和4年以降急増し、新たな特徴を形成している。 

 これらの動きの背景には、歴史的定住と世代交代、

1990年入管法改正による移住者層の多様化、コロナ禍

と規制緩和による人口変動、比較的安価な住宅事情、

駅周辺の立地環境、用途地域の違いなど複数要因が複

合的に作用していることが挙げられる。韓国・朝鮮系

住民の集住は歴史的経緯の結果であり、中国・ベトナ

ム・ネパールなどの新規国籍層の増加は、都市の労働

需要と居住環境の適合性によって促進されている（図

３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 生野区における主要外国人国籍の人口推移(人) 

 

これらの人口構造の変化から、生野区は「歴史的な

多文化」と「現代的な多国籍化」が重層的に存在する

地域であるといえる。国籍別人口の偏りや増減は生活

文化や商業活動として現れ、飲食店分布のエスニック

性と密接に関係している。人口動態と国籍構成の変化

を踏まえることで、生野区における飲食店の国籍別集

積が、どのような歴史的・社会的背景のもとで形成さ

れているかを立体的に理解することが可能となる。 

 

3-2 生野区における飲食店分布の特徴 

本研究では、生野区内の飲食店695店舗を対象に、提

供料理の国籍にもとづく分類を行った。その結果、日

本料理店が最も多く 493 店（全体の約 71%）を占め

ることが明らかとなった。次いで 韓国料理店が135店

（約19%）と高い比率を占めており、生野区における

韓国系飲食文化の存在感の強さが確認できる。また、

中国料理店は22店（約3%）、ベトナム料理店14店（約

2%）、インド・ネパール料理店の合計は16店（約2%）

であった(表１)。 

 

表１ 対象店舗の国籍別店舗数(件)・構成比(%) 

 

 

 

飲食店の立地を地域別にみると、鶴橋・桃谷・今里

など主要な商業エリアに店舗が集中し、なかでも韓国

料理店は御幸通商店街周辺に高密度に集積していた。

田島・巽・生野東などの住宅地では、日本料理店の割

合が高く、外国料理店は少数にとどまった(図４)。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４生野区における飲食店の国籍別分布図 

 

4 考察 

4-1 歴史的背景からみる考察 

図５は、生野区における多文化空間の違いが、歴史

的背景の差異によってどのように形成されてきたかを

整理したものである。A・B・Cの三類型は、単に「外

国人が多い・少ない」という人口的な違いではなく、

それぞれが異なる歴史的条件の上に成立していること

を示している。 

まずA類型は、戦前～戦後から続く在日コリアンの

定住と民族商業の蓄積が、現在の高密度な商業集積を

生み出している。商業が世代を超えて継承されてきた

ことで、飲食店が帯状に連続する“面としての多文化

空間”が形成されている。ここでは、歴史が長いほど 

韓国 

その他 

日本 

中国 

ベトナム 
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商業基盤が強まり、その強さが空間の濃度として可視

化されるという特徴が表れている。 

一方B類型は、平成以降の比較的新しい外国人住民

の増加が、短期間のうちに飲食店の点在という形で空

間化されたものである。歴史的蓄積は弱いが、そのぶ

ん国籍や店舗形態が多様で、生活動線に沿ってモザイ

ク状に広がる多文化の姿が見られる。これは、歴史が

浅い地域では多文化が“面”ではなく“点”として広

がることを示している。 

C 類型は、昭和以降の宅地化によって形成された住

宅地であり、外国人住民が増えても商業基盤が存在し

ないため、文化が空間として可視化されにくい。ここ

では、歴史的背景の弱さが商業の成立を阻み、結果と

して多文化が外側から見えにくい“潜在的な状態”に

とどまっている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 生野区における歴史的背景 

 

4-2 用途地域からみる考察 

4.2.1 A類型（商業地域×高密度） 

A類型が高密度な商業集積を形成する理由として、用

途地域が商業地域であることが大きく影響している。 

商業地域は飲食店の立地規制がほとんどなく、用途変

更の自由度も高いため、歴史的に形成された店舗が更

新され続ける環境が整っている。 

その結果、A類型は歴史✕商業地域という条件が組み

合わさり、現在の濃縮した多文化空間が維持されてい

ると解釈できる（図６）。 

4.2.2 B類型（住居系・商業系が混在） 

B類型では、住居系用途と商業系用途が入り混じる都

市構造が多国籍店舗の点在を支えている。 

住居系用途が多いエリアでは低層住宅が広がり、生活

動線上に小規模店舗が成立しやすい。一方、駅周辺や

幹線道路沿いには商業系用途が配置されているため、

店舗が少しずつ増え、国籍も多様化する。 

この用途地域の多様性こそが、B類型の持つ「生活に

溶け込む多文化」を生み出している（図６）。 

4.2.3 C類型（住居系用途が大部分） 

C類型は、用途地域の大部分が第一種・第二種住居地

域や工業地域で占められており、商業立地が制度的に

制限されている。そのため、外国人住民が増えても飲

食店としての可視化が起こりにくく、多文化が空間に

現れにくい（図６）。 

これは、制度が文化の可視化を抑制する例として位

置づけられ、A・B類型との大きな対比となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 用途地域と飲食店分布の重ね合わせ図 

 

4-3 まとめ 

本研究から明らかになったように、生野区の飲食店 

分布は単なる店舗の国籍構成として現れているのでは 

なく、地域ごとの都市構造によって多文化がどのよう 

に見えるかが大きく異なる。つまり、生野区の多文化 

共生は地域全体に均質に広がるのではなく、商店街・

駅周辺・住宅地という異なる空間によって異なる形で 

表現されている（表２）。 

まず、商店街（A類型）は、歴史的に形成されてき

た在日コリアンの生活基盤と、商業地域という用途上

の自由度の高さが重なり、韓国系飲食店の高密度集積

を生み出している。この高密度な集積は、単に店舗が

多いだけではなく、文化・用途・人流が重なった“女

化の可視化が強い空間”であることを意味する。 

一方、駅周辺（B類型）は商店街とは異なる都市的

性格を持つ。駅は日常的に多くの人が行き交う場所で

あり、その周辺に小規模店舗が点々と立地すること

で、多国籍飲食店が混在する“モザイク状の多文化空

間”が形成される。ここでは商店街のように文化が一

か所にまとまっているのではなく、外国人住民の居住

や移動のしやすい環境が背景となり、個々の店舗単位

で多文化が点状に現れる傾向がある。これは、現代的

な移民の流入と都市の構造が結びついて生じる特徴で

あり、生野区の“新しい多文化”を象徴している。 

対照的に、住宅地（C類型）では多文化の可視性が

大きく低下する。住居系用途地域が広く指定されてい

ることで飲食店の立地が難しく、また家族世帯が多く

自炊中心の生活文化が強いことから、外国料理店が成

立しにくい。結果、外国人住民が居住していたとして

も、街並みには多文化が表れにくい“見えにくい多文

化空間”が形成される。このように住宅地では、住民

間の共生関係は存在していても、商業的な形で顕在化

しにくいという特徴がある。 

三空間の比較から明らかになるのは、多文化共生は 
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単に外国人がいるかどうかではなく、“どのような

都市構造の中に住んでいるか”によって姿が大きく変

わるという点である。商店街のように文化が強く現れ

る場合もあれば、駅周辺のように点在的に現れる場合

もあり、住宅地のように外からは見えにくい形で存在

することもある。これは、多文化共生を語る際に「地

域全体が多文化化すればよい」という単純な議論では

なく、それぞれの都市空間に応じた“異なる形の共生”

があることを示している。 

表２ A・B・C類型の比較表 

5 結論 

本研究は、大阪市生野区を対象に、飲食店の国籍別

分布を手がかりとして、多文化共生が地域にどのよう

に表れているかを明らかにすることを目的とした。

Google マップ等を用いて695店の飲食店を国籍別に分

類し、その分布と地域の都市構造・歴史的背景との関

係を分析した結果、以下の点が明らかになった。 

(1) 生野区の多文化は、地区ごとに異なる“表れ方”

をもつ 

 まず、飲食店分布の分析から、生野区の多文化は一

様ではなく、A類型（商店街）・B類型（駅周辺）・C類

型（住宅地）という3つの異なる空間パターンとして

現れていることが確認できた。 

 A類型では、韓国料理店を中心とした店舗が高密度

に集積し、歴史的背景に裏付けられた「面としての多

文化」が形成されていた。 

 一方、B類型は多国籍の店舗が点在する“モザイク

状の多文化”であり、比較的新しい外国人住民の流入

に伴って日常的な多文化が形成されつつあることが示

された。 

 C類型では、多文化が生活空間の中に存在するもの

の、外部からは見えにくいという特徴がみられた。 

（2）都市構造と歴史が、多文化の“可視性の差”を

生み出している

 A・B・C類型の違いは、各地区の都市構造と歴史的

形成過程と密接に関係していた。 

 商店街は通行量が多く、店舗用途が集中しやすい構

造から、多文化が強く可視化される。一方、駅周辺は

複数の交通動線が交差するため、点在的な店舗立地が

生まれやすい。また、住宅地は住居用途が中心である

ため、飲食店立地は少なく、多文化が外部から捉えに

くい。 

 このように、都市空間の違いが多文化の見え方その

ものを規定していることが、地域分析を通して明らか

になった。 

（3）本研究の手法は、他地域にも応用可能である

飲食店分布を用いた分析は、誰でもアクセス可能な

データを利用できる点で汎用性が高い。既に多文化的

な活動が見られる他都市（例：東京都内の特定エリア

や川崎市、四日市市など）に適用することで、生野区

とは異なる多文化の現れ方を比較することが可能であ

る。 

 この手法は、多文化を単に人口として捉えるのでは

なく、日常の生活文化（食）を通して視覚化できる点

に大きな意義がある。 

（4）生野区における多文化共生の今後の方向性

本研究で示したA/B/C類型は、行政・地域団体が施

策を考える際に、地域ごとの課題を整理する“枠組み”

として活用できる。 

 商店街では文化資源としての活用、駅周辺では暮ら

しの情報支援、住宅地では見えにくい多文化へのアプ

ローチなど、それぞれ異なる方向性が必要であること

が明らかになった。

 このことから、生野区の多文化共生を進めるために

は、一律ではなく地区ごとに異なるアプローチを取る

必要がある。 

（5）本研究の意義

本研究の意義は、大きく3点に整理できる。

1. 飲食店分布から多文化を可視化する新たな分析手

法を提示したこと

2. 生野区の多文化が地区ごとに異なる姿で表れるこ

とを明らかにしたこと

3. 都市構造・歴史・住民構成を踏まえた解釈により、

多文化共生の理解を深めたこと

 これらの成果は、生野区だけでなく、外国人住民が

増加する他地域においても多文化共生政策を検討する

際の基礎資料として活用できると考えられる。 

 本研究を通して、生野区における多文化のあり方は

単一ではなく、地区の歴史や都市構造と結びつきなが

ら多様な形で表れていることが確認できた。今後、他

地域への応用や住民視点での調査などと組み合わせる

ことで、多文化共生の理解はさらに深まると期待され

る。 
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単に外国人がいるかどうかではなく、“どのような

都市構造の中に住んでいるか”によって姿が大きく変

わるという点である。商店街のように文化が強く現れ

る場合もあれば、駅周辺のように点在的に現れる場合

もあり、住宅地のように外からは見えにくい形で存在

することもある。これは、多文化共生を語る際に「地

域全体が多文化化すればよい」という単純な議論では

なく、それぞれの都市空間に応じた“異なる形の共生”

があることを示している。 

表２ A・B・C類型の比較表 

5 結論 

本研究は、大阪市生野区を対象に、飲食店の国籍別

分布を手がかりとして、多文化共生が地域にどのよう

に表れているかを明らかにすることを目的とした。

Google マップ等を用いて695店の飲食店を国籍別に分

類し、その分布と地域の都市構造・歴史的背景との関

係を分析した結果、以下の点が明らかになった。 

(1) 生野区の多文化は、地区ごとに異なる“表れ方”

をもつ 

 まず、飲食店分布の分析から、生野区の多文化は一

様ではなく、A類型（商店街）・B類型（駅周辺）・C類

型（住宅地）という3つの異なる空間パターンとして

現れていることが確認できた。 

 A類型では、韓国料理店を中心とした店舗が高密度

に集積し、歴史的背景に裏付けられた「面としての多

文化」が形成されていた。 

 一方、B類型は多国籍の店舗が点在する“モザイク

状の多文化”であり、比較的新しい外国人住民の流入

に伴って日常的な多文化が形成されつつあることが示

された。 

 C類型では、多文化が生活空間の中に存在するもの

の、外部からは見えにくいという特徴がみられた。 

（2）都市構造と歴史が、多文化の“可視性の差”を

生み出している

 A・B・C類型の違いは、各地区の都市構造と歴史的

形成過程と密接に関係していた。 

 商店街は通行量が多く、店舗用途が集中しやすい構

造から、多文化が強く可視化される。一方、駅周辺は

複数の交通動線が交差するため、点在的な店舗立地が

生まれやすい。また、住宅地は住居用途が中心である

ため、飲食店立地は少なく、多文化が外部から捉えに

くい。 

 このように、都市空間の違いが多文化の見え方その

ものを規定していることが、地域分析を通して明らか

になった。 

（3）本研究の手法は、他地域にも応用可能である

飲食店分布を用いた分析は、誰でもアクセス可能な

データを利用できる点で汎用性が高い。既に多文化的

な活動が見られる他都市（例：東京都内の特定エリア

や川崎市、四日市市など）に適用することで、生野区

とは異なる多文化の現れ方を比較することが可能であ

る。 

 この手法は、多文化を単に人口として捉えるのでは

なく、日常の生活文化（食）を通して視覚化できる点

に大きな意義がある。 

（4）生野区における多文化共生の今後の方向性

本研究で示したA/B/C類型は、行政・地域団体が施

策を考える際に、地域ごとの課題を整理する“枠組み”

として活用できる。 

 商店街では文化資源としての活用、駅周辺では暮ら

しの情報支援、住宅地では見えにくい多文化へのアプ

ローチなど、それぞれ異なる方向性が必要であること

が明らかになった。

 このことから、生野区の多文化共生を進めるために

は、一律ではなく地区ごとに異なるアプローチを取る

必要がある。 

（5）本研究の意義

本研究の意義は、大きく3点に整理できる。

1. 飲食店分布から多文化を可視化する新たな分析手

法を提示したこと

2. 生野区の多文化が地区ごとに異なる姿で表れるこ

とを明らかにしたこと

3. 都市構造・歴史・住民構成を踏まえた解釈により、

多文化共生の理解を深めたこと

 これらの成果は、生野区だけでなく、外国人住民が

増加する他地域においても多文化共生政策を検討する

際の基礎資料として活用できると考えられる。 

 本研究を通して、生野区における多文化のあり方は

単一ではなく、地区の歴史や都市構造と結びつきなが

ら多様な形で表れていることが確認できた。今後、他

地域への応用や住民視点での調査などと組み合わせる

ことで、多文化共生の理解はさらに深まると期待され

る。 
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和和歌歌山山県県・・龍龍神神温温泉泉のの価価値値とと保保存存にに関関すするる研研究究  

－－歴歴史史的的建建築築物物をを核核ととししたた持持続続可可能能なな保保存存体体制制のの提提案案－－  

研究のタイプ [論文] 

222031  久木龍飛 

指導教員 小林健治 

研研究究のの背背景景とと目目的的  

近年、インバウンドの急激な増加やコロナウイルス

の規制緩和などの影響もあり、日本各地の温泉地が人

気を博している。そんな中、2025 年 3 月に龍神温泉（和

歌山県）を訪れた(写真 1)。温泉地周辺は旅館などが建

ち並んだ温泉街となっていたが、観光客らしき人がほ

とんどおらず、温泉には一人もいなかったのが印象的

だった。なぜ、これ程までに人が少ないのであろうか。 

これまで、温泉街における景観への取り組みに関す

る研究や温泉地の衰退要因について考察されたものは

存在したが、いずれもコロナ以前のものや対象が別の

温泉地であった。本研究では、龍神温泉の「歴史的」「文

化的」「景観的」価値を（図 1）明らかにする。さらに

その価値を保存していくにはどのような取り組みが必

要なのかを調査を基に考察し、龍神温泉の持続可能な

保存体制を提案することを目的とする。 

龍龍神神温温泉泉のの概概要要  

龍神温泉には、約 1300 年の歴史や紀州徳川家との深

い関係などの歴史的背景があり、現在まで湯治場文化

が続いている。コロナウイルスの影響で観光客数が例

年の半数ほどにまで減少し観光業は大打撃を受けたが

現在はコロナ前の 8割ほどまで回復している（図 2）。

一方、地域住民の高齢化や過疎化、建物の老朽化、人手

不足などの問題を抱えている。 

研研究究方方法法  

本研究の研究の流れを図 3に示す。 

調査 1 口コミから見る観光客の需要 

調査 1 では、国内旅行サイト「じゃらん」による龍

神温泉の口コミを大きく 4 つの項目に分類し、さらに

細分化することで観光客は何に関心を持ち、印象に残

ったのかを調査する。それにより、観光客にとっての

龍神温泉の「価値」を探る。 

調査 2 龍神温泉の歴史的建築物 

調査 2 ではインターネットによる文献・資料調査、

また現地での資料調査などによって龍神温泉郷にある

龍神温泉と歴史的建築物の歴史や特徴、保存状況から

を調査し、保存していく上で障壁となっている課題を

探る。 

調査 3 他の温泉地における建築物の保存活動 

調査 3 では、「アクセス」「観光客数」「宿泊施設

数」の面で龍神温泉と類似点を持つ温泉地における建

築物の保存活動を既往文献やインターネットによる資

料調査を調査し、龍神温泉での応用方法を探る。 

考察・提案 

以上の調査より、明らかとなった「価値」についてそ

れを保存していく上で解消すべき課題は何なのか、ま

た龍神温泉をどのような姿で保存するのが最適なのか

を考察し、龍神温泉の持続可能な保存体制を提案する。 

歴史的価値 
地域の歴史や文化などを現代まで伝えてくれるもの 

文化的価値 
地域が育んできた文化を形や機能として現代に伝えているもの 

景観的価値 
その場所が生み出す雰囲気がどれだけ美しさや 

独自性を持っているか 

図図 11  本本研研究究ででのの「「価価値値」」のの定定義義  

 

 

 

 

図図 22  龍龍神神温温泉泉のの過過去去 1100 年年のの観観光光客客数数  

背景・目的 

龍神温泉の現状・課題 

調査 1 口コミから見る観光客の需要 

調査 2 龍神温泉の歴史的建築物 

調査 3 他の温泉地における保存活動 

考察・提案 

総括 

図図 33  研研究究フフロローー図図  

写真 1「龍神温泉元湯」（発表者撮影） 
露天風呂（写真左側）は客がいなかったため特別に許可をもらい、撮影したもの。

写真右側は龍神温泉元湯の外観。 
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調調査査結結果果  

（1）調査 1 口コミから見る観光客の需要 

全国の温泉観光地は時代のニーズに合わせて発展を

遂げてきた。近年は高度経済成長時代の団体旅行から、

個人旅行といった観光スタイルとなり、温泉そのもの

に加えて「温泉街の情緒」など温泉地全体での魅力向

上が求められている。調査時に閲覧できた龍神温泉に

対する口コミ総数は 364 件であり、その分類結果を表

1に示す。結果、「温泉」についての口コミが約半数を

占めていること、「景観」について「人が少なく都会の

喧騒を忘れ、自然の中で過ごせる」ことに魅力を感じ

る人が多いこと、「交通」についてネガティブな意見が

多かった。「旅館」の口コミが少なかったのは、そもそ

も宿泊客でないと体験できないこと、人が少ないのは

アクセスが悪いことが 1 つの要因となっていることが

影響していると考えられる。このことから、人が少な

いことと自然や温泉街の景観が合わさることにより、

龍神温泉に「景観的価値」が生まれ、必要以上の観光客

増加は「景観的価値」を失う可能性がある。よって観光

客を誘致する取り組みは最適ではないと考える。 

（2）調査 2 龍神温泉の歴史的建築物 

観光地における大きな資源の 1 つとなっているのが

歴史的建築物である。伝統的木造建築や旅館建築がそ

の地域の景観と一体となり、観光資源としての価値を

高めている。調査 2 では、龍神温泉のある旧龍神村を

対象に歴史的建築物について調査した結果を表 2、3に

示す。結果、「上御殿(2)（写真 2）」と「下御殿(3)（写

真 3）」という歴史的建築物が存在し、この 2つは徳川

御三家の 1 つである紀州徳川家と深い関わりがある建

物であることが明らかとなった。上御殿と下御殿はと

もに江戸時代初期、当時藩主であった徳川頼宣が湯治

へ訪れるために建てられた宿であり、旅館創建後に藩

主より屋号を得た。上御殿は藩主専用の宿として建て

られた。客室の 1 つである「御成りの間」は、徳川公

が実際に宿泊した部屋であり、明治時代に一度焼失し

たものの、翌年再建され、その後は現在までほぼ当時

の姿のまま残っている。下御殿は、藩主随行の家臣や

従者の宿泊所として建てられ、大規模な焼失記録はな

いものの上御殿に比べて近代的な造りになっており、

建築様式・意匠の特徴から明治期～大正前期に建てら

れ、その後改築を繰り返した建物と考えられている。

このことから上御殿・下御殿は龍神温泉という湯治場

文化の軸となる歴史や景観を持つ。これは「紀州徳川

家との関係性」「文化財指定を受ける現役の温泉宿」な

どによって「歴史的・文化的価値」があると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

表表 11  「「じじゃゃららんん」」にによよるる龍龍神神温温泉泉ににつついいててのの口口ココミミ(1) 

項

目 

件数 

（割合） 

細分化 

（件数） 
口コミ例 

旅

館 

31件

（8.5%） 

おもてなし 

（12件） 

女将さんが自ら率先して、おもてなしして

くれた。（男性/70代） 

料理 

（13件） 

お節料理がとてもきれいでおいしいです。

（男性/60代） 

設備 

（6件） 

公衆トイレがバリアフリーできれいで、驚

いた。（女性/40代） 

温

泉 

189件

(51.9%) 

泉質 

（170件） 

龍神のお湯はトロトロという言葉がぴっ

たりです。（女性/50代） 

ぬめっとした天然の化粧水でお肌しっと

りです。（女性/30代） 

露天風呂 

（19件） 

元湯の露天風呂に入ると、一瞬で天国で

す。（女性/40代） 

景

観 

83件

(22.8%) 

雰囲気 

（22件） 

周りは何もありませんが、その分ゆっくり

と癒されます。（男性/60代） 

自然 

（40件） 

人も少なく、自然が多い良い時間を過ごせ

ました。（女性/20代） 

温泉街 

（21件） 

日高川沿いに温泉旅館が並び昔の風情を

残した温泉街です。（男性/50代） 

交

通 

61件

(16.8&) 

アクセス 

（46件） 

アクセスが悪く車がないと行けない場所

ですが、一度は行くべき。（女性/30代） 

道は細かったり、カーブが多かったりです

が、行く価値ありです。（女性/40代） 

安全性 

（15件） 

道が狭くガードレールがない所もあった

ので怖かったです。（女性/30代） 
じゃらん net「龍神温泉のクチコミ一覧」より 

最終閲覧日 2025年 10月 23日 

表表 22上上御御殿殿のの概概要要  

表表３３    下下御御殿殿のの概概要要(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 内容 

建物名 上御殿 

建築年 江戸時代初期 

様式 木造２階建て、書院造を基調とした和風木造建築 

材料 檜、杉、松などの紀州材、瓦葺き 

構成 部屋数７、収容人数 26人、小学生以下の入館不可 

特徴的意匠 
屋根は切妻屋根瓦葺き。床の間・違い棚・書院窓などが整い、藩

主が滞在した部屋がある。 

歴史的背景 紀州徳川家の湯治御殿（藩主専用の湯治宿） 

登録文化財 国登録有形文化財指定（平成 11年） 

保存状況 

明治 17年（1884年）に大火で焼失。翌年の明治 1８年（1885年）

に再建。再建時も、数寄屋風書院造を踏襲。 

外観は当初のデザインを比較的良好に維持。文化財指定後は、当

時の姿を保ちながら構造・屋根・外壁の修繕が行われた。 

上御殿で最も格式の高い「御成りの間」では、「上段の間」「格

式の高い意匠材」「畳割の構成」が非常に良好に残る。 

平成期にかけて建物の老朽化と文化財指定に伴い、保存修理・耐

震補強を実施。登録有形文化財としての耐震診断や基礎部補強・

湿気対策の調査・伝統工法を活かした部分補強などの保存修理や

構造調査が断続的に行われている。  

調査項目 内容 

建物名 下御殿 

建築年 江戸時代初期 

様式 木造２階建て、旅籠型建築 

材料 檜、杉、松などの紀州材、瓦葺き 

構成 部屋数１７、収容人数７１人、日帰り入浴可能 

特徴的意匠 
総檜造。広い廊下、大広間を備える。透かし彫り欄間 

華やかな装飾。再建後の近代和風建築。 

歴史的背景 藩主随行の家臣や従者の宿泊所 

登録文化財 なし 

保存状況 

大規模な焼失記録はなし。 

公的な修繕履歴がないため、正確な改修年などが不明となって

いる。 

昭和～平成にかけて増改築された建物で歴史的建築物としての

保持しつつも、文化財建築ほどの厳密な保存措置はまだ取られ

ていない。 

外観の一部（手すり・木製建具）に古い意匠が残っている。 

木製建具・欄間・障子など旅館としての和風建築は維持されて

いる。廊下の勾配や階段配置など、古い旅館特有の空間性が残

っている。 

写真 2「上御殿外観・内観（御成

りの間）」 
『上御殿の外観（写真左）の特徴として、切妻

屋根の木造 2 階建て屋根は瓦葺きが主体で、1

階部分の木製格子が上品な武家屋敷風の印象を

与える。「御成りの間（写真右）」とは、藩主・

大名・公家など身分の高い人物が訪れた際に使

用していた格式の高い座敷空間であり、書院造

を基調とした構成を持つ。』 

 

 
（出典：「上御殿」 しろいるか旅行記） 

写真 3「下御殿外観・内観」 
『下御殿外観の特徴は、切妻屋根で外壁は板張

り・漆喰などが混在している木造 2階建て。増

改築を繰り返し、部分ごとに新旧の意匠が混在。

しかし、素材や色調、屋根形状を揃えることで、

外観の調和を維持している。内装に関しては、

現代の改築が繰り返され、文化財的な原型はほ

ぼ残っていない。』 

 

 

 
（出典：下御殿公式ホームページ） 
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調調査査結結果果  

（1）調査 1 口コミから見る観光客の需要 

全国の温泉観光地は時代のニーズに合わせて発展を

遂げてきた。近年は高度経済成長時代の団体旅行から、

個人旅行といった観光スタイルとなり、温泉そのもの

に加えて「温泉街の情緒」など温泉地全体での魅力向

上が求められている。調査時に閲覧できた龍神温泉に

対する口コミ総数は 364 件であり、その分類結果を表

1に示す。結果、「温泉」についての口コミが約半数を

占めていること、「景観」について「人が少なく都会の

喧騒を忘れ、自然の中で過ごせる」ことに魅力を感じ

る人が多いこと、「交通」についてネガティブな意見が

多かった。「旅館」の口コミが少なかったのは、そもそ

も宿泊客でないと体験できないこと、人が少ないのは

アクセスが悪いことが 1 つの要因となっていることが

影響していると考えられる。このことから、人が少な

いことと自然や温泉街の景観が合わさることにより、

龍神温泉に「景観的価値」が生まれ、必要以上の観光客

増加は「景観的価値」を失う可能性がある。よって観光

客を誘致する取り組みは最適ではないと考える。 

（2）調査 2 龍神温泉の歴史的建築物 

観光地における大きな資源の 1 つとなっているのが

歴史的建築物である。伝統的木造建築や旅館建築がそ

の地域の景観と一体となり、観光資源としての価値を

高めている。調査 2 では、龍神温泉のある旧龍神村を

対象に歴史的建築物について調査した結果を表 2、3に

示す。結果、「上御殿(2)（写真 2）」と「下御殿(3)（写

真 3）」という歴史的建築物が存在し、この 2つは徳川

御三家の 1 つである紀州徳川家と深い関わりがある建

物であることが明らかとなった。上御殿と下御殿はと

もに江戸時代初期、当時藩主であった徳川頼宣が湯治

へ訪れるために建てられた宿であり、旅館創建後に藩

主より屋号を得た。上御殿は藩主専用の宿として建て

られた。客室の 1 つである「御成りの間」は、徳川公

が実際に宿泊した部屋であり、明治時代に一度焼失し

たものの、翌年再建され、その後は現在までほぼ当時

の姿のまま残っている。下御殿は、藩主随行の家臣や

従者の宿泊所として建てられ、大規模な焼失記録はな

いものの上御殿に比べて近代的な造りになっており、

建築様式・意匠の特徴から明治期～大正前期に建てら

れ、その後改築を繰り返した建物と考えられている。

このことから上御殿・下御殿は龍神温泉という湯治場

文化の軸となる歴史や景観を持つ。これは「紀州徳川

家との関係性」「文化財指定を受ける現役の温泉宿」な

どによって「歴史的・文化的価値」があると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

表表 11  「「じじゃゃららんん」」にによよるる龍龍神神温温泉泉ににつついいててのの口口ココミミ(1) 

項

目 

件数 

（割合） 

細分化 

（件数） 
口コミ例 

旅

館 

31件

（8.5%） 

おもてなし 

（12件） 

女将さんが自ら率先して、おもてなしして

くれた。（男性/70代） 

料理 

（13件） 

お節料理がとてもきれいでおいしいです。

（男性/60代） 

設備 

（6件） 

公衆トイレがバリアフリーできれいで、驚

いた。（女性/40代） 

温

泉 

189件

(51.9%) 

泉質 

（170件） 

龍神のお湯はトロトロという言葉がぴっ

たりです。（女性/50代） 

ぬめっとした天然の化粧水でお肌しっと

りです。（女性/30代） 

露天風呂 

（19件） 

元湯の露天風呂に入ると、一瞬で天国で

す。（女性/40代） 

景

観 

83件

(22.8%) 

雰囲気 

（22件） 

周りは何もありませんが、その分ゆっくり

と癒されます。（男性/60代） 

自然 

（40件） 

人も少なく、自然が多い良い時間を過ごせ

ました。（女性/20代） 

温泉街 

（21件） 

日高川沿いに温泉旅館が並び昔の風情を

残した温泉街です。（男性/50代） 

交

通 

61件

(16.8&) 

アクセス 

（46件） 

アクセスが悪く車がないと行けない場所

ですが、一度は行くべき。（女性/30代） 

道は細かったり、カーブが多かったりです

が、行く価値ありです。（女性/40代） 

安全性 

（15件） 

道が狭くガードレールがない所もあった

ので怖かったです。（女性/30代） 
じゃらん net「龍神温泉のクチコミ一覧」より 

最終閲覧日 2025年 10月 23日 

表表 22上上御御殿殿のの概概要要  

表表３３    下下御御殿殿のの概概要要(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 内容 

建物名 上御殿 

建築年 江戸時代初期 

様式 木造２階建て、書院造を基調とした和風木造建築 

材料 檜、杉、松などの紀州材、瓦葺き 

構成 部屋数７、収容人数 26人、小学生以下の入館不可 

特徴的意匠 
屋根は切妻屋根瓦葺き。床の間・違い棚・書院窓などが整い、藩

主が滞在した部屋がある。 

歴史的背景 紀州徳川家の湯治御殿（藩主専用の湯治宿） 

登録文化財 国登録有形文化財指定（平成 11年） 

保存状況 

明治 17年（1884年）に大火で焼失。翌年の明治 1８年（1885年）

に再建。再建時も、数寄屋風書院造を踏襲。 

外観は当初のデザインを比較的良好に維持。文化財指定後は、当

時の姿を保ちながら構造・屋根・外壁の修繕が行われた。 

上御殿で最も格式の高い「御成りの間」では、「上段の間」「格

式の高い意匠材」「畳割の構成」が非常に良好に残る。 

平成期にかけて建物の老朽化と文化財指定に伴い、保存修理・耐

震補強を実施。登録有形文化財としての耐震診断や基礎部補強・

湿気対策の調査・伝統工法を活かした部分補強などの保存修理や

構造調査が断続的に行われている。  

調査項目 内容 

建物名 下御殿 

建築年 江戸時代初期 

様式 木造２階建て、旅籠型建築 

材料 檜、杉、松などの紀州材、瓦葺き 

構成 部屋数１７、収容人数７１人、日帰り入浴可能 

特徴的意匠 
総檜造。広い廊下、大広間を備える。透かし彫り欄間 

華やかな装飾。再建後の近代和風建築。 

歴史的背景 藩主随行の家臣や従者の宿泊所 

登録文化財 なし 

保存状況 

大規模な焼失記録はなし。 

公的な修繕履歴がないため、正確な改修年などが不明となって

いる。 

昭和～平成にかけて増改築された建物で歴史的建築物としての

保持しつつも、文化財建築ほどの厳密な保存措置はまだ取られ

ていない。 

外観の一部（手すり・木製建具）に古い意匠が残っている。 

木製建具・欄間・障子など旅館としての和風建築は維持されて

いる。廊下の勾配や階段配置など、古い旅館特有の空間性が残

っている。 

写真 2「上御殿外観・内観（御成

りの間）」 
『上御殿の外観（写真左）の特徴として、切妻

屋根の木造 2 階建て屋根は瓦葺きが主体で、1

階部分の木製格子が上品な武家屋敷風の印象を

与える。「御成りの間（写真右）」とは、藩主・

大名・公家など身分の高い人物が訪れた際に使

用していた格式の高い座敷空間であり、書院造

を基調とした構成を持つ。』 

 

 
（出典：「上御殿」 しろいるか旅行記） 

写真 3「下御殿外観・内観」 
『下御殿外観の特徴は、切妻屋根で外壁は板張

り・漆喰などが混在している木造 2階建て。増

改築を繰り返し、部分ごとに新旧の意匠が混在。

しかし、素材や色調、屋根形状を揃えることで、

外観の調和を維持している。内装に関しては、

現代の改築が繰り返され、文化財的な原型はほ

ぼ残っていない。』 

 

 

 
（出典：下御殿公式ホームページ） 
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法師温泉「長寿館」 

登録有形文化財 

（2006年 8月 24日） 

（出典：長寿館） 

三朝温泉「木屋旅館」 

登録有形文化財 

（2010年 4月 28日） 

（出典：三朝町） 

乳頭温泉「鶴の湯」 

登録有形文化財 

（2010年 1月 15日） 

（出典：鶴の湯「本陣」） 

保存上の課題（表 5）に関しては両建物に共通してい

るものが多く、柱・梁の腐朽や湿潤環境による老朽化

などの構造問題、それの維持・修繕費不足、さらに事業

継承・後継者不足などの課題が確認された。また資金

面に関して上御殿は文化財指定を受けているため専門

家による調査や修繕費の補助があるが、下御殿は文化

財指定がなく、上御殿より規模が大きいためこれらの

課題がより深刻だと言える。大きくまとめると「人手

不足」「資金不足」が龍神温泉にとって大きな課題とな

っていることが考えられる。 

（3）調査 3 他の温泉地における保存活動 

龍神温泉の歴史的建築物を保存していくために別の温

泉地が実際に取り組んでいる建築物の保存活動を取り

入れるのも 1 つの手段である。調査 3 では龍神温泉と

「アクセス」「観光客数」「宿泊施設数」の点で類似点

を持っている温泉地を対象とする。「類似点」を持つ温

泉地の特徴を表 4に示す。 

 
表表 44    比比較較対対象象のの類類似似点点ととそそのの特特徴徴  

類似点 温泉地 内容 

アクセス 
法師温泉(4) 

（群馬県） 
 

バス（最寄り駅から） 

法師温泉：2本乗り継ぎ、1時間前後 

龍神温泉：1時間半 

車（最寄り ICから） 

法師温泉：40～50分 

龍神温泉：1時間 

観光客数 
三朝温泉(5) 

（鳥取県） 
 

令和 6年 

三朝温泉：324,831人（例年約 30～35万人） 

龍神温泉：385,876人（例年約 40万人前後） 

宿泊施設数 
乳頭温泉(6) 

（秋田県） 
 

旅館の数 

乳頭温泉：7軒 

龍神温泉：8軒（民宿などを含めると 15軒） 

 

 

 

 

 

 

 
写真 4 龍神温泉と類似点を持つ温泉地 

 

 各温泉地の建築物の保存活動を表 6 に示す。3 つの

温泉地とも共通して、「建物の素材・様式・景観」の維

持や「人材・資金不足」という龍神温泉と類似した課題

が見られた。このことから、立地や温泉地の規模に類

似点があると、同じような課題を持っていることが確

認できた。また、PR活動やイベント行事などにより、

観光客の誘致や増加を促し、資金源とするようなもの

は少なく、多くは温泉地の規模拡大ではなく現状をど

う残していくか、どのように人材を確保していくかな

どという“受け身”的な活動であった。 

 

考考察察  

 これまでの調査から提案の方向性を考察する。考え

られることは、まず調査 1 より龍神温泉へのアクセス

が悪いからこそ、「景観的価値」が維持されていると言

える。さらに調査 3 より観光客誘致や観光地としての

規模拡大を目指す取り組みがすくないことから、①ア

クセス整備やインバウンド誘致など観光客の増加を促

す取り組みは不要と考える。次に、調査 2 より龍神温

泉の歴史的建築物には「徳川家との関係性」や「文化財

指定を受ける現役宿」「建物と自然が混在する景観美」

など多様な「価値」があり、建物を失うことは多くの「 

表表 55  歴歴史史的的建建築築物物をを保保存存すするる上上ででのの課課題題  

 上御殿 下御殿 

個別 
耐震・防災 指定・制度的課題 

川沿いに密着した立地 

共通 

資金不足 

後継者・事業継承者不足 

専門技術・職人不足 

自然環境が要因の木材劣化 

  

  

温温泉泉地地  
建建築築物物保保存存

のの取取りり組組みみ  
内内容容  

法法
師師
温温
泉泉  

文文化化財財指指定定

をを活活かかししたた  

保保存存・・修修復復  

①①梁梁のの補補強強  

1965年に横に 2本の梁を追加。その後、縦方向

にも補強して建物の構造を強化。 

②②伝伝統統材材料料のの維維持持  

杉皮葺きの屋根 

「「変変わわららなな

いい風風情情」」のの維維

持持  

③③現現代代化化のの最最小小化化  

浴室・廊下・客室の現代化を最小限にとどめる。 

内装・配置などを変えないように管理。 

④利利便便性性よよりりもも本本物物性性 

自然・建物・湯の本質的な体験を優先。 

持持続続可可能能性性  

⑤⑤法法師師温温泉泉のの専専属属大大工工  

法師温泉は常勤に近い形で大工を抱え、日常的

な修繕を自前でできる体制をつくっている。 

⑥⑥伝伝統統素素材材をを使使いい続続けけるるここととにによよるる持持続続可可能能性性  

木造は適切に手入れし、建物の寿命を延ばす。 

同じものを使い続け、環境に負荷をかけない建

築となる。 

⑦⑦景景観観・・自自然然環環境境とと共共存存すするる設設計計  

周囲の森林を大規模に伐採しない。 

山・川など地形に合わせた配置を続ける。 

三三
朝朝
温温
泉泉  

文文化化財財指指定定

にによよるる  

保保存存・・活活用用  

⑧⑧建建築築的的価価値値  

「木屋旅館」は、明治～大正～昭和にかけて増

改築を繰り返し貴重な木材が多用されている。

その木造美を保存・継承しながら観光地として

活用している。  

地地域域体体制制・・

組組織織にによよるる  

保保存存・・活活用用  

⑨⑨守守るる会会  

文化財の保存・調査普及啓発を担う。 

構造・歴史・景観に関する調査を行い、保存計画

を立てる。 

⑩⑩活活かかすす会会  

観光プロモーションを企画したり、コンサート

などの文化イベントを通じて遺産の魅力を発

信。 

⑪⑪日日本本遺遺産産活活用用推推進進協協議議会会  

保存・活用の両方を調整・促進。 

毎年度の事業方針・予算案を協議。 

⑫⑫林林業業集集団団  

建築物の修繕に、地元の杉・ヒノキが優先的に

使われるルールが形成されている。  

建建築築様様式式のの  

維維持持  

⑬⑬外外観観・・構構造造・・伝伝統統的的建建材材  

外観・構造をそのままの形で残している。屋根

の高さや傾斜、増築による独特のつぎはぎ感を

価値として残す。 

建材は国産材の木材や漆喰、和瓦など。  

乳乳
頭頭
温温
泉泉  

改改修修時時のの  

選選択択的的近近代代

化化  

⑭⑭鶴鶴のの湯湯（（残残ししたたもものの））  

茅葺屋根の本陣建築・木造の湯治棟・茅葺きや

黒板壁などの外観・混浴露店の構成など 

⑮⑮鶴鶴のの湯湯（（近近代代化化ししたたもものの））  

内部の水回り（トイレ・洗面・厨房）、ボイラー

や給湯設備・電気配線、火災検知器などの安全

設備・耐震補強  

人人材材・・  

事事業業継継承承・・  

後後継継者者対対策策  

⑯⑯多多能能工工ススタタッッフフ  

一人が複数の業務を兼任。 

乳頭温泉では、体系的な指導・伝承システムが

ある。 

⑰⑰移移住住者者支支援援制制度度  

移住者に補助金・Ｉターン人材を温泉旅館が受

け入れやすい環境を整備 

⑱⑱観観光光人人材材育育成成  

観光接客スキル育成・旅館経営の若手向けセミ

ナー 

⑲⑲住住みみ込込みみ寮寮のの整整備備((5533))  

近隣の空き家の借り上げを行い人手不足を緩和  

気気候候変変動動・・  

災災害害対対策策  

⑳⑳雪雪崩崩・・豪豪雪雪対対策策    

雪崩防止柵・階段工・鉄柵、雪崩止めスノージェ

ットの設置。危険個所のパトロール・査察。  

㉑㉑地地域域イインンフフララのの強強化化  

除雪・道路パトロールによる投機のアクセス確

保・豪雪対策本部の運用。 

㉒㉒温温泉泉組組合合ででのの取取りり組組みみ  

屋根補強・除雪動線確保など雪荷重。非常用電

源や非常食・医療器材の備蓄。避難経路・避難場

所の明示。危険時は営業停止や入場制限を行う

運用ルール。  

表表 66    比比較較温温泉泉地地のの建建築築物物保保存存活活動動  
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価値」を失うことになる。よってこの 2 つの建築物の

保存上の課題となっている②「人手不足・資金不足」を

解消できる取り組みが必要である。しかし、今回は、

“持続可能”な取り組みを提案するため、一時的な解

消になってはならない。そのために③移住者誘致など

で若手世代を増やし、地域の基盤づくりをすることが

最終的に「保存」に繋がる。この 3 点を抑えることで

龍神温泉の持続可能な保存体制の実現が可能になると

考える。 

提提案案  

調査結果による考察を経て今回提案するのが「龍神

御殿守（ごてんもり）プログラム」である。このプログ

ラムは「様々な龍神温泉支援者を徳川家との関係から

なぞらえた 3 つの階級に区分し、上御殿・下御殿をは

じめとする龍神温泉郷の保存に取り組むメンバーシッ

プ制度」である。 

このプログラムによるメリットを表 7に示す。 
表表 77  龍龍神神御御殿殿守守ププロロググララムムののメメリリッットト  

メリット 

幅広い層を階級ごとに区分しているため、自分のレベルに合わせて始

めることができ、入会のハードルが高くない。 

歴史的建築物を保存していくとともに移住者誘致も同時に促せる。 

メンバーシップ制度にすることで年会費による資金獲得が可能。 

 

さらに調査 3 で明らかとなった保存活動いくつか応用

し、組み込む（表 8）。 
表表 88    調調査査 33よよりり応応用用ししたた保保存存活活動動  

さらに龍神御殿守プログラムの階級・役割などの概要

を表 9 に示す。このプログラムは上御殿・下御殿の状

態を旅館スタッフ以外の人も管理する立場となるため、

「誰かが常に把握している」体制となる。それにより、

小さな変化に気づくことができ、簡単な修繕で済み、

大規模な修繕を減らせることができる。さらにこのプ

ログラムは研修を受けることで階級昇格制度も作り、

持続可能な取り組みにする。そのための人材ステップ

アップのプロセスを図 5 に示す。以上が「人手不足・

資金不足」を解消するための提案である。 

 

ままととめめ  

本研究では、和歌山県龍神温泉の「価値」を明らかに

し、歴史的建築物を軸に持続可能な保存体制を提案す

ることを目的に行った。結果として龍神温泉には図 6

のような「価値」が確認できた。3つの調査により、「人

手不足・資金不足」が課題となっており、それにより、

「価値」の継承を困難にしていることも明らかとなっ

た。それらの知見を踏まえ、本研究では「龍神御殿守プ

ログラム」という段階的な人材育成、移住・定住者促進

メンバーシップ制度を導入することで図 6 に示した価

値を含む建築物保存体制を構築する可能性を明示した。

しかし、本研究は主に文献調査および、事例分析に基

づくものであるため、より実践的な保存モデルの検証

が求められる。 

 

表表 99    「「龍龍神神御御殿殿守守ププロロググララムム」」のの概概要要  
階階級級  足足軽軽  大大名名  将将軍軍  

年年会会費費  5000円 15000円 50000円 

人人材材  

軽作業ボランティ

アまたは、体験型

プログラムとして

参加型保存を行う

仕組み。 

・観光客 

・宿泊客 

・地域住民 

専門的スキルがあ

る人が数週間～数

カ月滞在して作業

する層。 

・建築系大学院生 

・文化財修復の専

門学校 

・国内外の研究者 

・社会人 

文化財の日常管理

を担うプロまたは

半プロ。 

・旅館スタッフ 

・地域おこし 

 協力隊 

・長期移住希望者 

役役割割  

・庭の草刈り 

・外壁のほこり落

とし 

・木部への天然オ

イル塗布 

・障子の張替え       

 体験 

・年末大掃除 

・清掃ウォーク 

・実測調査 

・修繕補助 

・3Dスキャン 

・文化財のデジタ

ルアーカイブ 

・保存計画づくり 

・日常点検（雨漏

り、傾き、湿

度、シロアリ） 

・簡易修繕（障

子・戸の調整、

床鳴りの処置） 

・見学者・調査者

の受付 

・保存記録の作成 

特特典典  

・研修費無料 

・参加するごとに

「御点」を付与 

・溜まっている御

点に応じて宿泊

割引やグッズ付

与 

・修理工程のオン

ライン見学 

・御殿の歴史解説

冊子配布 

・研修費無料 

・学生インターン

照明 

・宿泊年一回無料 

・宿泊会員割引 

・調査費補助 

・地域交流 

 イベント 

・現地での見学会 

・屋根・柱など・

屋根・柱などの

修繕箇所に会員

番号を彫刻 

・住宅支援 

・研修費無料 

・宿泊年二回無料 

・宿泊会員割引 

・上御殿・下御殿

の「準管理資

格」を付与 

・副業支援 

・建物の特定部分

の名義スポンサ

ー権 

・修繕計画の考案

権 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

図図 44    龍龍神神御御殿殿守守ププロロググララムムのの人人材材スステテッッププアアッッププ  
約 1300年前に遡る開湯伝説と現在まで続く温泉の湧出と泉質の保存 

紀州徳川家との深い関わり・湯治場文化の形成 

国の登録有形文化財に指定されている現役旅館上御殿 

歴史と地域文化で観光地として地位を確立 

龍神村の伝統工芸・地域の祭り 

日高川の渓谷・四季折々の景色・自然の静けさ 

アクセス困難により保たれている自然景観や温泉街 
現代化が少ない昔ながらの街並み 

図図 55    本本研研究究でで確確認認さされれたた龍龍神神温温泉泉のの「「価価値値」」  

参参考考資資料料  

1)龍神温泉のクチコミ一覧 - じゃらん net 

https://www.jalan.net/kankou/spt_30387cd211007

8414/kuchikomi/（2025年 10月 20日閲覧） 

2)ホーム-上御殿 

  https://www.kamigoten.jp/（2025年 10月 20日閲 

  覧） 

3) ＜下御殿＞｜旅色 
https://tabiiro.jp/yado/s/100190-tanabe-

shimogoten/（2025年 10月 20日閲覧） 

4)法師温泉長寿館 |  日本文化遺産を守る会 

https://nihon-bunkaisan.org/member/422（2025年

10月 21日）  

5)文化財建築の魅力｜木屋旅館【公式】 

https://www.misasa.co.jp/about/cultural/（2025

年 10月 21日閲覧） 

6)鶴の湯温泉 |  日本文化遺産を守る会 

https://nihon-bunkaisan.org/member/442（2025年

10月 21日閲覧） 

応応用用ししたた仕仕組組みみ  内内容容  

【【人人材材確確保保】】法法師師温温泉泉方方式式  

「「専専属属大大工工チチーームム」」  

・上御殿・下御殿の専属大工を数人持つ

ことで緊急修理などに即対応できる

ようにする。 

【【木木材材確確保保】】三三朝朝温温泉泉方方式式  

「「林林業業集集団団・・木木材材スストトッックク」」  

・上御殿・下御殿の修繕は地元の木材を

使用することで林業が盛んな龍神村

との経済循環を生み出す。 

【【人人手手不不足足解解消消】】乳乳頭頭温温泉泉方方式式  

「「多多能能工工ススタタッッフフ育育成成」」  

・旅館スタッフが複数の業務を兼務。さ

らに若手移住者を積極的に育成し、

「将軍」クラスを増やす。 

足軽

•基礎研修

•林業基礎、木材加工体験、文化財建築講義、大工実習、
ガイド育成

大名

•文化財留学

• 1カ月の短期研修、宿泊費・食費補助、林業・文化財修
繕を他県

将軍

•多能工化・スペシャリスト化

•林業×御殿×温泉を兼任、移住・定住促進
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価値」を失うことになる。よってこの 2 つの建築物の

保存上の課題となっている②「人手不足・資金不足」を

解消できる取り組みが必要である。しかし、今回は、

“持続可能”な取り組みを提案するため、一時的な解

消になってはならない。そのために③移住者誘致など

で若手世代を増やし、地域の基盤づくりをすることが

最終的に「保存」に繋がる。この 3 点を抑えることで

龍神温泉の持続可能な保存体制の実現が可能になると

考える。 

提提案案  

調査結果による考察を経て今回提案するのが「龍神

御殿守（ごてんもり）プログラム」である。このプログ

ラムは「様々な龍神温泉支援者を徳川家との関係から

なぞらえた 3 つの階級に区分し、上御殿・下御殿をは

じめとする龍神温泉郷の保存に取り組むメンバーシッ

プ制度」である。 

このプログラムによるメリットを表 7に示す。 
表表 77  龍龍神神御御殿殿守守ププロロググララムムののメメリリッットト  

メリット 

幅広い層を階級ごとに区分しているため、自分のレベルに合わせて始

めることができ、入会のハードルが高くない。 

歴史的建築物を保存していくとともに移住者誘致も同時に促せる。 

メンバーシップ制度にすることで年会費による資金獲得が可能。 

 

さらに調査 3 で明らかとなった保存活動いくつか応用

し、組み込む（表 8）。 
表表 88    調調査査 33よよりり応応用用ししたた保保存存活活動動  

さらに龍神御殿守プログラムの階級・役割などの概要

を表 9 に示す。このプログラムは上御殿・下御殿の状

態を旅館スタッフ以外の人も管理する立場となるため、

「誰かが常に把握している」体制となる。それにより、

小さな変化に気づくことができ、簡単な修繕で済み、

大規模な修繕を減らせることができる。さらにこのプ

ログラムは研修を受けることで階級昇格制度も作り、

持続可能な取り組みにする。そのための人材ステップ

アップのプロセスを図 5 に示す。以上が「人手不足・

資金不足」を解消するための提案である。 

 

ままととめめ  

本研究では、和歌山県龍神温泉の「価値」を明らかに

し、歴史的建築物を軸に持続可能な保存体制を提案す

ることを目的に行った。結果として龍神温泉には図 6

のような「価値」が確認できた。3つの調査により、「人

手不足・資金不足」が課題となっており、それにより、

「価値」の継承を困難にしていることも明らかとなっ

た。それらの知見を踏まえ、本研究では「龍神御殿守プ

ログラム」という段階的な人材育成、移住・定住者促進

メンバーシップ制度を導入することで図 6 に示した価

値を含む建築物保存体制を構築する可能性を明示した。

しかし、本研究は主に文献調査および、事例分析に基

づくものであるため、より実践的な保存モデルの検証

が求められる。 

 

表表 99    「「龍龍神神御御殿殿守守ププロロググララムム」」のの概概要要  
階階級級  足足軽軽  大大名名  将将軍軍  

年年会会費費  5000円 15000円 50000円 

人人材材  

軽作業ボランティ

アまたは、体験型

プログラムとして

参加型保存を行う

仕組み。 

・観光客 

・宿泊客 

・地域住民 

専門的スキルがあ

る人が数週間～数

カ月滞在して作業

する層。 

・建築系大学院生 

・文化財修復の専

門学校 

・国内外の研究者 

・社会人 

文化財の日常管理

を担うプロまたは

半プロ。 

・旅館スタッフ 

・地域おこし 

 協力隊 

・長期移住希望者 

役役割割  

・庭の草刈り 

・外壁のほこり落

とし 

・木部への天然オ

イル塗布 

・障子の張替え       

 体験 

・年末大掃除 

・清掃ウォーク 

・実測調査 

・修繕補助 

・3Dスキャン 

・文化財のデジタ

ルアーカイブ 

・保存計画づくり 

・日常点検（雨漏

り、傾き、湿

度、シロアリ） 

・簡易修繕（障

子・戸の調整、

床鳴りの処置） 

・見学者・調査者

の受付 

・保存記録の作成 

特特典典  

・研修費無料 

・参加するごとに

「御点」を付与 

・溜まっている御

点に応じて宿泊

割引やグッズ付

与 

・修理工程のオン

ライン見学 

・御殿の歴史解説

冊子配布 

・研修費無料 

・学生インターン

照明 

・宿泊年一回無料 

・宿泊会員割引 

・調査費補助 

・地域交流 

 イベント 

・現地での見学会 

・屋根・柱など・

屋根・柱などの

修繕箇所に会員

番号を彫刻 

・住宅支援 

・研修費無料 

・宿泊年二回無料 

・宿泊会員割引 

・上御殿・下御殿

の「準管理資

格」を付与 

・副業支援 

・建物の特定部分

の名義スポンサ

ー権 

・修繕計画の考案

権 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

図図 44    龍龍神神御御殿殿守守ププロロググララムムのの人人材材スステテッッププアアッッププ  
約 1300年前に遡る開湯伝説と現在まで続く温泉の湧出と泉質の保存 

紀州徳川家との深い関わり・湯治場文化の形成 

国の登録有形文化財に指定されている現役旅館上御殿 

歴史と地域文化で観光地として地位を確立 

龍神村の伝統工芸・地域の祭り 

日高川の渓谷・四季折々の景色・自然の静けさ 

アクセス困難により保たれている自然景観や温泉街 
現代化が少ない昔ながらの街並み 

図図 55    本本研研究究でで確確認認さされれたた龍龍神神温温泉泉のの「「価価値値」」  

参参考考資資料料  

1)龍神温泉のクチコミ一覧 - じゃらん net 

https://www.jalan.net/kankou/spt_30387cd211007

8414/kuchikomi/（2025年 10月 20日閲覧） 

2)ホーム-上御殿 

  https://www.kamigoten.jp/（2025年 10月 20日閲 

  覧） 

3) ＜下御殿＞｜旅色 
https://tabiiro.jp/yado/s/100190-tanabe-

shimogoten/（2025年 10月 20日閲覧） 

4)法師温泉長寿館 |  日本文化遺産を守る会 

https://nihon-bunkaisan.org/member/422（2025年

10月 21日）  

5)文化財建築の魅力｜木屋旅館【公式】 

https://www.misasa.co.jp/about/cultural/（2025

年 10月 21日閲覧） 

6)鶴の湯温泉 |  日本文化遺産を守る会 

https://nihon-bunkaisan.org/member/442（2025年

10月 21日閲覧） 

応応用用ししたた仕仕組組みみ  内内容容  

【【人人材材確確保保】】法法師師温温泉泉方方式式  

「「専専属属大大工工チチーームム」」  

・上御殿・下御殿の専属大工を数人持つ

ことで緊急修理などに即対応できる

ようにする。 

【【木木材材確確保保】】三三朝朝温温泉泉方方式式  

「「林林業業集集団団・・木木材材スストトッックク」」  

・上御殿・下御殿の修繕は地元の木材を

使用することで林業が盛んな龍神村

との経済循環を生み出す。 

【【人人手手不不足足解解消消】】乳乳頭頭温温泉泉方方式式  

「「多多能能工工ススタタッッフフ育育成成」」  

・旅館スタッフが複数の業務を兼務。さ

らに若手移住者を積極的に育成し、

「将軍」クラスを増やす。 

足軽

•基礎研修

•林業基礎、木材加工体験、文化財建築講義、大工実習、
ガイド育成

大名

•文化財留学

• 1カ月の短期研修、宿泊費・食費補助、林業・文化財修
繕を他県

将軍

•多能工化・スペシャリスト化

•林業×御殿×温泉を兼任、移住・定住促進
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住宅平面図にみる『和室』の有無・位置関係・床の間・室数・畳数の年代による変化

〜新建築雑誌（ 〜 ）を通して〜

研究のタイプ [論文] 
202028 坂本 彪馬

指導教員 伊熊 昌治

研究の背景と目的

日本の住宅における和室は、かつて居間・接客室・

就寝室など多様な用途を担う主要空間として位置づけ

られていた。住宅金融公庫融資の調査 によれば、昭

和 年（ 年）から平成 年（ 年）にかけて

和室の設置率は高い水準にあり、新築戸建住宅では和

室を持つ住宅が一般的であった。しかし、日本建築士

会連合会会誌『建築士 年 月号 現代の和室と住

宅』 では、松村秀一氏が「和室に関するデータは

年度から驚くほど変わってしまっていた」と述べ

ており、和室がない住宅が半数以上となる状況が指摘

されている。 
また、（株）住環境研究所による「和室・畳コーナ

ーの採用率、間取りの新トレンド〜聞き取り調査実

態」（ 年 月 日） では、セキスイハイムの

単世帯・ 階建て住宅における和室採用率が 年度

の ％から 年度には ％へと急減したことが

報告されており、近年の住宅計画における和室の減少

傾向が顕著であることが示されている。また、 年

以降、松村秀一他が活動する「日本建築和室の世界遺産的

価値特別調査委員会」 では、和室をユネスコ世界遺産

に登録しようとする動きが見られ、伝統空間としての

価値を再評価する取り組みも進められている。さら

に、畳製造業へのヒアリング調査（ 件）では、

「新規の畳工事の受注が減少している」という共通し

た声が得られた。需要の低下に加え、フローリング化

の進行や後継者不足など、産業側でも和室縮小の影響

が顕在化していることが確認された。こうした産業構

造の変化は、住宅における和室の減少と密接に関連し

ている可能性がある。

一方、株式会社新建築社『住宅特集』 などに掲載さ

れる戸建住宅では、和室の位置・広さ・用途に多様な

傾向がみられる。こうした事例は設計者の意図や住ま

い手の生活像を反映するため、一般的な住宅統計とは

異なる特徴が現れる可能性がある。そのため、掲載住

宅における和室の実際の設置状況や配置パターンを整

理することは、現代住宅における和室の位置づけをよ

り立体的に把握する上で有効な手段といえる。

以上のように、国の統計、民間調査、畳産業の現場

からのヒアリングなど、多様な情報源から和室の減少

が進んでいる現状が把握される。その状況の中で『住

宅特集』に掲載される住宅事例を用いて、和室の広

さ・位置・室数等の関係を年代的に分析することは、

現代住宅における和室の傾向と動向を把握する。

研究方法

本研究では、『住宅特集』に掲載された住宅を分析

対象とした。対象とする号は、1986  年から 2020  年ま

での期間に刊行された住宅特集の 2  年ごとを掲載事例

とし、各号に掲載された畳敷き居室を保有する住宅を

収集した。

各掲載住宅について、平面図・誌面解説文・写真な

どから和室に関する情報を抽出した。本研究において

は、床面が畳敷きである部屋を「和室」と定義する事

にした。用途にかかわらず、子供部屋・座敷・寝室な

ど、畳が敷かれている居室をすべて和室として取り扱

う。

収集項目は、住宅名、掲載年月、所在地、和室の有

無、和室の室数、畳数、位置（住戸内の配置）、およ

び延床面積とした。

抽出した情報は、データベース化し、年代別に整理

した。以上の方法により、『住宅特集』に掲載された戸

建住宅における和室の設置状況を定量的に整理できる

ようにデータ基盤例(表 1)を構築した。

表 「住宅特集」基本データ基盤例

分析項目

（ ） 和室（畳敷き）の設置率

〜 年の掲載事例を対象に、和室の有無の

割合を算出し、和室の採用傾向がどのように変化して

いるかを年代ごとにグラフ化し、明らかにする。

（ ） 床の間の有無

平面図を基本資料としつつ、写真でも確認できる場

合は床の間として分類する。和室保有物件の中で年代

ごとに床の間の有無についてグラフ化し床の間の残存

状況を把握する。

（ ） 和室数と広さの変化

各事例の和室数および畳数（ 畳未満、 〜 畳、

〜 畳、 畳以上）を分類し、年代別の規模構成の変

化をグラフ化する。これにより、和室の空間規模や位

置づけの年代の変化を把握する。

（ ） 和室の位置関係（ 〜 型）

平面図から和室の配置形態を抽出し、 類型に分類

する。玄関・廊下・ ・庭などとの接続関係に基づ

き、戸建住宅特有の配置傾向を多面的に読み取る。

（ ） 室名の変化

誌面に記載される室名を抽出し、呼称と機能の変化

を整理する。

以上の分析項目により、住宅特集における和室の特

徴を分類し、その変化を整理する。
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・結果・考察

年〜 年の掲載住宅から和室の保有している

物件 件について整理した。

（ ） 和室（畳敷き）の設置率

図 年代ごとの畳保有物件数（ ）

図 より、 年時点では掲載住宅のうち約 ％が

和室を保有していた。その後、 年代にかけて和室

保有率は ～ ％の範囲で推移し、緩やかな減少傾向

を示した。 年代以降は減少がより顕著となり、

年には和室保有率が約 ％まで低下した。 年

代後半には一時的に ％前後まで増加するものの、

年代以降は約 ～ ％の範囲で推移している。

年代にかけては再び緩やかに低下し、直近の

年では約 ％となる。以上のように、住宅特集掲載住

宅における和室の設置割合は、 年代後半から現在

に至るまで長期的には減少傾向を示している。畳敷き

居室の減少が、「住宅特集」に掲載される設計事例に

おいても和室の縮小が進行していることを示す結果と

なった。

 床の間の有無

年〜 年の掲載住宅から床の間を保有してい

る物件 件について整理した。

図 年代ごとの床の間保有率

図 より、 年における掲載住宅の床の間保有率

は約 ％であり、和室を備える住宅のうち、半数以

上の事例で床の間が確認される。この時期の掲載住宅

では、床の間を備えた和室が一定数存在しており、平

面図や掲載写真を通じて床の間の設置が明確に示され

ていた。

年代後半から 年前後にかけては、保有率

が約 ％前後で推移しており、この期間の事例におい

て床の間が一定割合で採用されている状況が継続して

いる。

しかし、 年代後半に入ると床の間保有率は大き

く減少し、 年には約 ％となる。 年代前

半には保有率がさらに低下し、約 ％前後の水準で推

移している。 年には約 ％と最も低い値が確認

され、この年の掲載事例では床の間を備えた和室が少

数となっていた。

年代後半以降は、床の間保有率は 〜 ％台

で推移し、一定の水準にとどまっているが、 〜

年代前半にみられた水準には達していない。直

近の 年代の掲載事例においても、床の間保有率

はおおむね ％前後で推移しており、床の間の設置

以上のように、床の間保有率は 年代から

年代にかけて大きく変動しており、特に 年代後

半以降に大きな減少が確認される。

 和室数と広さの変化

年〜 年の掲載住宅から和室数の件数

件について整理した。

図 年代ごとの和室広さ分布（ ） ＝

図 年代ごとの和室広さ分布（ ）より、 年代後

半から 年代前半にかけては、 畳以上の和室が高

い割合を占めており、全体の約 〜 ％を構成してい

る。この時期は比較的広い和室が主要な位置づけを持

っており、掲載住宅においても独立性の高い伝統的な

広さの和室が確保されていたことが確認できる。一方

で、 畳未満の小規模な和室はほとんどみられず、全体

の数％に留まる。

年代後半から 年代にかけては、 畳以上の

割合が徐々に低下し、 ～ 畳や ～ 畳の中規模の和

室が増加する傾向がみられる。特に 年代前半で

は、 ～ 畳および ～ 畳が和室全体の ～ 度を占

める年代があり、従来よりも小規模な和室が主流とな

る変化が生じている。

年頃には ～ 畳の割合が最も高く、小規模化の

傾向が顕著に表れる時期となっている。この年代では

畳以上の比率が ％を下回り、和室面積の縮小が進

減少 微増 
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・結果・考察

年〜 年の掲載住宅から和室の保有している

物件 件について整理した。

（ ） 和室（畳敷き）の設置率

図 年代ごとの畳保有物件数（ ）

図 より、 年時点では掲載住宅のうち約 ％が

和室を保有していた。その後、 年代にかけて和室

保有率は ～ ％の範囲で推移し、緩やかな減少傾向

を示した。 年代以降は減少がより顕著となり、

年には和室保有率が約 ％まで低下した。 年

代後半には一時的に ％前後まで増加するものの、

年代以降は約 ～ ％の範囲で推移している。

年代にかけては再び緩やかに低下し、直近の

年では約 ％となる。以上のように、住宅特集掲載住

宅における和室の設置割合は、 年代後半から現在

に至るまで長期的には減少傾向を示している。畳敷き

居室の減少が、「住宅特集」に掲載される設計事例に

おいても和室の縮小が進行していることを示す結果と

なった。

 床の間の有無

年〜 年の掲載住宅から床の間を保有してい

る物件 件について整理した。

図 年代ごとの床の間保有率

図 より、 年における掲載住宅の床の間保有率

は約 ％であり、和室を備える住宅のうち、半数以

上の事例で床の間が確認される。この時期の掲載住宅

では、床の間を備えた和室が一定数存在しており、平

面図や掲載写真を通じて床の間の設置が明確に示され

ていた。

年代後半から 年前後にかけては、保有率

が約 ％前後で推移しており、この期間の事例におい

て床の間が一定割合で採用されている状況が継続して

いる。

しかし、 年代後半に入ると床の間保有率は大き

く減少し、 年には約 ％となる。 年代前

半には保有率がさらに低下し、約 ％前後の水準で推

移している。 年には約 ％と最も低い値が確認

され、この年の掲載事例では床の間を備えた和室が少

数となっていた。

年代後半以降は、床の間保有率は 〜 ％台

で推移し、一定の水準にとどまっているが、 〜

年代前半にみられた水準には達していない。直

近の 年代の掲載事例においても、床の間保有率

はおおむね ％前後で推移しており、床の間の設置

以上のように、床の間保有率は 年代から

年代にかけて大きく変動しており、特に 年代後

半以降に大きな減少が確認される。

 和室数と広さの変化

年〜 年の掲載住宅から和室数の件数

件について整理した。

図 年代ごとの和室広さ分布（ ） ＝

図 年代ごとの和室広さ分布（ ）より、 年代後

半から 年代前半にかけては、 畳以上の和室が高

い割合を占めており、全体の約 〜 ％を構成してい

る。この時期は比較的広い和室が主要な位置づけを持

っており、掲載住宅においても独立性の高い伝統的な

広さの和室が確保されていたことが確認できる。一方

で、 畳未満の小規模な和室はほとんどみられず、全体

の数％に留まる。

年代後半から 年代にかけては、 畳以上の

割合が徐々に低下し、 ～ 畳や ～ 畳の中規模の和

室が増加する傾向がみられる。特に 年代前半で

は、 ～ 畳および ～ 畳が和室全体の ～ 度を占

める年代があり、従来よりも小規模な和室が主流とな

る変化が生じている。

年頃には ～ 畳の割合が最も高く、小規模化の

傾向が顕著に表れる時期となっている。この年代では

畳以上の比率が ％を下回り、和室面積の縮小が進

減少 微増 
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行したことを示している。 年代後半から 年

代にかけても、小規模～中規模の和室が中心となる状

況が継続する。 年代後半以降は、広さの分布が多

様化し、複数の区分に分散する傾向が確認される。特

に 年以降では、 畳以上の大規模和室の割合が維

持されつつも、 ～ 畳の中規模の割合が増加してお

り、広さ構成の多様化が進んでいる。

年時点では、 畳以上と ～ 畳が主要な構成比

を占める一方、 畳未満や ～ 畳の割合も一定程度存

在し、和室の広さのばらつきが最も大きい年代となっ

ている。近年の掲載住宅においては、和室が単一の面

積規模に収束することなく、多様な広さで採用されて

いる事が示された。

図 年代ごとの和室数変化 〜

図 は、和室を 室以上保有する住宅に限定した和

室数構成比の推移を示している。

年代後半から 年代前半までは 室および

室の和室を持つ住宅が主要構成を占めていたことがわ

かる。特に 〜 年頃には、 室構成が約 〜

％、 室構成が 〜 ％前後を占めていた。

しかし 年代に入ると、 室以上の和室を持つ住

宅は急速に減少し、 年代以降は ％台まで縮小し

ている。

さらに、 室以上の構成は 年代以前に限定され、

年代以降ではほとんど確認されない。これらの変

化から、和室の室数は 年代後半〜 年代前半

における複数室構成の時期を経て、 年代以降は

室構成へ収束し、 年代以降は採用そのものが減少

する方向へ進んだことが読み取れる。

（ ） 和室位置分類

表 和室の位置関係分類

図 和室の位置関係分類

図 和室位置分類年代別推移 〜

和室の位置関係を 〜 の分類に基づいて整理し、

年から 年までの年代別推移を分析した。

図 に示すとおり、調査期間全体を通して 型（

と直接接続しない独立型配置）が最も高い構成比を占

めている。特に 年代後半から 年までの 年

以上の期間において、 型の構成比には大きな確認さ

れる。

図 左： 型平面図 右： 型 平面図（『住宅特集』

年 月号より）

一方で、 年代以降の推移に着目すると、和室の

位置分類の構成比には顕著な変化が生じている。

図 より、 型（ に隣接）の構成比は 年代

前半から増加し始め、 年代後半には 型が全体

の半数以上を占める年が確認される。この結果は、調

査期間後半において と連続した和室配置が多く採

用されている状況を示しており、和室が居住空間の中

心となる との関係性を重視した配置として選択さ

れていることが読み取れる。

また、複数の和室を連続して配置する 型について

は、調査期間後半において 複数室を連続的に確保する

配置形式が採用される事例がわずかに減少しているこ

とを示している。同時に、 年代後半からは
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型・ 型・ 型など複数室構成や特殊配置形式の事例

が増加しており、分類の分散が進行していることが確

認される。

この結果は、和室の住宅内における配置位置が、調査

期間 〜 を通じて一定性と変化性の双方を持

ちながら変遷してきたことを示している。

（ ） 室名の変化

図 畳敷き居室の『和室』記載名年代変化 ＝

図 は、住宅特集に掲載された住宅における畳敷き居

室物件の中での、畳敷き居室の呼称として 「和室」と記

載された割合の年代別推移 を示したものである。グラフ

によると、 年から 年にかけて、畳敷き居室

を「和室」と表記する割合は 長期的な減少傾 向 を示

していることが確認できる。

年時点では約 ％前後の割合で「和室」の表記

が用いられていたが、その後 年代にかけて 〜

％台を推移し、 年には約 ％近い割合を示すな

ど、一定の上昇がみられた。しかし、 年以降は減

少傾向に転じ、 年には約 ％台前半まで低下して

いる。さらに、 年に一時的な上昇が確認されるも

のの、それ以降は再び低下を続け、 年には ％程

度にまで減少している。

以上の推移より、調査期間の後半において、畳敷き

居室が 「和室」という名称で明確に表記される割合

が縮小 していることが読み取れる。この結果は、畳

敷き居室が従来の「和室」としての確固とした独立し

た空間概念で示されるのではなく、用途や名称が多様

化している状況を示す指標となる。実際、近年の掲載

住宅では、「畳スペース」「畳コーナー」「小上がり」

等の別名称が採用されている事例が確認されており、

畳敷き空間の概念が変化していることと年代推移に対

応関係が認められる

・結論

住宅事例の分析では、 年以降、和室は設置率の

低下、面積の縮小、床の間の減少、名称の多様化、

連続配置の増加といった変化が確認された。和室の設

置率は 年の約 ％から 年には約 ％へ低下

し、床の間保有率も 年以降に急減している。

住宅における和室の縮小には、各時期の居住様式や

住宅事情の変化が影響しているとみられる。 〜

年頃には、比較的規模の大きい住宅事例が複数確

認され、独立型和室が多く採用されていた。床の間保

有率も ％前後で推移しており、この時期の掲載事例

では床の間を備えた和室が一定数確認される。これら

の時期は、結果として 年代後半から 年頃の

住宅事例と重なっており、和室が独立室 型 として

計画される構成が多くみられた。

年代前半以降の掲載事例では、住宅規模の縮小が

進んだ例が増加し、和室の構成にも変化が生じてい

る。 〜 畳規模の和室が主流となり、 に連続して配

置される事例が増加した点が特徴として整理される。ま

た、名称についても「和室」表記が減少し、「畳スペー

ス」「畳コーナー」「小上がり」など複数の名称が用いられ

る事例が確認されるようになった。

年代以降は、居住行為の中心が に集約され

る構成が多くみられ、和室は独立室ではなく補助空間

型 として扱われるケースが増えている。

住宅における和室の縮小が進む一方で、畳材の利用

形態には多様化がみられる。畳店へのヒアリングでは、

置き畳や小上がりのほか、畳表や畳縁を用いた生活用

品・装飾品など、従来の和室とは異なる形態で畳が取り

入れられる例が確認された。これらの製品や空間構成

は、和室が室単位で設けられる事例が減少する中でも、

畳材が継続して利用されている。

以上の点から、和室の室単位での減少が進む一方で、畳

材や畳要素は形式を変えながら、畳を基盤とした空 間

要素が多様な形態で存続している状況が把握できる。

・おわりに

本研究は『住宅特集』掲載事例を対象として和室の

変化を整理したが、雑誌掲載住宅は設計者の意図や施主

の価値観が強く反映される傾向にあり、一般住宅全体を

代表するサンプルとは言い難い点にある。したがって、

公的統計や住宅市場データとの比較を通じて、掲載事例

との傾向差をより精緻に検証する必要がある。第二に、

平面図からの判定には情報不足や曖昧さが残る事例が一

定数存在し、和室の有無や位置分類の判断が困難なケー

スが見受けられた。

さらに、平面情報のみでは和室の実際の使われ方や

住まい手の意識、価値観の変化を十分に捉えることが

できないため、生活実態調査やヒアリング調査を併用

した分析が今後の展望として挙げられる。
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型・ 型・ 型など複数室構成や特殊配置形式の事例

が増加しており、分類の分散が進行していることが確

認される。

この結果は、和室の住宅内における配置位置が、調査

期間 〜 を通じて一定性と変化性の双方を持

ちながら変遷してきたことを示している。

（ ） 室名の変化

図 畳敷き居室の『和室』記載名年代変化 ＝

図 は、住宅特集に掲載された住宅における畳敷き居

室物件の中での、畳敷き居室の呼称として 「和室」と記

載された割合の年代別推移 を示したものである。グラフ

によると、 年から 年にかけて、畳敷き居室

を「和室」と表記する割合は 長期的な減少傾 向 を示

していることが確認できる。

年時点では約 ％前後の割合で「和室」の表記

が用いられていたが、その後 年代にかけて 〜

％台を推移し、 年には約 ％近い割合を示すな

ど、一定の上昇がみられた。しかし、 年以降は減

少傾向に転じ、 年には約 ％台前半まで低下して

いる。さらに、 年に一時的な上昇が確認されるも

のの、それ以降は再び低下を続け、 年には ％程

度にまで減少している。

以上の推移より、調査期間の後半において、畳敷き

居室が 「和室」という名称で明確に表記される割合

が縮小 していることが読み取れる。この結果は、畳

敷き居室が従来の「和室」としての確固とした独立し

た空間概念で示されるのではなく、用途や名称が多様

化している状況を示す指標となる。実際、近年の掲載

住宅では、「畳スペース」「畳コーナー」「小上がり」

等の別名称が採用されている事例が確認されており、

畳敷き空間の概念が変化していることと年代推移に対

応関係が認められる
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住宅事例の分析では、 年以降、和室は設置率の

低下、面積の縮小、床の間の減少、名称の多様化、

連続配置の増加といった変化が確認された。和室の設

置率は 年の約 ％から 年には約 ％へ低下

し、床の間保有率も 年以降に急減している。

住宅における和室の縮小には、各時期の居住様式や

住宅事情の変化が影響しているとみられる。 〜

年頃には、比較的規模の大きい住宅事例が複数確

認され、独立型和室が多く採用されていた。床の間保

有率も ％前後で推移しており、この時期の掲載事例

では床の間を備えた和室が一定数確認される。これら

の時期は、結果として 年代後半から 年頃の

住宅事例と重なっており、和室が独立室 型 として

計画される構成が多くみられた。

年代前半以降の掲載事例では、住宅規模の縮小が

進んだ例が増加し、和室の構成にも変化が生じてい

る。 〜 畳規模の和室が主流となり、 に連続して配

置される事例が増加した点が特徴として整理される。ま

た、名称についても「和室」表記が減少し、「畳スペー

ス」「畳コーナー」「小上がり」など複数の名称が用いられ

る事例が確認されるようになった。

年代以降は、居住行為の中心が に集約され

る構成が多くみられ、和室は独立室ではなく補助空間

型 として扱われるケースが増えている。

住宅における和室の縮小が進む一方で、畳材の利用

形態には多様化がみられる。畳店へのヒアリングでは、

置き畳や小上がりのほか、畳表や畳縁を用いた生活用

品・装飾品など、従来の和室とは異なる形態で畳が取り

入れられる例が確認された。これらの製品や空間構成

は、和室が室単位で設けられる事例が減少する中でも、

畳材が継続して利用されている。

以上の点から、和室の室単位での減少が進む一方で、畳

材や畳要素は形式を変えながら、畳を基盤とした空 間

要素が多様な形態で存続している状況が把握できる。

・おわりに

本研究は『住宅特集』掲載事例を対象として和室の

変化を整理したが、雑誌掲載住宅は設計者の意図や施主

の価値観が強く反映される傾向にあり、一般住宅全体を

代表するサンプルとは言い難い点にある。したがって、

公的統計や住宅市場データとの比較を通じて、掲載事例

との傾向差をより精緻に検証する必要がある。第二に、

平面図からの判定には情報不足や曖昧さが残る事例が一

定数存在し、和室の有無や位置分類の判断が困難なケー

スが見受けられた。

さらに、平面情報のみでは和室の実際の使われ方や

住まい手の意識、価値観の変化を十分に捉えることが

できないため、生活実態調査やヒアリング調査を併用

した分析が今後の展望として挙げられる。
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寝屋川市の低湿地帯における民家から見えてくる​

地域景観の価値の再評価

1.研究の背景

寝屋川市は大阪府北東部・北河内地域の中心に位置

し、淀川支流の寝屋川沿いに発展してきた中規模都市

である。面積は約 24.70 ㎢で、古くから水に恵まれ、

農業・生活用水を支えるために多数の水路が整備され

てきた。市内には幹線・準幹線水路を合わせて 31 本の

主要水路が存在し、名称のない小規模水路も含めると、

その水路網は地域の景観と生活文化を支える重要な基

盤となってきた。

『寝屋川市史』には、地域特有の建築様式として「段

蔵」や「ひなだ」が記録されている。段蔵は敷地の一

部を一段高く造成して蔵を構える手法、ひなだは敷地

の高低差を設け水路の水を活用することを目指し、と

もに水環境と共存する生活の中で発展した知恵である。

これらの記述は、寝屋川の民家が水環境と密接に結び

つき形成されてきたことを示しており、本研究におけ

る重要な視点となった。

一方で、高度経済成長期以降の都市化・宅地開発・

道路整備の進展により水路の埋め立てや拡幅が進み、

民家の敷地構成や周辺景観は大きく変容しつつある。

『寝屋川市史』第 7 巻には 10 地区で 19 軒の民家が記

録されているが、近年では取り壊しや敷地再編が相次

ぎ、現存数は限られている。

しかし、寝屋川市低湿地帯には明治以前から存在し

ていた九箇荘村地域にも大規模農家や民家が残存して

おり、いくつかの民家は都市計画道路等による道路幅

員拡幅により、敷地の縮小や建築物間際まで道路が迫

ってくる事態も散見されるようになってきている。

写真 1 拡幅前民家 写真２拡幅後民家

本研究は、『寝屋川市史』に記載された民家の分布

と現状を把握し、市史掲載民家を含めて民家周辺の変

化を検証することで、民家と水路などの地域景観の価

値を再評価することを目的とする。

2．研究の目的

本研究では「寝屋川市史」に記載された民家と記載

されてはいないが、国登録有形文化財建造物に申請可

能築 50 年以上経ていると思われる民家を明治以前か

ら存在していた寝屋川市の低湿地帯の九箇荘村地域か

ら選択し、民家という建築的要素と周辺環境について

分類し、地域景観の特徴を抽出し市史に記載された建

物を含めて価値の再評価をすることを目的とする。

研究タイプ［論文］

222038 小林 立宜

指導員 伊熊 昌治

寝屋川市に淀川左岸と京阪電気鉄道の西側の低湿地

帯に位置するかつての九箇荘村周辺の民家を対象に民

家という建築物単独でなく、立地地形をはじめ旧道や

水路、段蔵、ひなだ、塀、庭木等の周辺環境との関係

に着目することとし、道路拡幅や宅地開発などの都市

整備計画が民家や周辺景観を変えてきた中で、まだ現

存している民家とその周辺環境について明治期あるい

はそれ以前の痕跡を残していることを明らかにし、今

後の民家と周辺環境と一体的に捉えた歴史的景観の評

価軸の一つの指標を見出すことを目的とする。

3．研究計画

本研究では、文献調査と現地調査を組み合わせた調

査を行った。

1）文献調査においては、『寝屋川市史』や古地図、ゼ

ンリン住宅地図などを活用し、地域の土地利用や集落

構造の変化を時系列的に把握した。また、国土地理院

の航空写真や旧版地図を参照し、特定の建物がいつ頃

から存在していたのか、その存続状況を確認した。こ

れらの資料を用いて、農村的な景観を有していた地域

が、都市化の進展によってどのように住宅地や市街地

へと変化していったのかを具体的に検討した。

2）現地調査では、まず『寝屋川市史』第 7 巻に記載さ

れている民家を参照し、その現存状況や跡地利用の実

態を把握する。現存する民家については、単独で残さ

れているのか、周辺の旧道や神社仏閣との位置関係に

も着目する。さらに、立地地形をはじめ旧道や水路、

段蔵、ひなだ、塀、庭木等市史にもみられる地域特有

の生活文化や環境との関わりを観察し、民家が置かれ

てきた地域的文脈を整理する。

現地調査の調査範囲は低湿地帯に位置する地域を対

象として、かつて九箇荘村を中心に広がっていたエリ

アから、現在も形をとどめる民家や、母屋は建て替え

られているが段蔵があり、かつて民家があったと思わ

れる建物を取り上げ、その特徴を把握する。内部の建

築的調査が困難な民家も多いため、建物自体だけでな

く、水路、旧道、長屋門、蔵、ひなだ、段蔵など周辺

環境との関係を重視し、低湿地帯特有の地形や生活の

痕跡を読み取ることを重視する。

市史に示された評価軸を基礎としながら、現地で確

認できる特徴を抽出することで、地域の民家を総合的

に捉えるための新たな評価項目を組み立て、再度その

評価軸で市史掲載民家の再評価を行うこととする。

さらに、文献調査を行い、地域的特徴を備えた民家

に価値づけを行う視点を形成する。文献調査で確認し

た残存可能性の高い民家については、航空写真と現況

図を参照し、地域に受け継がれてきた歴史的景観をよ
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り広い視点から把握することとする。

3．結果・考察

文献調査より、九個荘村を含む周辺の旧村は、いず

れも寝屋川流域の低湿地帯に位置しており、集落はこ

の環境条件のもとで形成されてきた。かつての九個荘

村では、低湿地でありながら生活の利便性を確保する

ため、水路の近くに民家が建ち並び、村内では水路・

旧道・神社等が生活や生産を支える重要な要素として

機能していた。これらの立地条件は、民家がどの場所

に建てられ、どのように集落が発展したのかを読み解

く上で不可欠な視点であると考えられる。

一方、戦後の都市化が進む中で、九個荘村をはじめ

とする旧村の多くは住宅地へと転換し、かつての集落

構造は大きく変化した。しかし、九個荘村の一部には

現在でも旧家や狭い路地、水路の痕跡が点在しており、

低湿地帯においてどのように民家を含めた村の環境・

景観が形成されていたのかを示す重要な要素として残

されている。

図 1 九個荘村とかつての集落と旧道プロット図

はじめに、寝屋川市に残る旧道に着目し、その分布

と周辺環境との関係を整理した。旧道周辺では、道路

形状や敷地割に近代以前の集落構造が残され、古い民

家のが確泊りの状況が確認された。一方で、都市化に

より旧道が消失した地区も多く、残存状況には地域差

が見られた。旧道は民家分布や歴史的景観を読み解く

上で重要な基盤であることが明らかとなった。

図 2 明治時代旧道 図 3 現代にある旧道

現地調査より、「寝屋川市史」では、市内の伝統的

民家建築を把握するために 34 件の民家が候補として

挙げられていたが、そのうち 19 件のみが代表例として

掲載されている。なお「寝屋川市史」では、掲載され

た 19 件について「本市に存在していた伝統的な民家建

築のおよそその傾向を示しえる、とすることは許され

よう」（1）と記載されている。

市史記載の 19 件を対象に現地調査・文献調査・住宅

地図・航空写真を用いて立地状況および周辺環境の現

状を検証した。その結果、5件が消滅し 14 件が確認で

きた。

すでに消滅している 5 件の民家は、跡地が駐車場・

更地・宅地へ転用されていたほか、小学校敷地の一部

や門として利用されている例も確認された。また、一

部では商店や小規模施設へと用途が変更されており、

従来の住居機能とは異なる都市空間の一部へ取り込ま

れたケースも見られた。これらの変化は、宅地造成・

道路拡幅といった都市基盤整備が進む中で、伝統的な

居住空間が近代的な都市構造へ置き換えられてきた過

程を反映していると考えられる。

次に九箇所村を対象として市史未掲載民家の現地調

査を行い、古くからあると思われる残存民家を 36 件抽

出した。この 36 件について、各々の民家について過去

の航空写真等にて存続期間の推定を行なった。その結

果どの民間も 1936 年の航空地図に写っており、これら

の民家を築 50 年以上の民家としてピックアップする

こととした。（以下これらの民家を「市史未記載民家」

と称する）

市史未記載民家について、『寝屋川市史』で用いら

れている評価軸を参考として評価項目の作成をおこな

った。市史における評価軸は

1）建物が「昔から存続しているか」 2）段蔵の有無

3）ひなだの有無 4）門の有無 5）長屋門の有無

6）土蔵の有無 7）入母屋造の有無

といった 7 項目の観点によって構成されている。

これらの評価軸は、単に建物の形式的特徴を示すだ

けでなく、地域の暮らしや地形条件、水害対策、集落

の歴史的発展と深く結びついた指標となっている。本

研究でもこの評価軸を基礎としつつ、現地調査で確認

できる要素を加味することで、市史に記載されていな

い民家が地域にどのように残存してきたのかを把握し、

その特徴を明確化した。

市史の評価軸に加えて、現地調査から得られた要素

を抽出し、6項目を設定した。これにより、市史に記

載されていない民家を新たな視点から抽出し、その歴

史的価値や空間的特徴を総合的に評価することを可能

とした。具体的には、以下のカテゴリーをもとに民家

の特徴を分類した。

1）自然堤防上に立地しているか

自然堤防は周囲より高く、かつて水害を回避するう
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り広い視点から把握することとする。

3．結果・考察

文献調査より、九個荘村を含む周辺の旧村は、いず

れも寝屋川流域の低湿地帯に位置しており、集落はこ

の環境条件のもとで形成されてきた。かつての九個荘

村では、低湿地でありながら生活の利便性を確保する

ため、水路の近くに民家が建ち並び、村内では水路・

旧道・神社等が生活や生産を支える重要な要素として

機能していた。これらの立地条件は、民家がどの場所

に建てられ、どのように集落が発展したのかを読み解

く上で不可欠な視点であると考えられる。

一方、戦後の都市化が進む中で、九個荘村をはじめ

とする旧村の多くは住宅地へと転換し、かつての集落

構造は大きく変化した。しかし、九個荘村の一部には

現在でも旧家や狭い路地、水路の痕跡が点在しており、

低湿地帯においてどのように民家を含めた村の環境・

景観が形成されていたのかを示す重要な要素として残

されている。

図 1 九個荘村とかつての集落と旧道プロット図

はじめに、寝屋川市に残る旧道に着目し、その分布

と周辺環境との関係を整理した。旧道周辺では、道路

形状や敷地割に近代以前の集落構造が残され、古い民

家のが確泊りの状況が確認された。一方で、都市化に

より旧道が消失した地区も多く、残存状況には地域差

が見られた。旧道は民家分布や歴史的景観を読み解く

上で重要な基盤であることが明らかとなった。

図 2 明治時代旧道 図 3 現代にある旧道

現地調査より、「寝屋川市史」では、市内の伝統的

民家建築を把握するために 34 件の民家が候補として

挙げられていたが、そのうち 19 件のみが代表例として

掲載されている。なお「寝屋川市史」では、掲載され

た 19 件について「本市に存在していた伝統的な民家建

築のおよそその傾向を示しえる、とすることは許され

よう」（1）と記載されている。

市史記載の 19 件を対象に現地調査・文献調査・住宅

地図・航空写真を用いて立地状況および周辺環境の現

状を検証した。その結果、5件が消滅し 14 件が確認で

きた。

すでに消滅している 5 件の民家は、跡地が駐車場・

更地・宅地へ転用されていたほか、小学校敷地の一部

や門として利用されている例も確認された。また、一

部では商店や小規模施設へと用途が変更されており、

従来の住居機能とは異なる都市空間の一部へ取り込ま

れたケースも見られた。これらの変化は、宅地造成・

道路拡幅といった都市基盤整備が進む中で、伝統的な

居住空間が近代的な都市構造へ置き換えられてきた過

程を反映していると考えられる。

次に九箇所村を対象として市史未掲載民家の現地調

査を行い、古くからあると思われる残存民家を 36 件抽

出した。この 36 件について、各々の民家について過去

の航空写真等にて存続期間の推定を行なった。その結

果どの民間も 1936 年の航空地図に写っており、これら

の民家を築 50 年以上の民家としてピックアップする

こととした。（以下これらの民家を「市史未記載民家」

と称する）

市史未記載民家について、『寝屋川市史』で用いら

れている評価軸を参考として評価項目の作成をおこな

った。市史における評価軸は

1）建物が「昔から存続しているか」 2）段蔵の有無

3）ひなだの有無 4）門の有無 5）長屋門の有無

6）土蔵の有無 7）入母屋造の有無

といった 7 項目の観点によって構成されている。

これらの評価軸は、単に建物の形式的特徴を示すだ

けでなく、地域の暮らしや地形条件、水害対策、集落

の歴史的発展と深く結びついた指標となっている。本

研究でもこの評価軸を基礎としつつ、現地調査で確認

できる要素を加味することで、市史に記載されていな

い民家が地域にどのように残存してきたのかを把握し、

その特徴を明確化した。

市史の評価軸に加えて、現地調査から得られた要素

を抽出し、6項目を設定した。これにより、市史に記

載されていない民家を新たな視点から抽出し、その歴

史的価値や空間的特徴を総合的に評価することを可能

とした。具体的には、以下のカテゴリーをもとに民家

の特徴を分類した。

1）自然堤防上に立地しているか

自然堤防は周囲より高く、かつて水害を回避するう
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えで、重要な居住地であったことから、この場所に建

つ民家は当時の集落形成の状況を示す指標となる。

図 4 自然堤防と旧河川

2）旧道に接しているか

旧道沿いの民家は、都市化以前の生活動線や集落の

展開を反映しており、地域における歴史的空間構造を

読み解くうえで重要である。

写真 3旧道と母屋 1 写真 4旧道と母屋 2

3）道路から母屋が見えるか

母屋が道路から確認できる民家は、現在の街並みの

中に伝統的な景観が残されていることを示し、景観資

源としての価値を持つ。

写真 5道路と母屋 1 写真 6道路と母屋 2

4）道路から庭や樹木が確認できるか

前庭や庭木が視認できる民家は、かつての敷地構成

や生活空間の特徴が保持されている可能性が高く、居

住空間の歴史性を把握する手がかりとなる。

写真 7庭がる民家１ 写真 8庭がある民家 2

5）水路に面しているか

水路に面する民家は、生活用水・農業用水・舟運な

ど、水路が生活・生産活動と密接に関わっていた地域

の特色を示すものである。

写真 9 水路がある民家 1 写真 10 水路がある民家２

6）氏神の氏子範囲内にあるか

氏子圏は旧村落の社会的範囲を表すため、その内部

に位置する民家は地域社会との歴史的連続性を保持し

ている可能性が高い。

これらの項目をもとに各民家を比較することで、市

史には記載されていない民家の中から、地域の歴史的

風景を支える「残存民家」としての価値を見出し、選

定していくこととした。

図 5 市史未掲載民家と周辺環境プロット図

図 6 市史掲載民家と周辺環境プロット図

低湿地帯にある市史掲載民家 7 件中の現存民家 5 件

と市史未掲載民家 36 件の計 41 件に、新たな評価軸を

当てはめて検討する。今回の分析では、両者がどのよ

うな特徴を示すのかを整理するため、以下の表に基づ

き比較を行う。また、市史に記載されている 19 件の民

家について、既存の評価軸に加え、本研究で新たに設

定した 6 項目（自然堤防・旧道・視認性・庭・水路・

氏子範囲）の視点から再評価を行った。

表 1市史の評価軸から見た低湿地帯の民家

表 2新たな評価軸から見た低湿地帯の民家

母母屋屋 母母屋屋

旧旧道道

民民家家
民民家家

旧旧道道

道道路路道道路路

植植栽栽植植栽栽

水水路路

水水路路
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計 13 個の評価時に当てはめ、各民家がどれだけの評

価軸に当てはまっているのかを確認した。

表 7 新、旧評価軸項目を満たす低湿地民家の分類

表 8 新、旧の評価軸に基づいた民家の分類

表 8 は、新旧それぞれの評価軸に基づいて民家を分

類した結果を示したものである。これを見ると、旧来

の評価軸で評価されていた民家は、新たな評価軸にお

いても同様に一定の評価を受けているものが多く、評

価の傾向には大きな違いは見られない。一方で、新た

な評価軸によって、旧評価軸では十分に評価されてこ

なかった民家にも価値が見出されている点が確認でき

る。このような評価の視点は、従来の評価軸では十分

に扱われてこなかった民家の価値を捉える手がかりと

なっており、民家が地域の歴史や生活環境の中で果た

してきた役割を考えるうえで有効であると考えられる。

以上のことから、新たな評価軸は、民家の周辺環境を

含めた多角的な評価を可能とする点において、有効だ

といえる。

九か所村域に残る低湿地の民家では、自然堤防や微

高地、水路沿いといった、水害を避けつつ生活の利便

性を確保できる立地が選ばれており、かつての土地利

用の知恵が反映されていた。また、水路近接の民家で

は、農業用水・生活用水・舟運として水路を利用して

いた痕跡が確認され、段蔵を備える民家も複数存在し

たことから、低湿地環境に適応するための地域特有の

建築技術が形成されていたことが分かった。

本調査では、民家と周辺環境要素との関係性につい

ては、神社との位置関係については一部で近接が確認

されたものの、分布全体として明確な関連性は認めら

れなかった。一方で、水路、旧道、自然堤防との関係

は多くの民家に共通して確認され、現在も残存してい

る残存民家のすべてが旧道沿いに立地していた。さら

に、自然堤防上に建てられている民家は、確認された

43 件中 21 件を占めており、一定の集中が見られた。

これらの結果から、地域の民家立地は、水害への対応

や生活動線を考慮した歴史的な環境条件のもとで形成

されてきたことがうかがえる。したがって、民家の立

地や存続には、神社よりも水路や旧道、自然堤防とい

った周辺環境要素が強く影響していると考えられる。

以上の検討から、寝屋川市に残る民家・水路・段蔵

は、個々の建築的価値を評価する対象であると同時に、

自然地形や旧道、水環境と結びついた生活空間の全体

像を示す重要な地域資源であるといえる。とりわけ、

市史未掲載民家の中には、地域の歴史的景観や生活文

化の継承に寄与する重要な事例が数多く含まれており、

それらを把握・記録し可視化することは、都市の歴史

的連続性を未来に引き継ぐ基盤となる。

以上から、民家に目を向けることは、都市化の中で

見えにくくなってしまった、地形・道・水路等と一体

となったもう一つの都市の姿を浮かび上がらせること

につながる。現在の町並みの背後に静かに残る“かつ

ての都市”を見える形にしていくことが、民家調査の

役割であり、その先に地域の記憶を未来へとつないで

いく可能性があるといえる。
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計 13 個の評価時に当てはめ、各民家がどれだけの評

価軸に当てはまっているのかを確認した。

表 7 新、旧評価軸項目を満たす低湿地民家の分類
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の評価軸で評価されていた民家は、新たな評価軸にお

いても同様に一定の評価を受けているものが多く、評

価の傾向には大きな違いは見られない。一方で、新た

な評価軸によって、旧評価軸では十分に評価されてこ

なかった民家にも価値が見出されている点が確認でき

る。このような評価の視点は、従来の評価軸では十分

に扱われてこなかった民家の価値を捉える手がかりと

なっており、民家が地域の歴史や生活環境の中で果た

してきた役割を考えるうえで有効であると考えられる。

以上のことから、新たな評価軸は、民家の周辺環境を

含めた多角的な評価を可能とする点において、有効だ

といえる。

九か所村域に残る低湿地の民家では、自然堤防や微

高地、水路沿いといった、水害を避けつつ生活の利便

性を確保できる立地が選ばれており、かつての土地利

用の知恵が反映されていた。また、水路近接の民家で

は、農業用水・生活用水・舟運として水路を利用して

いた痕跡が確認され、段蔵を備える民家も複数存在し

たことから、低湿地環境に適応するための地域特有の

建築技術が形成されていたことが分かった。

本調査では、民家と周辺環境要素との関係性につい

ては、神社との位置関係については一部で近接が確認

されたものの、分布全体として明確な関連性は認めら

れなかった。一方で、水路、旧道、自然堤防との関係

は多くの民家に共通して確認され、現在も残存してい

る残存民家のすべてが旧道沿いに立地していた。さら

に、自然堤防上に建てられている民家は、確認された

43 件中 21 件を占めており、一定の集中が見られた。

これらの結果から、地域の民家立地は、水害への対応

や生活動線を考慮した歴史的な環境条件のもとで形成

されてきたことがうかがえる。したがって、民家の立

地や存続には、神社よりも水路や旧道、自然堤防とい

った周辺環境要素が強く影響していると考えられる。

以上の検討から、寝屋川市に残る民家・水路・段蔵

は、個々の建築的価値を評価する対象であると同時に、

自然地形や旧道、水環境と結びついた生活空間の全体

像を示す重要な地域資源であるといえる。とりわけ、

市史未掲載民家の中には、地域の歴史的景観や生活文

化の継承に寄与する重要な事例が数多く含まれており、

それらを把握・記録し可視化することは、都市の歴史

的連続性を未来に引き継ぐ基盤となる。

以上から、民家に目を向けることは、都市化の中で

見えにくくなってしまった、地形・道・水路等と一体

となったもう一つの都市の姿を浮かび上がらせること

につながる。現在の町並みの背後に静かに残る“かつ

ての都市”を見える形にしていくことが、民家調査の

役割であり、その先に地域の記憶を未来へとつないで

いく可能性があるといえる。
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滋賀県の公共ホールにおける地域芸術文化への貢献の可能性について 

～中・小規模ホールの稼働率・催事・舞台形式の分析から～ 

研究のタイプ [論文] 
222092  森山 皓晟                                      

指導教員 伊熊 昌治 
 
1.研究の背景と目的 

公共ホールの歴史として、はじめは人が集まる場所

の必要性からホールが開館されるようになった。1990

年代は公共ホールの最盛期でコンサートホールを中心

に全国で 1000 近くのホールが開館した。その後、

2000 年代になると、アウトリーチ活動の普及や交流と

音楽を結びつけるという意識から公共ホールはコンサ

ートや演劇だけでなく、文化芸術によるプラットフォ

ームとしての役割が求められるようになった。このよ

うに、社会や価値観の変化に伴って、国民生活におけ

る芸術文化活動が改めて見直されている。こうした活

動の拠点となっている公共ホールの有効性を述べる際

には、どういった内容でどの程度利用されているかと

いった視点と、地域住民による積極的な活用がされて

いるかの視点の両方を考えていく必要がある。既往研

究をみると、公共ホールの整備１）やホールの利用に関

する研究２）など公共ホールを取り上げている論文は数

多くあるが、稼働率や催事、舞台形式について述べて

いる論文はほとんどない。 
そこで本研究では、公共ホールの市民利用と地域文

化活動をはじめとした利用実態に着目し、地域と関連

させた具体的な取り組みと活用実態を考察することで、

中・小規模ホールが地域芸術文化に貢献する可能性を

見出すことを研究目的とする。 
2.研究計画 

本研究は、滋賀県にある公共ホール 48 施設と他の

地域の公共ホールを調査対象とする。 
 調査方法としては、第一に、全国公立文化施設名 

簿３）をもとに滋賀県の公共ホールの施設概要を明確化

する。第二に、イベントスケジュールの分析からホー

ルの稼働率と利用実態、地域文化活動の実態を明らか

にする。稼働率は［稼働率＝{稼働日の合計日数/365

日－(休館日+メンテナンス休館日)}×100］で算出す

る。第三に、滋賀県のホールと他の地域のホールの稼

働率や催事の比較や滋賀県における公共ホールの稼働

率と舞台形式の関係を考察する。 
3.結果・考察 

3-1 滋賀県における公共ホールの分布とその特徴 

滋賀県には現在、48 の公共ホールが立地しており、

各施設の 500 席毎の席数分布をみると（図 1）、1～999

席の 1000 席以下の公共ホールが 48 施設中 40 施設と

約 8 割を占めている。また、1～499 席のホールは 28

施設あり、滋賀県においては、中・小規模ホールが最

も多く立地している点が特徴として挙げられる。 
公共ホールの分布の特徴として、大規模ホールは琵

琶湖沿岸部に集中している一方、県北部および東部に 

図 1 各施設の 500 席毎の席数分布       

は中・小規模ホールが多く分布している。公共ホール

数では長浜市が 8 施設、次に大津市が 7 施設、甲賀市

が 5 施設と続いている。また、300 席規模のホールに

ついても、長浜市が 7 施設と最多で、次に大津市、甲

賀市、彦根市、高島市、米原市が 2 施設と続いた。 

分布状況としては（図 2）、山岳地帯には整備されて

いない市町村がめだつものの、琵琶湖沿いの地域では

比較的多く分布するなど地域差がみられる。交通アク

セスとして、ホールは比較的、新幹線や電車といった

公共交通機関から近い距離に立地されており、来館所

のアクセスの問題を考慮して設置されている特徴が見

られた。また、車からのアクセスとして、交通 IC か

ら約 5 分の距離に立地されている施設も数多く立地し

ており、滋賀県には集客圏の広い公共ホールが多く立

地していることが明らかになった。 

 
図 2 滋賀県における公共ホールの分布 

（N＝48） 

（施設） 
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3-2 滋賀県における公共ホール数の推移と特徴 

公共ホール数の推移から（図 3）、滋賀県の公共ホー

ルの建築年は、1970 年代半ば以降である。施設数は

1975 年の建設以降年々増加しており、2008 年には県

内で 48 施設の公共ホールが建設された。 

公共ホールの建築年と年間設置数をみると、1988 年に

5 施設、1995 年と 1999 年に 4 施設と比較的多く建設

された。「1981～1990 年」「1991～2000 年」建設の施

設が 48 施設中 38 施設と約 8 割を占めている。この背

景としては、1980 年代からのハコもの行政の運営や

1980 年代後半から 1990 年代初頭のバブル景気といっ

た日本経済の変貌、文化芸術に関する方針による地域

文化振興への支援などさまざまな要因が挙げられる。 

図 3 滋賀県の公共ホール数の推移 

3-3 公共ホールの稼働率・催事の結果 

1） 稼働率 

収容人数と稼働率の関係をみると（図 4）、収容人数

が増加するにつれ、稼働率が低下する傾向があった。

また、少しの例外はあったものの、収容人数が 0～500

席のホールは 60％～80％の高い値に集中し、500～

1500 席のホールは 50％付近、1500 席～2000 席のホー

ルは 30％付近に分布し、0～500 人程度のホールの方

が稼働率は高くなっていることが確認できる。 

 近似曲線をみると、収容人数が多くなるにつれ、曲

線は右下がりを示し、稼働率が約 60％から 40％へと

低くなる傾向がある。その背景としては、ホールの維

持管理費の違いや催物の開催にあたる利用料金や大規

模イベント数と小規模イベント数の違いなどが考えら

れる。また、例外的な稼働率を示すホールに関しては、

立地条件やアクセスの悪さ、設備の老朽化などがホー

ルの稼働率に影響していると考えられる。 

図 4 収容人数と稼働率の関係 

2） 催事 

 滋賀県の公共ホールにおいて、地域文化活動が実施

されている数は 48 件中 27 施設であった。内訳として

は、「滋賀県芸術文化祭」「やわらぎの里フェスティバ

ル」など規模の大きい催物から「スケッチ展示」「西

浅井キラメキコンサート」など規模の小さい催物まで

幅広い規模の催事が確認できた。（図 5）をみると、市

町村を拠点に活動する合唱団や劇団のコンサートや文

化祭・フェスに利用されていることが多く、滋賀県の

地域文化活動においては、多くの来場者を見込める催

事が中心となっていることがうかがえる。 

図 5 地域文化活動カテゴリ別割合 

4.ヒアリング調査結果 

4-1 甲賀市甲南情報交流センターの利用実態と特性 

甲南情報交流センターの催物割合（表 1）をみると、

主に講座・教室、バレエやダンス練習等にホール（写

真 1）が利用されており、甲南太鼓という地元の登録

団体による和太鼓文化学習の利用率は 88.3％と全体の

約 9 割を占めていることが分かる。甲南太鼓の利用頻

度が高い要因として、この施設は甲南太鼓保存会とい

う地域団体の活動拠点となっているためである。 

ヒアリング調査から甲南情報交流センターは現在、

学芸員を置く予算・制度がなく、貸し館業務が中心と

なっていることが明らかとなった。甲南太鼓保存会に

よる貸し館利用が多いことは、甲賀市甲南情報交流セ

ンターならではの特徴といえる。 

表 1 甲南情報交流センターの催物割合 
イベント名(一部) 件数（n=223） ％ 

甲南太鼓 197 88.3 

伏木音楽教室 8 3.6 

バレエサークル 7 3.1 

夢の学習 6 2.7 

D fan Studio 5 2.3 

 
 写真 1 甲南情報交流センターのホール  

ハハココもものの行行政政

のの運運営営  

44％ 

 （12 件） 

30％ 

 （8 件） 

（3 件） 

 11％ 

（1 件） 

  4％ 

（3 件） 

  11％ 
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4-2 西宮市プレラホールの利用実態と特性 
西宮市プレラホール（写真 2）の利用実態としては、

コンサートや演奏会といった音楽イベントを中心に、

バレエ、公演、演劇、講演形式の講座など、幅広い催

事に利用されている。また、同ホールの稼働率は

73.2％と高い水準を示しており、比較的安定した利用

状況にあることが明らかとなった。 

その背景には、当施設ならではの地域の各芸術文化

団体、教育機関、自治体等との連携を図りながら、催

事を実施するという、当施設独自の運営方針が大きく

影響していると考えられる。さらに、主催者区分に着

目し、滋賀県の公共ホールとの比較をすると、当施設

では自主事業の割合が高く、「20 歳のコンサート」と

いう市民が参加する企画を多く推進している点が特徴

である。 

以上のことから、西宮市プレラホールは、高い稼働

率を維持しつつ、自主事業を通じて地域と密接に関わ

る運営を行っている公共ホールであると位置づけられ

る。 

写真 2 西宮市プレラホール 

5.滋賀県における公共ホールの舞台形式と稼働率 

5-1 滋賀県における舞台形式の分析結果 

ホール全体の舞台形式の内訳（表 2）をみると、プ

ロセニアム形式が最も多く、全体の約 68％（42 件）

を占めている。次いで、平土間形式が約 16％（10 件）、

その他の形式が約 11％（7 件）、そして平土間＋プロ

セニアム形式が約 5％（3 件）となった。この結果か

ら、滋賀県のホールではプロセニアム形式が主流であ

ることが分かる。また、この傾向は全国的な水準約

70％（全国公立文化施設名簿３）より）と概ね一致して

いることも明らかになった。 

500 人以下のホール（表 3）は、プロセニアム形式

が 25 件（約 58％）と全体の過半数を占めていること

が明らかとなった。この結果から、500 人以下のホー

ルにおいても舞台と客席を分けたプロセニアム形式が

主流であることが確認された。一方で、平土間と平土

間＋プロセニアム形式を合わせた割合が 2 割程度存在

しており、500 人以下のホールでは、「多目的利用」や

「可変的な空間利用」を重視していることが示された。 

300 人以下のホール（表 4）では、最も多かったの

は平土間形式で 9 件（約 50％）、次いでプロセニアム

形式が 6 件（約 33％）という結果になった。この結果

から、300 人以下の小規模ホールでは平土間形式が主

流であるといえる。以上のことから、300 人以下の小

規模ホールは、500 人ホールや大規模ホールと比較し

て、多目的利用を重視する傾向が強いことが分かる。 

図 6 から、滋賀県のホールにおいては、ホールの客

席規模が小さくなるにつれて、プロセニアム形式の割

合は減少し、平土間形式の割合が増加する傾向が確認

できる。この傾向は、小規模ホールが地域住民の文化

活動や多目的利用を想定し、柔軟な空間構成を求めら

れていることを反映していると考えられる。 

表 2 ホール全体の舞台形式の内訳 

座席形態 件数（N＝62） 割合（％） 

平土間 10 16 

プロセニアム 42 68 

平土間＋プロセニアム 3 5 

その他 7 11 

表 3 500人以下のホールの舞台形式の内訳 

座席形態 件数（N＝43） 割合（％） 

平土間 10 24 

プロセニアム 25 58 

平土間＋プロセニアム 1 2 

その他 7 16 

表 4 300人以下のホールの舞台形式の内訳 
座席形態 件数（N＝18） 割合（％） 

平土間 9 50 

プロセニアム 6 33 

平土間＋プロセニアム 0 0 

その他 3 17 

     図 6 ホール別舞台形式の割合 

5-2 0～550人以下のホールの稼働率と舞台形式関係 

滋賀県における 0～550 人以下のホールの稼働率と

収容人数の関係（図 7）ついて、舞台形式との関係性

を分析した結果を以下に示す。 

まず、稼働率が近似曲線より高い施設について、舞

台形式を分類したところ、プロセニアム形式が 12 施

設、平土間形式が 9 施設、その他が 5 施設と続いた。

全体の舞台形式の内訳としては、プロセニアム形式が

46％（26 施設中 12 施設）、平土間形式が 35％（26 施

設中 9 施設）、その他が 19％（26 施設中 5 施設）とい

う結果になった。 

一方、稼働率が近似曲線より低い施設について、舞

台形式を分類した結果、プロセニアム形式が 14 施設、

16           68         5  11 

24             58       2  16 

50          33    0   17 
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平土間形式が 3 施設、平土間＋プロセニアム形式が 1

施設、その他が 2 施設と続いた。全体の舞台形式の内

訳をみると、プロセニアム形式が 70％（20 施設中 14

施設）、平土間形式が 15％（20 施設中 3 施設）、その

他が 10％（20 施設中 2 施設）、平土間＋プロセニアム

形式が 5％（20 施設中 1 施設）という結果になった。 

以上の結果を比較すると、稼働率が近似曲線より高

い施設は平土間形式が多く存在しているのに対し、稼

働率が近似曲線より低い施設はプロセニアム形式の割

合が高くなっていることが明らかとなった。 

このことから、滋賀県の公共ホールにおいては、稼

働率の高低と舞台形式には一定の関連性があることが

示され、0～550 人以下の公共ホールの稼働率にバラつ

きが生じている要因の 1 つとして、ホールの舞台形式

が利用のしやすさや多目的性に影響を与えていること

が明らかになった。 

図 7 0～550人以下のホールの稼働率と収容人数の関係 

6.結論 

 本研究では、滋賀県に立地する公共ホールを対象と

して、施設規模、稼働率、催事内容、舞台形式に着目

した分析を行い、中・小規模ホールが地域芸術文化に

貢献する可能性について考察した。 

 まず、公共ホールの歴史的変遷と社会的役割の変化

を整理し、近年の公共ホールには単なる公演施設とし

ての機能にとどまらず、地域文化活動の拠点としての

役割が求められていることを示した。 

 次に、滋賀県における公共ホールの分布や建設年代

の特徴を明らかにし、県内では 1000 席未満の中・小

規模ホールが約 8 割を占めていることを確認した。ま

た、稼働率分析の結果から、収容人数が少ないホール

ほど稼働率が高い傾向が確認され、特に 0～500 席規

模のホールが安定した利用状況にあることが明らかに

なった。さらに、地域に関連した文化活動が多くの施

設で実施されていることから滋賀県の公共ホールが地

域住民による文化活動の拠点として機能している実態

が示唆された。 

 さらに、ヒアリング調査を通じて、運営方針や利用

主体の違いがホールの利用実態に与える影響を考察し

た。その結果、地域住民が参加する自主事業を積極的

に展開していることや地域の各芸術文化団体、教育機

関、自治体等との連携を図りながら、催事を実施して

いる施設では、高い稼働率が維持されていることが確

認できた。 

 最後に滋賀県の公共ホールにおける舞台形式の分析

を行い、全体としては、プロセニアム形式が主流であ

る一方、中・小規模ホールでは平土間形式の割合が高

まる傾向が確認された。また、0～550 席規模のホール

を対象とした分析から、稼働率が高い施設では平土間

形式を有する割合が比較的高いことが明らかとなり、

舞台形式と稼働率との間には一定の関連性があること

が示唆された。 
 以上の結果から、滋賀県における中・小規模ホール

では、現在、多くの地域文化活動が実施されており、

そういった施設の稼働率をさらに高くすることがホー

ルにおける地域の芸術文化への貢献の可能性であると

考える。そのためには、現在、ホールの舞台形式が施

設規模に関わらず、プロセニアム形式が主流となりつ

つあるが、多目的利用に対応しやすい平土間形式での

空間構成を取り入れること、また、ホールと地域の各

芸術文化団体、教育機関、自治体等で連携を図りなが

ら、催事を実施すること、さらに、貸し館の業務だけ

でなく、市民参加を促す自主事業の運営・企画を行う

ことが必要であろう。 
おわりに 

今、滋賀県には現在 1970 年代に建設された施設が

複数あり、その多くは築 50 年がたち、守山市のホー

ルを筆頭に改修・建替えの時期にきている。 

ヒアリング調査結果から、甲南情報交流センターで

は、舞台形式が平土間＋プロセニアム形式となってお

り、ここでは甲南太鼓という地域に根ざした地域文化

活動が行われていた。このことから、滋賀県における

今後の公共ホールの整備については、コンサートや舞

台、公演などの集客を目的とする 1000 席を超えるホ

ールも必要であるが、平土間およびプロセニアムで利

用でき、地域に根ざしたイベントが開催できる公共ホ

ールが必要であるのではないかと考える。 

ホールの運営に関しては、ヒアリング調査結果から

西宮市プレラホールのように、地域の各芸術文化団体、

教育機関、商業施設、地域の自治体等と連携をし、地

域についての理解を深め、それを市民にフィードバッ

クして地域の芸術文化を牽引することが重要であると

考える。 
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頸部への接触冷却が生理心理反応に与える影響に関する研究                            
研究のタイプ [論文] 
222064   冨谷 隼太                                      

指導教員  宮本 征一 
 
研究の背景と目的                 
近年、夏季の室内環境においては、快適性を確保し

つつエネルギー消費を抑制する空調運用が求められて

いる。一般的な空調制御は長時間在室する人を前提と

して設定されることが多いが、屋外から移動してきた

直後の人は、外気温の影響や移動に伴う代謝の上昇に

より在室者とは異なる温冷感を抱く場合がある。特に

暑熱環境下では、入室後もしばらく暑さや発汗が持続

する。このような状態は、冷房設定温度を必要以上に

低下させる要因ともなり、省エネルギーの観点からも

改善すべき課題である。入室直後の温冷感は、屋外で

受けた熱負荷や活動量の影響が残るため、室内の設定

温度を一定に保っても在室者と同様の快適性が得られ

にくい。 
岩田らは、屋外歩行後に 24℃および 26℃の採涼空

間へ 5〜20分滞在させる曝露実験を行い、特に気流併
用条件では温熱的不快が短時間で緩和されることを示

している 1)。また、須藤らは、歩行後にパーソナル空

調を使用させた実験により、約 5〜10分で温熱的中立
に達することを確認し、活動直後の短時間冷却の有効

性を報告している 2)。 
これらの研究から、移動直後に生じる強い暑熱感を

効率的に緩和するためには、採涼空間や局所冷却によ

る短時間の冷却手法が有効であることが示されている。

頸部装着型のクールリングは、電力を必要とせず、一

定時間冷たさを持続できることから、手軽な個人冷却

手法として広く普及している。しかし、その効果は、

融点条件や装着者の状態、屋外から室内への移動過程

などの影響を受けると考えられ、実際の使用場面を想

定した評価は十分に行われていない。 
そこで本研究では、屋外から屋内へ移動してきた直

後の学生を対象に、融点の異なる 2種類のクールリン
グを用いて、生理心理反応の変化を実測調査により明

らかにすることを目的とする。 
研究計画 
実測調査は、2025年 7月 29日～9月 30日の平日に

かけて、建築学科の学生を対象に実施した。また、協

力者が通学直後に暑さを感じ、クールリングをつけた

いと感じた日に参加するものとした。クールリングは

融点 18℃・28℃の 2種類とし、冷蔵庫相当の 5℃で温
冷庫に保管しているものとする。 
表 1に参加した協力者の個人属性を示す。協力者に

は、事前に実測調査当日の説明を行い、個人属性（性

別、体質、室温・着衣の好み）および通学時の経路と

手段に関するアンケートに記入させた。 
環境側の測定は、おんどとり（TR-72Ui）を外気 1

点と 7つのゼミ室に設置し、10分間隔で温湿度を記録

した。図 1におんどとりを設置した場所を示す。 
人体側では放射温度計（AD-5617WP）を用い、協力

者自身が頸部皮膚温を 3回測定し、最も低い値を採用
した。また心理申告は、全身の熱的快適感、全身温冷

感、発汗感、頸部の熱的快適感、頸部の接触温冷感を

0-100の直線尺度を用いて申告させた。さらに、協力
者に測定日ごとの作業内容と着衣を記入させた。表 2
に示すように着衣量は ISO-9920に準じて算定した。 
図 2に実測調査の手順を示す。協力者は、通学直後

に受付場所である Aゼミ室に入室後、まずクールリン
グ装着前の心理申告および頸部の皮膚温の測定をさせ

た。クールリングを装着直後に同様の申告・測定をさ

せ、各自の作業するゼミ室に移動して作業を行いなが

ら、同様の申告および測定を 6回繰り返し、計 8回行
わせた。 
実測調査に際しては、協力者が誤りなく申告・測定 

を行えるよう、事前に手順書を配布し説明を行った。 
実測調査当日も申告・測定手順、記入項目、注意事項

の確認も行った。 
協力者が作業するゼミ室の申告・測定タイミングは、

融点 18℃のクールリングでは、着座直後（0分）、そ
の後約 1〜2分、10〜15分、20〜25分、30〜35分、冷
たさを感じなくなった時点とした。融点 28℃のクール 
リングでは、着座直後（0分）、その後 5〜10分、30〜 

 

表 1 個人属性 
協力者 性別 暑がり 寒がり 冷え性 汗かき 室温の好み 着衣の好み

AA 男性 ③ ① ② ② ④ ④

AB 男性 ③ ② ④ ③ ② ③

AC 男性 ④ ① ① ③ ④ ③

AD 男性 ② ③ ④ ③ ④ ④

AE 男性 ② ② ④ ③ ③ ③

AF 男性 ④ ④ ③ ④ ④ ⑤

AG 男性 ④ ③ ④ ④ ② ③

AH 男性 ① ③ ③ ③ ④ ⑤

AI 男性 ④ ③ ④ ③ ④ ②

BA 男性 ② ③ ④ ② ④ ③

BB 女性 ② ① ② ④ ② ②

CA 男性 ② ② ④ ④ ④ ④

CB 男性 ④ ③ ③ ④ ② ③

DA 男性 ② ② ④ ② ③ ②

EA 男性 ② ④ ④ ③ ⑤ ⑤

FA 女性 ③ ② ③ ③ ④ ③

FB 男性 ② ③ ② ① ④ ④

FC 男性 ④ ③ ② ② ④ ⑤

GA 男性 ③ ③ ④ ② ④ ④

GB 男性 ② ④ ② ② ⑤ ④

GC 女性 ② ④ ② ② ③ ④

GD 男性 ③ ② ③ ③ ③ ②

室温の好み　①高め　②やや高め　③どちらでもない　④やや低め　⑤低め

着衣の好み　①厚着　②やや厚着　③どちらでもない　④やや薄着　⑤薄着

　　　　体質　　　①とても○○　②○○　③やや○○　④○○ではない
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35分、60〜65分、90〜95分、冷たさを感じなくなっ
た時点とした。 
実測調査中は、外気の影響を避けるため、協力者に

はゼミ室内で作業をしてもらい、外出はしないよう指

示した。 
放射温度計の測定精度向上のため、誤差確認の実験

で断熱容器に 25℃、35℃、45℃の水を 16台の放射温
度計を用いて測定し、補正した。 
結果・考察 
表 3に、協力者 22人のクールリング使用回数、通

学手段、作業内容を示す。 
以下の考察は、延べ 106人の装着前から冷たさが消

えた時までの計 8回の測定・申告データを用いて分析
した。頸部の接触温冷感と頸部の熱的快適感の申告は

装着後にさせたため、頸部の心理申告との関係に関し

ては、装着後からの計 7回のデータを用いて、考察す
ることとした。 
図 3に、頸部の皮膚温差の経時変動を示す。頸部の

皮膚温差は、クールリング装着前との差とした。その

結果、2つの融点条件ともに、クールリング装着直後
には頸部皮膚温の急激な低下がみられ、その後は時間

の経過とともに徐々に装着前の皮膚温に近づいた。全

協力者において最大で低下した頸部の皮膚温の平均を

比較すると、融点 18℃条件では-7.2℃、融点 28℃条件
では-4.6℃となり、融点 18℃条件の方が大きく低下し
たことが分かった。また、融点 18℃条件は融点 28℃
条件より長く頸部の皮膚温の低下が続き、融点 28℃条
件の方が融点 18℃条件より頸部の接触温冷感の冷たさ
は長時間続くことが分かった。これは、融点 18℃クー
ルリングがより低い温度で一定時間維持され、融点

28℃クールリングは高い温度で維持され、冷たさは長
く感じたと考えられる。しかし、一人の協力者の融点

28℃条件は装着直後に皮膚温の上昇がみられてしまっ
た。 
 図 4に、外気温または室温と頸部の皮膚温の関係を
示す。装着前は、通学直後で外気の影響を受けている

ため横軸を外気温とし、装着後は横軸を室温とした。

相関係数は、融点 18℃条件で 0.37、融点 28℃条件で
0.29となり、2つの融点条件ともに、正の相関がみら
れ、装着前より装着後の方が頸部の皮膚温は低くなる

ことが分かった。 
図 5に、頸部の皮膚温差と頸部の接触温冷感の関係

を示す。相関係数は、融点 18℃条件で 0.56、融点
28℃条件で 0.62となり、2つの融点条件ともに負の相
関がみられた。これらのことから、頸部の皮膚温が下

がると頸部の接触温冷感は冷たくなることが明らかと

なった。2つの融点条件の比較では、融点 18℃条件の
方が頸部の皮膚温の低下は大きいものの、頸部の接触

温冷感は 2つの融点条件で明確な差がみられなかった
ため、融点 18℃条件の皮膚温の低下は過剰であり、高
い融点である融点 28℃条件でも接触冷却は十分であっ
たと考えられる。 

F
ゼミ

D
ゼミ

C
ゼミ

B
ゼミ

E
ゼミ

渡り
廊下

N★ ゼミ室のおんどとり設置場所
☆ 外気のおんどとり設置場所

G
ゼミ

A
ゼミ  

図 1 8 号館 3 階の平面図 
 

表 2 着衣量リスト（clo）ISO-9920 
パンツ0.04　パンティ＆ブラ0.04

タンクトップ0.06　Tシャツ(下着)0.10

シャツ/ブラウス
半袖Tシャツ(薄手0.10・普通地0.12)　半袖シャツ0.19
軽量女性長袖ブラウス0.15　半袖セーター0.28　長袖シャツ0.25

ズボン
短パンツ(膝上)0.08　短パンツ(膝下)0.11　長ズボンの薄手0.20
長ズボンの普通地0.25　長ズボンの厚手0.28　スウェットパンツ0.30

ドレス/スカート 薄手スカート(夏用)0.15　軽量半袖ドレス0.29

セーター 袖なし0.22　半袖0.20　

ジャケット 夏用軽量ジャケット0.25

付加物

靴下0.02　厚手短靴下0.05　厚手長靴下0.10　ナイロンストッキング0.03
薄底靴0.02　厚底靴0.04　ブーツ0.10　手袋0.05　帽子0.01　サンダル
0.02
スリッパ0.03

アンダーウェア(下着)

 
 

・ ・・・ ・・
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図 2 実測調査の手順 

 
表 3 協力者のクールリング使用回数と 

通学手段と作業内容 

18℃ 28℃

AA 2 2 バス20分 PC作業

AB 3 3 自転車15分 PC作業

AC 6 8 自転車5分 PC作業・勉強

AD 7 7 自転車15分 PC作業・勉強

AE 3 5 自転車15分 PC作業・勉強

AF 4 3 自転車10分 PC作業・雑談

AG 1 1 バス30分 勉強

AH 1 0 バス13分 勉強

AI 2 1 自転車10分 PC作業・スマホ・勉強

BA 1 2 自転車15分 PC作業・勉強

BB 1 1 自転車15分 PC作業・模型製作

CA 1 0 自転車40分 雑談

CB 7 4 自転車15分 PC作業・勉強

DA 3 1 自転車15分 PC作業・勉強・スマホ

EA 1 1 自転車25分 PC作業・食事

FA 1 0 自転車15分 PC作業

FB 4 3 自転車30分 PC作業

FC 2 2 自転車15分 PC作業・模型作業

GA 2 1 自転車15分 PC作業

GB 3 2 バイク20分 PC作業・雑談

GC 1 1 バス15分 勉強・食事・スマホ

GD 1 1 バス25分 PC作業・雑談・スマホ

協力者
融点

直近の通学手段と時間 主な作業内容
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35分、60〜65分、90〜95分、冷たさを感じなくなっ
た時点とした。 
実測調査中は、外気の影響を避けるため、協力者に

はゼミ室内で作業をしてもらい、外出はしないよう指

示した。 
放射温度計の測定精度向上のため、誤差確認の実験

で断熱容器に 25℃、35℃、45℃の水を 16台の放射温
度計を用いて測定し、補正した。 
結果・考察 
表 3に、協力者 22人のクールリング使用回数、通

学手段、作業内容を示す。 
以下の考察は、延べ 106人の装着前から冷たさが消

えた時までの計 8回の測定・申告データを用いて分析
した。頸部の接触温冷感と頸部の熱的快適感の申告は

装着後にさせたため、頸部の心理申告との関係に関し

ては、装着後からの計 7回のデータを用いて、考察す
ることとした。 
図 3に、頸部の皮膚温差の経時変動を示す。頸部の

皮膚温差は、クールリング装着前との差とした。その

結果、2つの融点条件ともに、クールリング装着直後
には頸部皮膚温の急激な低下がみられ、その後は時間

の経過とともに徐々に装着前の皮膚温に近づいた。全

協力者において最大で低下した頸部の皮膚温の平均を

比較すると、融点 18℃条件では-7.2℃、融点 28℃条件
では-4.6℃となり、融点 18℃条件の方が大きく低下し
たことが分かった。また、融点 18℃条件は融点 28℃
条件より長く頸部の皮膚温の低下が続き、融点 28℃条
件の方が融点 18℃条件より頸部の接触温冷感の冷たさ
は長時間続くことが分かった。これは、融点 18℃クー
ルリングがより低い温度で一定時間維持され、融点

28℃クールリングは高い温度で維持され、冷たさは長
く感じたと考えられる。しかし、一人の協力者の融点

28℃条件は装着直後に皮膚温の上昇がみられてしまっ
た。 
 図 4に、外気温または室温と頸部の皮膚温の関係を
示す。装着前は、通学直後で外気の影響を受けている

ため横軸を外気温とし、装着後は横軸を室温とした。

相関係数は、融点 18℃条件で 0.37、融点 28℃条件で
0.29となり、2つの融点条件ともに、正の相関がみら
れ、装着前より装着後の方が頸部の皮膚温は低くなる

ことが分かった。 
図 5に、頸部の皮膚温差と頸部の接触温冷感の関係

を示す。相関係数は、融点 18℃条件で 0.56、融点
28℃条件で 0.62となり、2つの融点条件ともに負の相
関がみられた。これらのことから、頸部の皮膚温が下

がると頸部の接触温冷感は冷たくなることが明らかと

なった。2つの融点条件の比較では、融点 18℃条件の
方が頸部の皮膚温の低下は大きいものの、頸部の接触

温冷感は 2つの融点条件で明確な差がみられなかった
ため、融点 18℃条件の皮膚温の低下は過剰であり、高
い融点である融点 28℃条件でも接触冷却は十分であっ
たと考えられる。 
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表 2 着衣量リスト（clo）ISO-9920 
パンツ0.04　パンティ＆ブラ0.04

タンクトップ0.06　Tシャツ(下着)0.10

シャツ/ブラウス
半袖Tシャツ(薄手0.10・普通地0.12)　半袖シャツ0.19
軽量女性長袖ブラウス0.15　半袖セーター0.28　長袖シャツ0.25

ズボン
短パンツ(膝上)0.08　短パンツ(膝下)0.11　長ズボンの薄手0.20
長ズボンの普通地0.25　長ズボンの厚手0.28　スウェットパンツ0.30

ドレス/スカート 薄手スカート(夏用)0.15　軽量半袖ドレス0.29

セーター 袖なし0.22　半袖0.20　

ジャケット 夏用軽量ジャケット0.25

付加物

靴下0.02　厚手短靴下0.05　厚手長靴下0.10　ナイロンストッキング0.03
薄底靴0.02　厚底靴0.04　ブーツ0.10　手袋0.05　帽子0.01　サンダル
0.02
スリッパ0.03

アンダーウェア(下着)
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図 2 実測調査の手順 

 
表 3 協力者のクールリング使用回数と 

通学手段と作業内容 

18℃ 28℃

AA 2 2 バス20分 PC作業

AB 3 3 自転車15分 PC作業

AC 6 8 自転車5分 PC作業・勉強

AD 7 7 自転車15分 PC作業・勉強

AE 3 5 自転車15分 PC作業・勉強

AF 4 3 自転車10分 PC作業・雑談

AG 1 1 バス30分 勉強

AH 1 0 バス13分 勉強

AI 2 1 自転車10分 PC作業・スマホ・勉強

BA 1 2 自転車15分 PC作業・勉強

BB 1 1 自転車15分 PC作業・模型製作

CA 1 0 自転車40分 雑談

CB 7 4 自転車15分 PC作業・勉強

DA 3 1 自転車15分 PC作業・勉強・スマホ

EA 1 1 自転車25分 PC作業・食事

FA 1 0 自転車15分 PC作業

FB 4 3 自転車30分 PC作業

FC 2 2 自転車15分 PC作業・模型作業

GA 2 1 自転車15分 PC作業

GB 3 2 バイク20分 PC作業・雑談

GC 1 1 バス15分 勉強・食事・スマホ

GD 1 1 バス25分 PC作業・雑談・スマホ

協力者
融点

直近の通学手段と時間 主な作業内容
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図 6に、頸部の皮膚温差と頸部の熱的快適感の関係 
を示す。相関係数は、融点 18℃条件で 0.15、融点
28℃条件で 0.21となり、2つの融点条件ともに負の相
関がみられ、頸部の皮膚温の低下するほど頸部の熱的

快適感が快適側を申告した。しかし、相関は弱く、こ

れは一部の協力者で頸部の皮膚温の低下するほど頸部

の熱的快適感が不快側を申告したためだと考えられる。

2つの融点条件の比較では、融点 18℃条件の方が頸部
の皮膚温の低下は大きいが、頸部の熱的快適感は明確

な差がみられなかった。 
図 7に、頸部の接触温冷感と頸部の熱的快適感の関

係を示す。相関係数は、融点 18℃条件で 0.26、融点
28℃条件で 0.48となり、2つの融点条件ともに正の相
関がみられ、頸部の接触温冷感が冷たいほど頸部の熱

的快適感が快適側の申告をした。しかし、融点 18℃条
件は相関が弱く、これは一部の協力者で頸部の接触温

冷感が冷たいほど頸部の熱的快適感が不快側の申告を

したためだと考えられる。   
図 8に、頸部の接触温冷感と全身温冷感の関係を示

す。相関係数は、融点 18℃条件で 0.40、融点 28℃条
件で 0.48となり、2つの融点条件ともに正の相関がみ
られ、多くの協力者で装着直後は頸部の接触温冷感が

冷たいと申告しているが通学直後のため外気の影響が

まだ残っており、全身温冷感が暑い側を申告した。し

かし、全身温冷感で暑い側を示すだけではない協力者

もおり、協力者を 4 つに分類した。分類した 1 つ目は、
22名中 7名の協力者で 2つの融点条件ともに通学直後
において全身温冷感が暑い側の申告となった。2つ目
は、22名中 5名の協力者が、複数回の実測調査を行っ
てもらった中で 2つの融点条件ともに通学直後におい
て寒い側の申告がみられた。3つ目は、22名中 5名の
協力者が、複数回の実測調査を行ってもらった中、融

点 18℃条件で、寒い側の申告がみられた。4つ目は、
22名中 5名の協力者が、複数回の実測調査を行っても
らった中、融点 28℃条件で寒い側の申告がみられた。 
図 9に、全身温冷感と全身の熱的快適感の関係を示

す。相関係数は、融点 18℃条件で 0.68、融点 28℃条
件で 0.55となり、2つの融点条件で負の相関がみられ
た。これらのことから、全身温冷感が暑い側になると

全身の熱的快適感は不快側の申告になることが明らか

となった。2つの融点条件の比較では、明確な差がみ
られなかった。 
図 10に、頸部の熱的快適感と全身の熱的快適感の

関係を示す。相関係数は、融点 18℃条件で 0.28、融点
28℃条件で 0.24となり、2つの融点条件ともに正の相
関がみられ、頸部の熱的快適感が快適側になるほど全

身の熱的快適感が快適側を申告した。しかし、相関が

弱く、これは頸部の熱的快適感が快適側になるほど全

身の熱的快適感が不快側になる協力者もみられたため

だと考えられる。2つの融点条件の比較では、頸部の
熱的快適感と全身の熱的快適感ともに明確な差はみら

れなかった。 
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図 3 頸部の皮膚温差の経時変動 
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図 4 外気温または室温と頸部の皮膚温の関係 
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図 5 頸部の皮膚温差と頸部の接触温冷感の関係 
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図 6 頸部の皮膚温差と頸部の熱的快適感の関係 
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結論 
本研究では、屋外から屋内へ移動してきた直後の学

生を対象に、融点の異なる 2種類のクールリングを装
着することで、局所冷却が生理心理反応に与える影響

を明らかにすることを目的に、実測調査を行った。 
その結果、頸部の皮膚温は、2つの融点条件ともに

装着直後に急激な低下がみられ、融点 18℃条件は融点
28℃条件よりも低下が大きく、頸部の皮膚温の低下も
長く続いた。しかし、頸部の接触温冷感の冷たさは、

融点 28℃条件の方が長時間続くことが分かった。外気
温または室温と頸部の皮膚温の関係では、正の相関が

みられ、装着前より装着後の方が頸部の皮膚温は低く

なることが分かった。頸部の皮膚温差と頸部の接触温

冷感の関係は、頸部の皮膚温が下がると頸部の接触温

冷感は冷たくなる傾向がみられたが、2つの融点条件
で明確な差はみられなかったため、融点 18℃条件の皮
膚温の低下は過剰であり、融点 28℃条件でも接触冷却
は十分であったと考えられる。頸部の皮膚温差と頸部

の熱的快適感の関係は、頸部の皮膚温が低下するほど

頸部の熱的快適感で快適側を申告する協力者と不快側

を申告する協力者がみられた。頸部の接触温冷感と頸

部の熱的快適感の関係は、正の相関がみられ、頸部の

接触温冷感が冷たいほど頸部の熱的快適感は快適側の

申告をしたが、相関が弱く一部の協力者で熱的快適感

が不快側の申告をする協力者がみられたためだと考え

られる。頸部の接触温冷感と全身温冷感の関係は、正

の相関がみられ、装着直後は頸部の接触温冷感が冷た

いと申告するが、通学直後のため外気の影響が残って

おり、全身温冷感は暑い側を申告する傾向が多くみら

れた。しかし、通学直後において、2つの融点条件あ
るいは片方の条件で寒い側の申告がみられる協力者も

いた。全身温冷感と全身の熱的快適感の関係は、全身

温冷感が暑い側になると全身の熱的快適感は不快側を

申告することが明らかとなった。頸部の熱的快適感と

全身の熱的快適感は、頸部の熱的快適感が全身の熱的

快適感に影響する協力者とそうでない協力者がみられ

た。 
おわりに 

協力者として参加した摂南大学の学生に感謝の意を

表します。本研究は、摂南大学の「人を対象とする研

究倫理審査委員会」の審査を受けて承認を得た。 
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図 7 頸部の接触温冷感と頸部の熱的快適感の関係 
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結論 
本研究では、屋外から屋内へ移動してきた直後の学

生を対象に、融点の異なる 2種類のクールリングを装
着することで、局所冷却が生理心理反応に与える影響

を明らかにすることを目的に、実測調査を行った。 
その結果、頸部の皮膚温は、2つの融点条件ともに

装着直後に急激な低下がみられ、融点 18℃条件は融点
28℃条件よりも低下が大きく、頸部の皮膚温の低下も
長く続いた。しかし、頸部の接触温冷感の冷たさは、

融点 28℃条件の方が長時間続くことが分かった。外気
温または室温と頸部の皮膚温の関係では、正の相関が

みられ、装着前より装着後の方が頸部の皮膚温は低く

なることが分かった。頸部の皮膚温差と頸部の接触温

冷感の関係は、頸部の皮膚温が下がると頸部の接触温

冷感は冷たくなる傾向がみられたが、2つの融点条件
で明確な差はみられなかったため、融点 18℃条件の皮
膚温の低下は過剰であり、融点 28℃条件でも接触冷却
は十分であったと考えられる。頸部の皮膚温差と頸部

の熱的快適感の関係は、頸部の皮膚温が低下するほど

頸部の熱的快適感で快適側を申告する協力者と不快側

を申告する協力者がみられた。頸部の接触温冷感と頸

部の熱的快適感の関係は、正の相関がみられ、頸部の

接触温冷感が冷たいほど頸部の熱的快適感は快適側の

申告をしたが、相関が弱く一部の協力者で熱的快適感

が不快側の申告をする協力者がみられたためだと考え

られる。頸部の接触温冷感と全身温冷感の関係は、正

の相関がみられ、装着直後は頸部の接触温冷感が冷た

いと申告するが、通学直後のため外気の影響が残って

おり、全身温冷感は暑い側を申告する傾向が多くみら

れた。しかし、通学直後において、2つの融点条件あ
るいは片方の条件で寒い側の申告がみられる協力者も

いた。全身温冷感と全身の熱的快適感の関係は、全身

温冷感が暑い側になると全身の熱的快適感は不快側を

申告することが明らかとなった。頸部の熱的快適感と

全身の熱的快適感は、頸部の熱的快適感が全身の熱的

快適感に影響する協力者とそうでない協力者がみられ

た。 
おわりに 

協力者として参加した摂南大学の学生に感謝の意を

表します。本研究は、摂南大学の「人を対象とする研

究倫理審査委員会」の審査を受けて承認を得た。 
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図 7 頸部の接触温冷感と頸部の熱的快適感の関係 
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背部への局所冷気流または局所等温気流が生理心理反応に及ぼす影響に関する研究             

研究のタイプ [論文] 
222087  豆井 陸翔      

指導教員  宮本 征一 
 
研究の背景と目的 
近年は地球温暖化の影響により夏季の外気温は上昇

傾向にある。国内各地で夏の暑さがこれまで以上に顕

著になっており、特に日本の夏は高温に加えて高湿度

となることが多い。さらに、都市部ではヒートアイラ

ンド現象が問題となっている。これは都市内の燃料消

費による人工熱の発生や大気汚染の温室効果、都市の

コンクリートやアスファルトが郊外の土や草地よりも

熱容量が大きく熱を放出することなどによって起き、

都市の気温が郊外に比べて高くなる。 

このような背景から、家庭やオフィスにおけるエア

コンでの冷房の使用時間は年々増加し、冷房の設定温

度も低めに設定するケースが多くみられる。その結果、

電力需要は年々高まってきていると考えられている。

そのため、エネルギー消費量を抑えつつ快適に生活す

るために冷房の設定温度をできる限り高めに設定し省

エネルギー化しながら過ごしていくことが大切である。

そこで、本研究では局所気流に着目した。局所的に身

体へ気流を曝露することで冷房の設定温度を下げるこ

となく快適に過ごすことができ、結果として冷房負荷

を減らすことができると考えられる。 
本研究では、青年男性 5 名を対象に居住空間を想定
した環境下で局所等温気流・局所冷気流に曝露させる

条件と曝露させない条件の比較をする実験をおこない、

夏季におけるくつろぐ空間で局所等温気流および局所

冷気流が皮膚温や熱流束といった生理反応、部位温冷

感や全身温冷感といった心理反応に及ぼす影響を明ら

かにすることを目的とする。 
研究計画 

2025年 9月 8日～2025年 9月 22日に被験者実験を
行った。図 1に環境工学実験室に設置してある恒温恒
湿室（エスペック製：TBR-3HAOPX）の平面図、断面
図および機器の配置を示す。天井吹き出し横吸い込み

により温度や湿度を制御している。温熱環境実験を行

うにあたり、壁からの放射を遮断するために室内の周

囲をカーテンで覆い、床にはタイルカーペットを用い

た。局所気流はスポットクーラー（THANKO製：
SCLM25SWH）を用いて発生させた。実験を開始する
にあたって、気流の乱れをなくすためにスポットクー

ラーに取り付ける整流板を作成した。さらに、スポッ

トクーラーの首を曲げずに気流を水平に出すための足

を取り付けた。また、曝露位置に高さを合わせるため

の台を作成した。 
表 1に示すように、条件は室温 28℃無風、室温

30℃無風、室温 30℃等温気流、室温 30℃冷気流とし
た。平均放射温度は室温と同等、湿度は 50％、局所気
流を発生させた条件での気流速度は 1.0m/s、冷気流条

件における吹き出し気流温度を室温-2℃程度、そして
座位頸椎高から 15cm下げた位置を曝露させる位置の
中心とし、曝露面積を 20cm×20cmとした。着衣量は
0.3clo(半袖半ズボン)、実験中の姿勢は椅座安静とし、
代謝量を 1.0metとした。 
図 2に実験の手順を示す。事前に以下の実験に関す

る注意事項を被験者に伝えた。実験前日に十分な睡眠

をとってもらうようにした。そして、実験前日と当日

の暴飲暴食は控えてもらい、実験開始 2時間前からの
食事は控えさせた。飲み物は 1時間前までは飲んでも
よいこととした。また実験前日と当日に体調が万全で

はない被験者は実験を行わないようにした。 
被験者実験は定常状態の生理心理反応を把握するた

めに１回の実験を 60分間とした。被験者は、まず実
験室に入室後、体調の確認を行い、実験についての説

明を行った。その後実験着に着替えさせた。そして人

体側に熱流束センサーを取り付け、体重測定を行っ

た。その後、恒温恒湿室に入室させ、センサーを接続

し測定を開始した。また、冷気流条件の場合はスポッ 

図 1 平面図、断面図および機器の配置 

表 1 実験条件 

⑦ ⑧

⑨

⑤

⑥

①

②

③ ④

①実験装置
②取り換え用冷風機
③椅子
④机、モニター
⑤生体用PC＋ロガ
⑥環境用PC ＋ロガ
⑦グローブ温度計
⑧通風乾湿計
⑨体重計

3.02ｍ

1.9
7ｍ

2.0
1ｍ気流①

③

④

気流条件 無風条件

速度 

温度 

位置

30℃無風 30℃等温気流 30℃冷気流

1.0m/s

30℃ 28℃なし

背部

湿度 

気流

1.0m/s

なし

50％

28℃ 30℃室温 

平均放射温度 ≒室温

条件 28℃無風

着衣量 

代謝量 

0.3clo(半袖半ズボン)

1.0met(椅座安静)
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トクーラーを２台使用し実験の途中で入れ替えること

で実験開始直後と実験終了直前での気流の温度差が小 
さくなるように制御した。曝露開始後、心理反応を 60
分間、10分おきに 7回申告させた。曝露終了後、セン
サーの接続を解除し、恒温恒湿室から退室させた。そ

して体重測定を行い、センサーを取り外し、実験着か

ら私服に着替えさせ、実験終了とした。 

環境側の物理量は実験装置の気流吹き出し口におけ

る風温を 0.2mmT型熱電対を用いて 10秒毎に計測した。
また、設定条件通りの室温・湿度状況であるかを確認

するために、通風白金熱抵抗体乾湿計（CHINO 製：
R220-30）を用いて床面より 60cm の室温・湿度を計測

した。これらの計測データは、データロガ（江藤電気

製：THERMODAC EF）を用いて収集した。 
人体側の生理量は熱流束センサー（江藤電気製：

TypeS11A）を用いて、Hardy-DuBoisの 7点（額部、腹
部、前腕部、手背部、大腿部、下腿部、足背部）に背

部、腰部を加えた計 9 点の皮膚温・皮膚熱流束を測定
した。舌下温（体内温）は 0.2mmT 型熱電対を用いて
10 秒毎に計測し、データロガ（江藤電気製：CADAC3）
によりデータの収集を行った。熱流束センサーは、透

湿性のサージカルテープを用いて被験者の測定部位に

貼った。図 3にセンサーの測定位置を示す。 
 心理反応は申告用紙を用いて熱的快適感（不快-快

適）、全身温冷感（寒い-暑い）、部位温冷感（寒い-暑

い）を 0-100 の直線尺度で申告させた。部位温冷感に
ついては、頭部、体幹部前、体幹部後、上肢部、下肢

部の計 5 点とした。申告タイミングはインターホンを
用いて被験者に知らせた。 

表 2 に被験者の個人属性および身体特性を示す。被
験者の身長は 164.8cm～182.9cmの範囲であり、体重は
53.4kg～76.8kg の範囲であった。被験者の BMI は 17.8
～27.4 であった。そして 3 名が標準体型であり、1 名
が痩せ型であり、1 名がやや肥満であった。また個人
属性アンケートを行い、初回の実験までに体質（暑が

り、寒がり、冷え性、汗かき）、室温の好み、着衣の

好みについて記入させた。 
結果・考察 
 28℃無風条件と 30℃無風条件において 28℃無風条
件の方が 30℃無風条件よりも暑い側の申告をした被験
者がみられてしまったため、以下の考察では 30℃無風
条件に対して等温気流および冷気流条件が生理心理反

応に及ぼした影響を考察する。 
図 4～8に被験者毎の各条件と部位温冷感の関係を
示す。図 4に示すように被験者 M1では体幹部後の温
冷感において、等温気流および冷気流条件で無風条件

よりも寒い側の申告がみられた。さらに他の部位でも

同様の傾向がみられ、気流を曝露していない他の部位

の温冷感にも影響を与えていたと考えられる。図 5に
示すように被験者M2では体幹部後の温冷感において
条件による違いはみられなかった。これは被験者 M2 
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がやや肥満気味であり、気流を感じにくかったことや

等温気流および冷気流の刺激が小さいことが原因であ

ると考えられる。図 6に示すように被験者M3では体
幹部後の温冷感において、無風・等温気流・冷気流条

件の順に寒い側の申告がみられたが、等温気流条件と

冷気流条件での温冷感の差は見られなかった。これ

は、2つの条件の刺激の差が小さかったことが原因だ
と考えられる。図 7に示すように被験者M4では体幹
部後の温冷感において無風・等温気流・冷気流条件の

順に寒い側への申告が見られた。他の部位でも同様の

傾向がみられ、気流を曝露していない他の部位の温冷

感にも影響を与えていたと考えられる。図 8に示すよ
うに被験者M5では体幹部後の温冷感において無風・
等温気流・冷気流条件の順に寒い側への申告が見られ

た。さらに等温気流および冷気流条件で無風条件より

他の部位の温冷感が寒い側に移行し、気流を曝露して

いない他の部位の温冷感にも影響を与えていたと考え

られる。 
図 9に各条件と背部の皮膚温の関係を示す。被験者

M1、M2、M3、M5において、冷刺激を与えた背部の
皮膚温が無風条件よりも等温気流および冷気流条件の

方が低くなることが分かった。そして無風条件と、等

温気流および冷気流条件で背部の皮膚温で 0.8℃～
1.3℃の差が見られた。 
図 10に各条件と平均皮膚温の関係を示す。平均皮
膚温は等温気流および冷気流を曝露させることで低下

すると考えられるが今回の実験では等温気流および冷

気流の刺激が小さく、気流を曝露させた面積が小さか

ったため条件による平均皮膚温の違いを見ることがで

きなかった。 
 図 11に背部の皮膚温と体幹部後の温冷感の関係を示
す。被験者M1、M3、M5では相関係数が 0.72～0.94 
となり正の相関が見られ、背部の皮膚温が低くなるほ

ど体幹部後の温冷感が寒い側に移行した。被験者M2
は正の相関であるが相関係数が 0.22となり相関が弱
く、これは体幹部後の温冷感における申告の幅が小さ

かったことが原因であると考えられる。M4では相関
係数が 0.29であり、負の相関が見られたのは冷気流条
件での背部の皮膚温が無風および等温気流条件と比較

すると高かったためであると考えられる。 
 図 12に平均皮膚温と全身温冷感の関係を示す。被
験者M2、M3、M5では相関係数が 0.88～0.98となり
正の相関が見られ、平均皮膚温が低いほど全身温冷感

が寒い側に移行した。M1では相関係数が 0.99であり
負の相関が見られ、これは無風条件の平均皮膚温が、

等温気流および冷気流条件よりも低かったためである

と考えられる。M4では相関係数が 0.98であり負の相
関が見られ、これは無風条件の平均皮膚温が低く、冷

気流条件で高かったためであると考えられる。 
 図 13に体幹部後の温冷感と全身温冷感の関係を示
す。すべての被験者で相関係数が 0.76～1.00となり正 
の相関が見られ、体幹部後の温冷感が寒い申告になる 

 
図 5 M2 条件と部位温冷感の関係 
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ほど、全身温冷感も寒い側に移行した。 
結論 
本研究では夏季の温熱環境下において、局所等温気

流・局所冷気流に曝露させる条件と曝露させない条件

の比較をする実験を行い、くつろぐ空間で局所気流が

皮膚温や皮膚熱流束といった生理反応、そして部位温

冷感や全身温冷感といった心理反応に及ぼす影響を把

握することとした。 
その結果、被験者毎の各条件と部位温冷感の関係で

は、4 名の被験者で等温気流および冷気流を当てるこ
とにより温冷感が寒い側に移行することが分かったが

1 名ではやや肥満であることや、等温および冷気流条
件の刺激が小さいことが原因で条件による温冷感の違

いを見ることができなかった。そして、背部の皮膚温

では無風条件よりも等温気流および冷気流条件の方が

低くなることが分かった。平均皮膚温では等温気流お

よび冷気流の刺激が小さく気流を当てた面積が小さか

ったため条件による違いを見ることができなかった。

背部の皮膚温と体幹部後の温冷感の関係では 4 名の被
験者で正の相関が見られたが 1 名では冷気流条件での
皮膚温が高いことが原因で負の相関が見られてしまっ

た。平均皮膚温と全身温冷感の関係では 3 名の被験者
で正の相関が見られ、2 名の被験者では無風条件の平
均皮膚温が低いことや冷気流条件で平均皮膚温が高い

ことが原因で負の相関が見られてしまった。そして、

体幹部後の温冷感が寒い側に移行すると全身温冷感も

寒い側に移行することが分かった。 
おわりに 

 被験者として参加した摂南大学の学生に感謝の意を

表します。本研究は、摂南大学の「人を対象とする研

究倫理審査委員会」の審査を受けて承認を得た。 
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ほど、全身温冷感も寒い側に移行した。 
結論 
本研究では夏季の温熱環境下において、局所等温気

流・局所冷気流に曝露させる条件と曝露させない条件

の比較をする実験を行い、くつろぐ空間で局所気流が

皮膚温や皮膚熱流束といった生理反応、そして部位温

冷感や全身温冷感といった心理反応に及ぼす影響を把

握することとした。 
その結果、被験者毎の各条件と部位温冷感の関係で

は、4 名の被験者で等温気流および冷気流を当てるこ
とにより温冷感が寒い側に移行することが分かったが

1 名ではやや肥満であることや、等温および冷気流条
件の刺激が小さいことが原因で条件による温冷感の違

いを見ることができなかった。そして、背部の皮膚温

では無風条件よりも等温気流および冷気流条件の方が

低くなることが分かった。平均皮膚温では等温気流お

よび冷気流の刺激が小さく気流を当てた面積が小さか

ったため条件による違いを見ることができなかった。

背部の皮膚温と体幹部後の温冷感の関係では 4 名の被
験者で正の相関が見られたが 1 名では冷気流条件での
皮膚温が高いことが原因で負の相関が見られてしまっ

た。平均皮膚温と全身温冷感の関係では 3 名の被験者
で正の相関が見られ、2 名の被験者では無風条件の平
均皮膚温が低いことや冷気流条件で平均皮膚温が高い

ことが原因で負の相関が見られてしまった。そして、

体幹部後の温冷感が寒い側に移行すると全身温冷感も

寒い側に移行することが分かった。 
おわりに 

 被験者として参加した摂南大学の学生に感謝の意を

表します。本研究は、摂南大学の「人を対象とする研

究倫理審査委員会」の審査を受けて承認を得た。 
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顕熱と潜熱の放熱量の違いが生理心理反応に及ぼす影響に関する研究 
研究のタイプ [論文] 
222097    米満 海玖人                        

指導教員  宮本 征一 
 
研究の背景と目的 
日本の梅雨から夏季にかけては、外気が高温高湿と

なり、換気などにより外気の取り込みがあると室内が

高温多湿な蒸し暑い環境となる。そのため、冷房を用

いて室温と湿度を低く調整することにより、心地よい

温熱環境とすることが日常空間において行われている。

また、夏季の外気温は年々上昇しており、冷房を使用

する際のエネルギー消費の増大が危惧される。そのた

め、扇風機を併用することによって、気流による涼を

得ることができ、比較的エネルギー消費を抑える工夫

が一般的になされている。 
環境と人体の熱流のバランスは、定常状態で、代謝

(M)による産熱が対流（C）、熱放射（R）、蒸発（E）、
伝導（Cd）による放熱と等しくなることが、人体の熱
平衡式 M=C+R+E+Cd で表される。このうち対流と蒸
発による放熱は、対流熱伝達率に依存し、気流の影響

を受けることが既知である。また、温度変化を伴う対

流と放射による放熱は顕熱、温度変化を伴わない蒸発

による放熱は潜熱として表される。 
温熱環境の評価指標としては、これまでに数多く議

論と提案がなされている。Gagge らの提案した標準新
有効温度（SET*）は、温熱 6 要素（室温、平均放射温
度、湿度、気流、着衣量、代謝量）を考慮して、ひと

つの変数で評価することを目的としており、湿度が考

慮された温冷感の指標として広く用いられている。深

井らは、被験者実験を通して、冬季および夏季におけ

る SET*と温熱感覚の関係について検討しており、日本
人の中立温感範囲は夏冬ほぼ等しく、SET*でおおよそ
22～26℃となる結果を得ている 1)。川岸らは、被験者

実験を通して、高湿度が心理に与える影響について検

討しており、気温 28～29℃の範囲において、高湿度に
よって暑さを伴わない不快感が発生する可能性がある

という結果を得ている 2)。また熱的中立よりもわずか

に暑熱側の条件においての被験者実験を行ったところ、

乾湿感、ジメジメ感、ムシムシ感、ベタベタ感が不快

感に影響する度合いが小さくないことを示している 3)。

持田らは、高湿度環境では低湿度環境に比べて平均皮

膚温は相対的に小さく、濡れ面積率は高湿度環境の方

が低湿度環境より相対的に大きくなっており、等しい

温冷感を申告した時の平均皮膚温と濡れ面積率は一定

の関係を保って変化する傾向があると示している 4)。 
本研究では、夏季の居住空間を想定した室内におい

て、湿度および気流の組み合わせ条件が異なる環境下

での顕熱と潜熱の放熱量の違いが生理心理反応に及ぼ

す影響を把握することとした。温熱環境指標である

SET*と全身温冷感や乾湿感、熱的快適感との関係を示
し、湿度の影響を明らかにすることとした。 

研究計画 
2025年 8月 25日から 9月 4日の期間に、図 1に示す

環境工学実験室内の恒温恒湿室（Espec 製：TBR-
3HAOPX）において被験者実験を行った。 
恒温恒湿室は、天井全面からの吹出しで後方壁面下

部より吸込む循環気流の形式である。無感気流条件で

は、人が知覚しない風速とするために通常の被験者実

験で用いている循環気流の風量である 50%で制御して
0.15m/s以下となるようにした。有感気流条件では、天
井前方の 1/3 のみを吹出しとし、単位面積あたりの風

量を大きくして、人が知覚する風速を得るために循環

気流の風量を100%で制御した。また、室内の中央部に
透明ビニルシートを天井から垂らして被験者の顔への

気流を避け、首から足までの範囲が均一な0.50m/sの気
流に曝露されるようにした。有感気流の条件では、音

が大きくなるため、有感気流と無感気流の両方の条件

において耳栓を着用させた。 
表 1 に実験条件を示す。室温 30℃、平均放射温度≒

室温、着衣量 0.3clo（半袖半ズボン）、代謝量 1.0met
（椅座安静）とし、湿度は 30%と 70%の 2条件、気流
は 0.15m/sと 0.50m/sの 2条件とし、それらを組み合わ
せた 4 条件で曝露した。SET*を算出すると、30%・
0.50m/s 条件は 25.1℃、70%・0.50m/s 条件は 26.6℃、
30%・0.15m/s 条件は 27.3℃、70%・0.15m/s 条件は
29.6℃であった。 
図 2 に実験の手順を示す。前室には、各ゼミ室と環

境工学実験室内を使用し、実験開始の 30分前までに入
室させた。実験室に入室後は、体調確認、実験の説明、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 恒温恒湿室の平面図・断面図（有感気流条件） 
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着替えを行ってもらうこととした。曝露時間は、定常

状態の生理心理反応を把握するため 60分間とした。生
理反応は、Hardy-Dubois7点法を基に図 3 に示す全身 9
点（額部、胸部、腹部、背部、前腕部、手背部、大腿

部、下腿部、足背部）において、熱流束センサー（江

藤製：TypeS11A）で皮膚温と皮膚熱流束を 10 秒間隔
で測定し、平均皮膚温（MST）と平均顕熱流量（MSH）
を算出した。また、T 型熱電対で舌下温を測定した。
曝露前後に体重を測定し、その減少量から平均潜熱流

量（MLH）を算出した（式 1）。心理反応は、熱的快適
感、全身温冷感、部位温冷感、乾湿感、発汗感を数値

直線尺度で、部位快適感を快適か不快かの 2 段階尺度

で、10 分間隔で申告させた。部位温冷感は、各条件で
の部位温冷感の申告値を Hardy-Dubois7 点法を基にし
て重みづけし、算出した。表 2 に被験者の青年男性 5

名の個人属性を示す。被験者には実験前に体質（暑が

り、寒がり、冷え性、汗かき）、室温の好み、着衣の

好みについて回答させた。すべての被験者の BMIは、
19.2～23.5の範囲となり、標準体型であった。 

 
       式 1 

∆𝑤𝑤：体重減少量 g/h 
𝑟𝑟：水の蒸発潜熱 W・h/g 
𝐴𝐴𝑠𝑠：体表面積 ㎡ 

結果・考察 
図 4 に SET*と MST の関係を示す。SET*と MST の

相関係数は 0.54～0.96 となり、すべての被験者で正の
相関がみられた。また被験者 5 名の平均値において、

相関係数が 0.95 となり正の相関が高くなった。このこ
とから、SET*が高くなると MST は単調に増加するこ
とが分かった。 
図 5に SET*と潜熱流量の関係を示す。被験者MCで

は、相関係数が 0.87 となり負の相関が高くなった。被
験者 MA、MD、MEでは、相関係数が 0.03～0.40 とな
り負の相関が低くなった。被験者 MB では、相関係数
が 0.37となり正の相関が低くなった。また被験者 5名
の平均値では、相関係数が 0.30 となり負の相関が低く
なった。このことから、SET*と潜熱流量の間では相関
はなかったが、すべての被験者において、同気流条件

下において、低湿度である 30%条件の方が高湿度であ
る 70%条件より潜熱流量が多くなることが分かった。 
図 6にMSTと部位温冷感、全身温冷感の関係を示す。

MSTと部位温冷感は、被験者MC、MD、MEでは相関
係数が 0.67～0.78 となり正の相関が高くなった。被験
者 MA、MB では相関係数が 0.47 となり相関が低くな
った。MSTと全身温冷感は、被験者MB、MC、MDで
は相関係数が 0.64～0.97 となり正の相関が高くなった。
被験者MAでは相関係数が 0.87となり負の相関が高く
なった。これは、今回の曝露条件での温冷感の違いが

小さかったことによるものであると考えられる。被験

者 MEでは相関係数が 0.11 となり相関が低くなった。
これは、全身温冷感の申告値の幅が小さかったことに 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 実験手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 皮膚温と皮膚熱流束の測定点 

表 2 被験者の個人属性 
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着替えを行ってもらうこととした。曝露時間は、定常

状態の生理心理反応を把握するため 60分間とした。生
理反応は、Hardy-Dubois7点法を基に図 3 に示す全身 9
点（額部、胸部、腹部、背部、前腕部、手背部、大腿

部、下腿部、足背部）において、熱流束センサー（江

藤製：TypeS11A）で皮膚温と皮膚熱流束を 10 秒間隔
で測定し、平均皮膚温（MST）と平均顕熱流量（MSH）
を算出した。また、T 型熱電対で舌下温を測定した。
曝露前後に体重を測定し、その減少量から平均潜熱流

量（MLH）を算出した（式 1）。心理反応は、熱的快適
感、全身温冷感、部位温冷感、乾湿感、発汗感を数値

直線尺度で、部位快適感を快適か不快かの 2 段階尺度

で、10 分間隔で申告させた。部位温冷感は、各条件で
の部位温冷感の申告値を Hardy-Dubois7 点法を基にし
て重みづけし、算出した。表 2 に被験者の青年男性 5

名の個人属性を示す。被験者には実験前に体質（暑が

り、寒がり、冷え性、汗かき）、室温の好み、着衣の

好みについて回答させた。すべての被験者の BMIは、
19.2～23.5の範囲となり、標準体型であった。 

 
       式 1 

∆𝑤𝑤：体重減少量 g/h 
𝑟𝑟：水の蒸発潜熱 W・h/g 
𝐴𝐴𝑠𝑠：体表面積 ㎡ 

結果・考察 
図 4 に SET*と MST の関係を示す。SET*と MST の

相関係数は 0.54～0.96 となり、すべての被験者で正の
相関がみられた。また被験者 5 名の平均値において、

相関係数が 0.95 となり正の相関が高くなった。このこ
とから、SET*が高くなると MST は単調に増加するこ
とが分かった。 
図 5に SET*と潜熱流量の関係を示す。被験者MCで

は、相関係数が 0.87 となり負の相関が高くなった。被
験者 MA、MD、MEでは、相関係数が 0.03～0.40 とな
り負の相関が低くなった。被験者 MB では、相関係数
が 0.37となり正の相関が低くなった。また被験者 5名
の平均値では、相関係数が 0.30 となり負の相関が低く
なった。このことから、SET*と潜熱流量の間では相関
はなかったが、すべての被験者において、同気流条件

下において、低湿度である 30%条件の方が高湿度であ
る 70%条件より潜熱流量が多くなることが分かった。 
図 6にMSTと部位温冷感、全身温冷感の関係を示す。

MSTと部位温冷感は、被験者MC、MD、MEでは相関
係数が 0.67～0.78 となり正の相関が高くなった。被験
者 MA、MB では相関係数が 0.47 となり相関が低くな
った。MSTと全身温冷感は、被験者MB、MC、MDで
は相関係数が 0.64～0.97 となり正の相関が高くなった。
被験者MAでは相関係数が 0.87となり負の相関が高く
なった。これは、今回の曝露条件での温冷感の違いが

小さかったことによるものであると考えられる。被験

者 MEでは相関係数が 0.11 となり相関が低くなった。
これは、全身温冷感の申告値の幅が小さかったことに 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 実験手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 皮膚温と皮膚熱流束の測定点 
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よるものであると考えられる。このことから、被験者

4 名において、MST が高くなると全身温冷感は暑い側
に移行することが分かった。続いて、全身温冷感と重

みづけされた部位温冷感の差に着目する。9 段階温冷

感尺度の 1目盛り分に相当する 12.5、0.5目盛り分に相
当する 6.25 を基準とすると、被験者 MA、MB、MC、
ME では 4 条件すべてにおいて 6.25 未満となり、全身
温冷感と重みづけされた部位温冷感の間で申告値の相

違はないと考えられる。被験者 MD では、SET*が
25.1℃条件での差が 7.7、27.3℃条件での差が 12.0 とな
り、9 段階温冷感尺度の 1 目盛り分には達さないもの
の、0.5 目盛り分以上の差が見られた。これは、SET*
が 25.1℃、27.3℃条件での足背の部位温冷感が低いこ
とが原因であると考えられ、その部位に注視した寒い

側の申告となったことが影響していると考えられる。

このことから、全身温冷感と部位温冷感の申告におい

て、相違はないと考えられる。 
図 7 に潜熱流量と乾湿感の関係を示す。潜熱流量と

乾湿感の相関係数は 0.49～0.91 となり、すべての被験
者で負の相関がみられた。このことから、潜熱流量が

多くなると乾湿感は乾いた側に移行した。 
図 8 に潜熱流量と熱的快適感の関係を示す。被験者

MC、MD、ME では相関係数が 0.50～0.79 となり正の
相関がみられた。被験者MA、MBでは相関係数が 0.17、
0.34 となり相関が低くなった。このことから、潜熱流
量が多くなると熱的快適感は快適側に移行した。 
図 9 に SET*と全身温冷感の関係を示す。SET*と全

身温冷感は、被験者 MB、MC、MD では相関係数が
0.85～0.89となり正の相関が高くなった。被験者MA、
MEでは相関係数が 0.07と 0.31となり相関は低くなっ
た。これは、申告値の幅が小さかったことによるもの

であると考えられる。被験者 5 名の平均値では相関係

数が 0.95 となり正の相関が高くなった。これらのこと
から、SET*が高くなると全身温冷感は暑い側に移行し
た。 
図 10 に SET*と乾湿感の関係を示す。すべての被験

者で、相関係数が 0.60～0.87 となり正の相関が高くな
った。被験者 5名の平均値では、相関係数が 0.73とな
り正の相関が高くなった。しかし、被験者 5 名とも

70%条件の方が 30%条件より湿った側となった。被験
者 5 名の平均値でも同様に 70%条件の方が 30%条件よ
り湿った側となった。 
図 11 に SET*と熱的快適感の関係を示す。すべての
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図 5 SET*と潜熱流量の関係 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 MSTと部位温冷感・全身温冷感の関係 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 潜熱流量と乾湿感の関係 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 潜熱流量と熱的快適感の関係 
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図 12に被験者 5名の平均値における SET*とMST、
全身温冷感、乾湿感、熱的快適感をまとめて示す。

SET*が高くなると MST が上昇し、全身温冷感も暑い
側に移行することとなった。また、乾湿感は低湿の

30%条件のほうが高湿の 70%条件よりも乾いた側に移
行した。熱的快適感は、SET*に関わらず、低湿の 30%
条件のほうが高湿の 70%条件よりも快適側に移行した。 
結論 
恒温恒湿室内にて、低湿度条件または高湿度条件と

無感気流条件または有感気流条件を組み合わせた 4 条

件で青年男性 5 名を被験者とした生理心理反応を測定

する実験を行った。その結果、潜熱流量が多くなると

乾湿感は乾いた側に移行し、熱的快適感は快適側に移

行した。また、MST は SET*が高くなると上昇し、全
身温冷感はそれに伴って単調に暑い側に移行すること

となった。しかし、熱的快適感は、被験者 4 名におい

て SET*が高くなると不快側に単調に移行するのではな
く、低湿度である 30%条件のほうが高湿度である 70%
条件より快適側を申告することとなった。このことか

ら、暑熱環境下では、SET*が高い条件であっても、乾
いたと知覚する環境のほうが快適側を申告することが

明らかとなり、熱的快適感には乾湿感が影響を及ぼし

ていると考えられる。 
おわりに 
 被験者として参加した摂南大学の学生に感謝の意を

表します。本研究は、摂南大学の「人を対象とする研

究倫理審査委員会」の審査を受けて承認を得た。 
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図 11 SET*と熱的快適感の関係 
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図 12に被験者 5名の平均値における SET*とMST、
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く、低湿度である 30%条件のほうが高湿度である 70%
条件より快適側を申告することとなった。このことか

ら、暑熱環境下では、SET*が高い条件であっても、乾
いたと知覚する環境のほうが快適側を申告することが

明らかとなり、熱的快適感には乾湿感が影響を及ぼし

ていると考えられる。 
おわりに 
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有風環境下における板ガラスの耐衝撃性能に関する研究                            
研究のタイプ [論文] 
222022   岡野晃佑             

指導教員  奥田泰雄 
 

1. 研究背景・目的 
日本では以前より、台風や竜巻といった強風災害に

おける被害が多数報告されている。被害の一例として

構造上安全である建築物でも、飛来物や突風の風圧に

よって外装材が破損する物的被害、ガラスが割れてそ

の破片が人体を傷つけるなどの人的被害が報告されて

いる 1）。このことから、建築物に対する台風や竜巻と

いった強風災害の対策には建物の構造部材や外装材の

耐風性能の検討だけではなく、耐衝撃性能についての

検討も重要であると言える。 

本研究は JIS R3109「建築用ガラスの暴風時におけ

る飛来物衝突試験方法」2）（以下、JIS 規格）および

2024 年度に実施した先行研究である無風時における板

ガラスを対象とした衝突試験 3）に基づき、有風時にお

ける板ガラスを対象とした衝突実験を行い、高速度カ

メラと映像解析を用いた板ガラスの飛散挙動および破

損状態の調査を行い、板ガラスの耐衝撃性能および飛

来物衝突時の風圧力の影響の検討・研究を行う。また、

加撃体が板ガラスに与える衝撃力の数値化を行い、

FEM 解析を実行し、実際の実験結果と解析によって得

られた結果および、無風時下における実験結果との比

較も行う。 

2. 実験方法 

2.1 板ガラス衝突実験概要 

板ガラス衝突実験（以下、衝突実験）では JIS 規格

（表 1）に基づいた加撃体（写真 1）を試験体である

板ガラス（写真 2）に衝突させ、耐衝撃性能の検討を

行った。また、加撃体衝突のために加撃体発射装置

（写真 3）を使用し、発射圧力の調整により加撃体の

衝突速度の制御を行った。 

衝突実験ではあらかじめ得られた JIS 規格を満たす

発射圧力をもとに試験体である単板ガラスおよび合わ

せガラスに有風環境下（風速 30m/s）にて加撃体の衝

突を行い、試験体の破損状態の調査、先行研究との比

較および衝撃力の算出を目的に実施された。 

衝突実験では加撃体 B から順に発射をし、試験体で

ある板ガラスが破損・貫通した場合や JIS 規格に規定

されている孔（開口）が生じた場合といったように実

験の継続が困難になった時点で終了した。 

 
表 1 加撃体の仕様（JIS R3109 規定） 

  

 

 
写真 1 加撃体 

 

 
写真 2 試験体 

  

 
写真 3 加撃体発射装置 

  
 また、表 2 に試験体の仕様や厚みなどの詳細を、図

1 に衝突実験実施時の概要図を示す。試験台は 2024 年

度に実施された無風時における飛来物衝突試験と同一

のものを使用した。試験台には加撃体が試験台やその

他実験器具を損傷させないよう衝撃を吸収するため後

方に鉄板を設置した。 

73



表 2 試験体仕様 

試験体

単板ガラス

合わせガラス

略号

FL10

FL5+90mil+FL5

※1mil=0.0254㎜　FL：フロート板ガラス〇mm  

 
図 1 実験実施時概要図 

 
2.2 FEM 解析概要 

 FEM 解析では衝突実験で検証することが困難であっ

た加撃体衝突前での状態から加撃体衝突時の変形の状

態および、変形量（ひずみ）の分布、試験体両面の最

大応力分布、最大せん断力分布の検証を目的として行

った。 

 FEM 解析において衝撃力の入力が必要となるため、

加撃体の質量を m（kg）、衝突速度を v（m/s）、加撃体

が試験体に接触したフレーム数を t1、加撃体が試験体

から離れたフレーム数を t2 として以下の式から導出を

行う 4）。 

 
 また、実験実施時の状況を再現するため衝撃力の他

に風圧力を作用させた。風圧力を W（N/m2）、風力係数

を Cf、速度圧を q（N/m2）として以下の式から導出を

行う。また、Cf=1.0 として導出する。 

 
なお、衝突実験において合わせガラスの一部が損傷

した状態においても、実験が継続できた場合は JIS 規

格の判定に即し、弾性範囲とみなし解析を実行した。 

図 2 にモデル化した合わせガラスを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 モデル化した合わせガラス 

3. 結果 

3.1 板ガラス衝突実験結果 

 表 3、表 4 に板ガラス衝突実験結果を示す。 
 

表 3 単板ガラス衝突実験結果 

 
 

表 4 合わせガラス衝突実験結果 

 
 

また、表 5 に板ガラスの性能評価を、参考として表

6 に 2024 年度に実施された無風時における板ガラス衝

突実験結果・性能評価 3）を示す。 
 

表 5 板ガラス性能評価(2025 年度実験) 

 
 

表 6 板ガラス性能評価(2024 年度実験) 

 
 

 また、表 5 中における凡例については、軽微の損傷

は〇、実験の継続は可能であるが板ガラスとして使用

が困難であり、室内への影響があると考えられると判

断した損傷は△、JIS 規格に準する孔（開口）が開く

など実験の継続が不可能であると判断した損傷は×と

して評価を行った。 
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以下の写真 4～6 に加撃体衝突後の板ガラスの損傷

状態を示す。 

 

 
写真 4 単板ガラス-加撃体 B衝突後 

 
写真 5 合わせガラス-加撃体 E衝突後(前面) 

 
写真 6 合わせガラス-加撃体 E衝突後(背面) 

 
表 5 に示すように単板ガラスは加撃体 B 衝突後に実
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わせガラスが台風などの強風を伴う災害で破損した場

合、見落としてしまうほどの小さな破片が生じる可能

性があるため、破片の始末については念入りに行う必

要があると言える。 

3.2 FEM解析結果 

図 3～6 に FEM 解析結果を表 7 に FEM 解析結果におけ

る値の最大値を示す。また、FEM 解析結果については加

撃体 D 衝突時を示す。なお、単位系は変形量を mm、最

大応力分布および最大せん断応力分布を N/mm2とする。 

 
図 3 加撃体 D-変形量 

 
図 4 加撃体 D-前面最大応力分布 

 
図 5 加撃体 D-背面最大応力分布 

 
図 6 加撃体 D-最大せん断応力分布 
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表 7 FEM解析結果最大値 

B 1.00 32.3 -2.95×10
3

3.21×10
3

1.61×10
3

C 2.05 32.4 -2.96×10
3

3.23×10
3

1.61×10
3

JD 3.00 33.2 -3.04×10
3

3.31×10
3

1.65×10
3

D 4.10 33.7 -3.09×10
3

3.36×10
3

1.68×10
3

種類
質量
（kg）

変形量
（mm）

前面最大
応力分布

（N/mm
2
）

背面最大応
力分布

（N/mm
2
）

最大せん断
応力分布

(N/mm
2
）

 
 本研究で行った FEM 解析において作用させる風圧力

の風圧係数 Cf を 1.0 に設定した。 

一般的に建築物や外装材に作用する風圧力は地表面

から離れるにつれて速度ベクトルが一定である一様流

から境界層流に変化する。風力係数は作用する高さや

面によって異なるが、その風力係数は一様流は 1.0、

境界層流では 0.8 程度になる 5）。 

 実際の建築物に作用する風圧力においては建物の形

状、風速が一定でないことが大半であるため境界層流

が作用することが多いが、板ガラス衝突実験において

は地表面からの高さが 1.8mほどしかないこと、実験

時に作用していた風速が一定であったことから本研究

においては一様流と見なすことが可能である。そのた

め、本研究においては風力係数を 1.0 とすることがよ

り適切であるといえる。 

4. 考察 

4.1 合わせガラスに作用する風圧力 

 表 8 に合わせガラスに作用する風圧力の FEM 解析結

果を示す。 

 

表 8 風圧力 FEM解析結果 

0.03 -1.42 1.42 0.71

変形量
（mm）

前面最大
応力分布

（N/mm2）

背面最大
応力分布

（N/mm2）

最大せん断
応力分布

(N/mm2）

 
 表 8 より、実験に用いた合わせガラスにかかる風圧

力は加撃体が与える衝撃力と比べて小さく、風圧力が

実験実施時に合わせガラスに作用していた時間を考慮

すると風速 30m/s の環境下では合わせガラスの破損・

損傷に関わる直接的な要因とはなりにくいと考えられ

る。 

4.2 加撃体衝突時における風圧力の影響 

 

 
図 7 合わせガラスに作用する荷重および変形 

 

本研究で実施した有風時における板ガラス衝突実験

において合わせガラスの損傷は加撃体接触面である前

面よりも先に非接触面である背面に損傷が生じた。一

方、2024 年度に実施された無風時における同実験では

接触面に先に損傷が生じた。理由としては本実験では

風圧力を作用させたことにより、図 7 のように風圧力

による等分布荷重が加わったためであると考えられる。 

図 7 より、有風時において合わせガラスには加撃体

衝撃力だけではなく、風圧力が加わっており、反力と

互いに逆方向に作用することによって、板ガラスの変

形が生じにくいと考えられる。一方で無風時には風圧

力が作用していないため、モーメント力が一方向にの

み作用し変形が有風時に比べ生じやすいと考えられる。 

 4.1 項では作用時間を考慮した場合の風圧力（風速

30m/s）は合わせガラスの損傷・破損させる直接的な

要因になりにくいと考えられるが、加撃体衝突のよう

に他の荷重が作用した場合や合わせガラスの設置方法

など他の要因が組み合わさることで損傷・破損形態に

影響を与えることが分かった。 

5. 結論 

実験結果および先行研究 3)より、板ガラスの耐衝撃

性能については中間膜の有無および、中間膜の厚みの

大きさに依存し、有風環境下（風速 30m/s）での単板

ガラスおよび合わせガラスに対する飛来物衝突時にお

いて風圧力は直接的な損傷・破損の要因にはなりにく

いものの、損傷・破損形状については影響を与えるこ

とが分かった。 

これらの研究結果を総合すると、板ガラスの耐衝撃

性能について風速 30m/s の環境下においては、有風時

と無風時での差はほとんどなく、飛来物の種類や建築

物に対する衝撃条件、建材の弾性係数などの材料定数

に左右されるが、破損・損傷形状においては風圧力の

影響が存在することが明らかとなった。そのため、台

風などの強風を伴う災害において板ガラスは飛来物接

触面である室外側の補強だけではなく、室内側の補強

も行うことで物的被害・人的被害を抑えられることが

期待できる。 
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建材の劣化を考慮した日本版改良藤田スケールの再検討

研究のタイプ [論文] 
田口結

指導教員 奥田泰雄 
 

研究の背景と目的

竜巻は全国どこでも発生する可能性があり、激しい

突風で建築物に大きな被害をもたらすことがある。現

在の日本では、竜巻等突風の強さの評定には、日本版

改良藤田スケールが用いられている。現行の日本版改

良藤田スケールでは、建築物の老朽化について触れら

れてはいるものの、十分に考慮されていない。 
そこで本研究では、建材の劣化について 段階に分

けて評価し、風速が低くなることを考慮して日本版改

良藤田スケールの再検討を行うことを目的としている。

日本版改良藤田スケール 
藤田スケール

日本版改良藤田スケールに関するガイドライン ）に

よると、藤田は竜巻やダウンバーストなど突風の風速

を、建築物等の被害状況から推定する「藤田スケール

（ スケール）」を考案した。世界的に利用されていた

スケールだが、様々な課題があり、改良藤田スケー

ル（ スケール）が策定された。

改良藤田スケールの特徴

奥田ら ）によると、 年に米国で発表された改良

藤田スケールは、 の被害指標（ ）と ～ 段階の

被害程度（ ）を提示し、各被害について、気象学

者、風工学者、建築家、気象学と工学の専門家が風速

評価を行って、推定風速値と上限・下限風速値を算出

した。米国の改良藤田スケールでは、被害の表現から

推定される風速と被害指標と被害程度から推定される

風速の関係を調べ、改良藤田スケールの各階級での被

害程度が可能な限り、藤田スケールと対応するよう風

速値を設定している。

日本版改良藤田スケールも米国の改良藤田スケール

に倣い、これまでの被害調査結果から被害指標と被害

程度を抽出し、各被害の程度について風速の推定を行

った。ただし、風速推定では米国の風速評価と異なり、

専門家による評価ではなく、建築物や工作物等の耐力

や作用風圧力をできる限り工学的に推定し、被害発生

風速を等価静的風速（時間的に変動する瞬間風速を一

定風速に置き換えて計算したもの）として評価した。

具体的には、被害程度が発生するときの最大耐力を構

造実験等で評価し、建築物や工作物等に作用する風力

も風洞実験結果や建築物荷重指針 ）等の数値を参照し

被害発生風速を求めた。

日本版改良藤田スケールでは、これまでの被害調査

などから、多くの被害指標を抽出し、表 にまとめた。

この指標から代表的なものを選び、各被害指標につい

て被害程度を示し、風速推定を行う。 

表 スケールの被害指標 ）

番号 番号

仮説足場（壁つなぎ材）
ガントリークレーン

船舶

木製・樹脂製・アルミフェンス、メッシュ
フェンス

大型自動車
鉄道車両

被害指標（DI）
電柱

地上広告板
道路交通標識
カーポート

塀

道路の防風・防雪フェンス
ネット（野球場・ゴルフ場等）

広葉樹
針葉樹

墓石（棹石）
路盤

物置
コンテナ
自動販売機
軽自動車
普通自動車

大規模な庇・独立上屋の屋根
鉄骨造倉庫

木造の非住家建築物
園芸施設

木造の畜産施設

鉄筋コンクリート造の集合住宅
仮設建築物

被害指標（DI）
木造の住宅又は店舗

鉄骨系プレハブ住宅又は店舗

 
日本版改良藤田スケールによる評定方法

日本版改良藤田スケールに関するガイドライン ）に

よると、日本版改良藤田スケールを用いた竜巻等突風

の強さの評定は、以下の手順で行う。

① 竜巻等突風によりもたらされた各被害について、

・ の決定

② ①より対応する風速の決定

③ ②より複数の推定風速の中で最大の値を、評定風

速として決定

④ 評定風速から スケールの階級の決定

及び に対応する被害が無い際には、評定風速

は不明となる。ただし、 が存在しても被害が無い場

合などは評定風速が 未満となる可能性がある。

建材の劣化の指標

老朽化評価の指標

建築物等の耐風性能が老朽化により、低下する場合

がある。老朽化した建築物は、既存の建築物と同じ被

害を受けたとしても推定風速は低下し、正確な推定風

速を求めることは難しいと考えられる。そのため、日

本版改良藤田スケールの評価項目に老朽化評価を加え

ることを目的として、 段階の指標を提案する。対象

は瓦、鋼板製屋根、窯業系サイディングとし、 ：良

好、 ：中程度の劣化、 ：著しい劣化とする。

評価基準は、被害が出なかった部分の建材での評価、

落下・飛散した建材での評価（瓦が割れるなどの作用

風圧力に対して抵抗した形跡があるかどうか）を主と

する。

表 瓦 老朽化評価

A：良好

B：中程度の劣化

C：著しい劣化

評価 状態

落下した瓦に抵抗した跡がある
残った瓦はきれいに並んだままである

残った瓦が浮いて見える

落下した瓦に抵抗した跡がない
残った瓦がずれている  
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図 ：良好な状態の瓦（左図）

図 ：中程度の劣化状態の瓦（右図）

図 著しい劣化状態の瓦

（建築研究所提供）

図 は良好な状態であり、被害を受けていない残

った瓦はきれいに並んだままである。図 は中程度

の劣化状態であり、被害を受けていない残った瓦に浮

きが見られる。図 は著しい劣化状態であり、残っ

た瓦は浮いたり、ずれたりしている。

表 鋼板製屋根 老朽化評価

A：良好

評価

被害の出ていない部分に
サビが見られる

C：著しい劣化 被害の出ていない部分が
浮いて見える

被害の出ていない部分に
サビ、浮きが見られない

B：中程度の劣化

状態

図 良好な状態の鋼板製屋根（左図）

図 中程度の劣化状態の鋼板製屋根（右図）

図 ：著しい劣化状態の鋼板製屋根

（建築研究所提供）

図 は良好な状態であり、被害の出ていない部分

にはサビや浮きが見られない。図 は中程度の劣化

状態であり、被害の出ていない部分にサビが見られる。

図 は著しい劣化状態であり、被害の出ていない部

分にサビや浮きが見られる。

表 窯業系サイディング 老朽化評価

評価

A：良好

B：中程度の劣化

C：著しい劣化

状態

被害の出ていない部分に
ひび割れ、浮きが見られない
被害の出ていない部分に
ひび割れが見られる

被害の出ていない部分の
ボードが浮いて見える

図 ：良好な状態のサイディング（左図）

図 中程度の劣化状態のサイディング（右図）

図 ：著しい劣化状態のサイディング

（建築研究所提供）

図 は良好な状態であり、被害の出ていない部分

に色褪せ等は見られない。図 は中程度の劣化状態

であり、被害の出ていない部分にひび割れが見られる。

図 は著しい劣化状態であり、被害の出ていない部

分にボードの浮きが見られる。

耐力低減係数

建材の劣化による耐力低下は、耐力低減係数 ＝

、 、 を用いて評価した。

耐力低減係数 は つの釘引き抜き試験 ） ）の結

果を基に設定した。 つ目の試験は万能試験機により

釘を振動させた試験の結果である。 体の引き抜き耐

力の平均値を取り、振動回数の増加に伴い引き抜き耐

力が低下していることが分かった。新品の状態での引

き抜き耐力は約 であり、振動回数 回では引

き抜き耐力が約 まで（約 ％）下がることが分

かった。 つ目の試験は試験体を水に浸漬、乾燥を繰

り返した後、重量と釘の引き抜き耐力を測定した結果

である。一度浸漬した後は、重量（含水率）が初期と

同程度まで乾燥したとしても、引き抜き耐力は約 ％

まで低下することが分かった。これらの試験結果より、

耐力低減係数 を採用した。
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図 ：良好な状態の瓦（左図）

図 ：中程度の劣化状態の瓦（右図）

図 著しい劣化状態の瓦

（建築研究所提供）

図 は良好な状態であり、被害を受けていない残

った瓦はきれいに並んだままである。図 は中程度

の劣化状態であり、被害を受けていない残った瓦に浮

きが見られる。図 は著しい劣化状態であり、残っ

た瓦は浮いたり、ずれたりしている。

表 鋼板製屋根 老朽化評価

A：良好

評価

被害の出ていない部分に
サビが見られる

C：著しい劣化 被害の出ていない部分が
浮いて見える

被害の出ていない部分に
サビ、浮きが見られない

B：中程度の劣化

状態

図 良好な状態の鋼板製屋根（左図）

図 中程度の劣化状態の鋼板製屋根（右図）

図 ：著しい劣化状態の鋼板製屋根

（建築研究所提供）

図 は良好な状態であり、被害の出ていない部分

にはサビや浮きが見られない。図 は中程度の劣化

状態であり、被害の出ていない部分にサビが見られる。

図 は著しい劣化状態であり、被害の出ていない部

分にサビや浮きが見られる。

表 窯業系サイディング 老朽化評価

評価

A：良好

B：中程度の劣化

C：著しい劣化

状態

被害の出ていない部分に
ひび割れ、浮きが見られない
被害の出ていない部分に
ひび割れが見られる

被害の出ていない部分の
ボードが浮いて見える

図 ：良好な状態のサイディング（左図）

図 中程度の劣化状態のサイディング（右図）

図 ：著しい劣化状態のサイディング

（建築研究所提供）

図 は良好な状態であり、被害の出ていない部分

に色褪せ等は見られない。図 は中程度の劣化状態

であり、被害の出ていない部分にひび割れが見られる。

図 は著しい劣化状態であり、被害の出ていない部

分にボードの浮きが見られる。

耐力低減係数

建材の劣化による耐力低下は、耐力低減係数 ＝

、 、 を用いて評価した。

耐力低減係数 は つの釘引き抜き試験 ） ）の結

果を基に設定した。 つ目の試験は万能試験機により

釘を振動させた試験の結果である。 体の引き抜き耐

力の平均値を取り、振動回数の増加に伴い引き抜き耐

力が低下していることが分かった。新品の状態での引

き抜き耐力は約 であり、振動回数 回では引

き抜き耐力が約 まで（約 ％）下がることが分

かった。 つ目の試験は試験体を水に浸漬、乾燥を繰

り返した後、重量と釘の引き抜き耐力を測定した結果

である。一度浸漬した後は、重量（含水率）が初期と

同程度まで乾燥したとしても、引き抜き耐力は約 ％

まで低下することが分かった。これらの試験結果より、

耐力低減係数 を採用した。

78

耐力低減係数 は以下の基準に基づき設定した。

現行の日本版改良藤田スケールでは、外観上明らかに

当該被害箇所の劣化が著しい場合には、代表値ではな

く下限値で評価する場合がある。本研究ではこの考え

を踏まえて、現在の評価における被害程度（ ）よ

りも つ低い被害程度（ ）の下限値と近い値にな

るように、耐力低減係数 を採用した。

以上より、耐力低減係数は 良好な状態では 、

：中程度の劣化状態では 、 ：著しい劣化状態で

は とした。

被害事例と実験値による推定風速

被害事例

年 月 日 茨城県つくば市の竜巻、 年９

月 日 埼玉県越谷市の竜巻、 年 月 日 宮崎

県延岡市の竜巻、 年 月 日 茨城県土浦市の竜

巻、 年 月 日 岡山県美作市の竜巻、 年

月 日 群馬県館林市の竜巻、 年 月 日 静岡

県牧之原市の竜巻について、 の被害事例を文献調査

により整理した。表 （最終ページ下部）が被害事例

をまとめた一覧表である。被害の対象は ＝ の木造

の住宅又は店舗の屋根ふき材・外壁材、 ＝ の鉄骨

系プレハブ住宅又は店舗の屋根ふき材・外壁材、 ＝

の大規模な庇・独立上屋の屋根とする。

許容耐力と推定風速

構造実験値による推定風速

各被害について、新築状態での推定風速を構造実験

値 ）から求めた。今回の検討対象は粘土瓦、鋼板製屋

根、窯業系サイディングである。

粘土瓦

粘土瓦については、周辺部、隅角部、棟端部よりも

一般部に被害が出やすいため、表 、 の許容耐

力 ² ）を用いた。推定風速は である。

表 木造 階建て住宅 瓦
用途種別：住宅　構造種別：木造２階建　荷重条件：基準風速Vo＝36m/s　風圧係数Cp＝-1

２階屋根
周辺、隅角部

J形万十軒瓦53A形
袖垂部側銅線補強

3850＝|0.6V²×（-1）|
V＝80.1

２階屋根
棟端部

J形万十軒瓦53A形
袖垂部側銅線補強

3850＝|0.6V²×（-1）|
V＝80.1

1090＝|0.6V²×（-1）|
V＝42.6

計算式（Vの単位：m/s）

J形防災瓦53A形
全数緊結

2820＝|0.6V²×（-1）|
V＝68.6

許容耐力（N/m²）
２階屋根
一般部

J形防災瓦53A形
千鳥緊結

使用部位 種別・取付方法

２階屋根　一般、
周辺、隅角、棟端部

許容耐力は、愛知県産業技術研究所常滑窯業技術セ

ンター三河窯業試験所が発行する試験成績書による。

鋼板製屋根

鋼板製屋根では表 、 の許容耐力 ² ）

を用いた。

表 鉄骨造体育館 鋼板製屋根
用途種別：体育館　構造種別：鉄骨造　荷重条件：基準風速Vo＝36m/s　風圧係数Cp＝-1

計算式（Vの単位：m/s）
屋根

一般、周辺、隅角部
心木なし瓦棒

留付け間隔610mm
3520＝|0.6V²×（-1）|

V＝76.6

使用部位 種別・取付間隔 許容耐力（N/m²）

窯業系サイディング

今回調査した竜巻に被害では木造建築が非常に多い

ため、表 、 ， の許容耐力 ² ）を用い

た。推定風速は である。

表 木造 階建て戸建住宅 窯業系サイディング

1700＝|0.6V²×（-1）|
V＝53.2

使用部位

JIS 5422品
留付間隔50cm

用途種別：戸建住宅　構造種別：木造3階建　施工仕様：金具留工法,横張り　荷重条件：基準風速Vo＝44m/s　風圧係数Cｐ＝-1

3930＝|0.6V²×（-1）|
V＝80.9

外壁
隅角部

留付金具
+補強ねじ

メッキ銅板
1枚当 胴縁毎に1
+補強ねじ同数

留付金具 メッキ銅板
1枚当 胴縁毎に1

JIS 5422品
留付間隔50cm

3930＝|0.6V²×（-1）|
V＝80.9

外壁
一般部

構成材料 種別・取付間隔 許容耐力（N/m²） 計算式（Vの単位：m/s）
外壁

一般部
サイディングボード

1700＝|0.6V²×（-1）|
V＝53.2

外壁
隅角部

サイディングボード

 
構造実験値は設計用であり、実際に被害が出る風速

は計算して求めた推定風速よりも大きくなることが考

えられる。また、建材の種類により被害が生じる風速

が異なるため、建材ごとに設定した構造実験値 ）より、 
計算した推定風速に耐力低減係数を乗じることで、老

朽化を考慮した風速を求める。 
考察

各建材における推定風速

各建材について、実験値による推定風速、耐力低減

係数 、 、 をそれぞれ乗じた推定風速を求め

ると図 、 に示す風速となった。図 は現行の日本

版改良藤田スケールで用いられている推定風速である。

現行の日本版改良藤田スケールの値で評価をすると、

建材の劣化等について十分に考慮されていないため、

過大評価になってしまう可能性が高くなる。そのため

図 は、過大評価を避けるため、各建材の構造実験値
）における最小の許容耐力より推定風速を求め、耐力

低減係数 、 、 を乗じた推定風速である。本

研究では、現行の日本版改良藤田スケールの評価に老

朽化評価の指標を加えることを目的としているため、

図 の値を基に再検討を行った。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 各建材の現行の スケールにおける推定風速

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 各建材の最小の許容耐力における推定風速
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表 屋根材・外壁材の被害事例

良好な状態での被害

良好な状態の場合（図 、 、 参照）、建材

の劣化による影響は小さいため実験値による推定風速

をそのまま用いても過大評価になる可能性は低いと考

えられる。良好な状態の建築物では耐力低減係数を

とし、建材の劣化を考慮しない、実験値による推

定風速をそのまま用いることが妥当であると考えた。

中程度の劣化状態での被害

中程度の劣化状態の場合（図 、 、 参照）、

良好な状態よりも被害が出やすく、実験値による推定

風速をそのまま用いると実際よりも高く評価される可

能性がある。そこで、耐力低減係数 を実験値によ

る推定風速に乗じることで風荷重は ％低減する。ま

た、風荷重は風速の 乗に比例するため、推定風速と

しては約 ～ ％低下する。瓦、鋼板製屋根では現行

の日本版改良藤田スケールから求める階級より低い階

級となる。現行の日本版改良藤田スケールでは、老朽

化が著しい建築物等に関しては評価対象外としている。

しかし、中程度の劣化状態の建築物等に関しては評価

の基準はなく、建材の劣化が見られたとしても既存の

建築物と同様に評価されてしまう。以上より、中程度

の劣化状態の建築物では耐力低減係数を とし、実

験値による推定風速に乗じることで、推定風速を小さ

くすることが妥当であると考えた。 
著しい劣化状態での被害

著しい劣化状態の場合（図 、 、 参照）、

固定力が低下し瓦がずれたりパネルが浮いたりする。

また、建材そのものの強度が低下している可能性も考

えられる。そこで、耐力低減係数 を実験値による

推定風速に乗じることで風荷重は ％低減する。また、

風荷重は風速の 乗に比例するため、推定風速として

は約 ～ ％低下する。著しい劣化状態の被害事例と

現行の日本版改良藤田スケールでの評価、実験値によ

る推定風速、被害程度から耐力低減係数 を設定し

た。以上より、著しい劣化状態の建築物では耐力低減

係数を とし、実験値による推定風速に乗じること

で、推定風速を小さくすることが妥当であると考えた。

．結論

本研究は、建材の劣化について 段階に分けて評価

し、風速が低くなることを考慮して日本版改良藤田ス

ケールの再検討を行うことを目的として行った。実験

値より求めた推定風速を基に、建材の劣化状況に合わ

せて耐力低減係数（ 、 、 ）を設定した。そ

の結果、現行の日本版改良藤田スケールでは過大評価

される可能性のある被害について、各建材の実験値に

よる推定風速に耐力低減係数を乗じることで、実際の

被害風速に近い風速を得ることが可能になった。 
今後の研究計画

今後の研究計画としては、専門家でない人でも評価

のしやすい老朽化評価指標を策定することが重要であ

る。また、より多くの被害事例について整理し、提案

した耐力低減係数の妥当性をより明確にする必要があ

る。 
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超高層中間層免震建物の高さ方向の免震層の最適配置に関する研究                          

研究のタイプ [論文] 
222060  坪井孝樹                         

指導教員  奥田泰雄 
 
1.研究背景と目的 

近年,超高層建物の増加に伴い,地震時の安全性の確

保と設計自由度の両立を目的として,中間層免震構造

の採用が注目されている。 

中間層免震建物に関する研究では,中高層建物を対

象とした耐震性能評価及び動的設計手法の合理化の提

案 1)がなされている一方で,超高層中間層免震建物の実

例 2,3)は限られている。そのため,超高層建物における

免震層の設計指針や応答評価に関する知見は少ない。 

中高層建物の高さ方向の免震層の位置が建物の応答

に与える影響については,周囲地盤との連成効果の影

響や免震層下部構造の加速度の応答増大に対する問題
4,5)が挙げられる。免震層の位置による応答傾向の把握

は行われているものの,設計に活用可能な定量的な指

針の提示には至っていない。 

また,建物の高さや質量分布によって振動特性が大

きく異なることから,免震層の位置による影響を把握

するには,対象建物のスケールに応じた検討が不可欠

である。 

特に,大阪府内においては 60m以上の高さを有する超

高層建物が 470 棟あり,半数以上が 100m 以下の建物で

ある。そして,免震建物は全体の 2割を超える棟数とな

っている 6)。高さが 96m の建物を対象とした検討は,社

会的に意義がある。 

本研究では,高さが 96mの超高層中間層免震建物を対

象に,高さ方向の免震層の位置が応答に与える影響や

傾向を把握し,高さ方向の免震層の最適配置を提案す

ることを目的とする。特に,層間変形角および絶対加

速度に着目し,構造的な傾向を整理することで,今後の

設計判断に活かせる知見の提供を目指す。 

2.検討方法・検討建物 

2.1 検討対象建物概要(検討は X 方向のみ) 

 図 1 に示す地上 25 階の鉄骨造(柱は CFT)である。図

1(a)は架構平面を示し,図 1(b)は架構立面である。 

図 1(a)より主架構は X方向が 8.0[m]の 3スパンで,Y

方向は 8.5[m],7.0[m],8.5[m]の 3 スパンである。 

図 1(b)より,階高が 4m で最高高さが 96m である。用

途はオフィスであり,1 次固有周期は 2.26[s]である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 解析対象モデル 

 多質点系(解析)モデルは立体モデルを P⊿効果を考

慮する静的解析を行い,層せん断力-層間変形関係より

曲げせん断モデルを生成し,解析ソフト(構造システム

SNAP)を用いて解析を行う。上部・下部構造に 2%の剛

性比例型とする。 
2.3 検討方法 

立体モデルに免震層として免震部材を設ける。免震

部材は,高減衰系ゴムとする。これは,ゴム材料自体に

高いエネルギー吸収性能を与えた積層ゴムであり,ば

ね機能と減衰機能を一体化した免震部材である。 

 各柱の下に 1個ずつ配置し,合計 16 個を配置する。 

これ以降,免震層を配置していない建物を非免震,i

層免震建物のことを i層とそれぞれ呼ぶこととする。 

2.3.1 各層で同じ免震部材を用いた場合 

 免震部材は,2層(1～2 階)の柱の長期軸力が免震部材

の長期許容軸力の値を超えないように選定し,免震層

の水平剛性は,2.4×103[kN/m]とした。 

 免震部材を配置するケースは,2 層,4 層,8 層,12

層,16 層,20 層及び 24 層の 7 パターンとした。 

2.3.2 各層に最適な免震部材を用いた場合 

免震部材は,各層の柱の長期軸力が免震部材の長期

許容軸力の値を超えないように選定した。 

免震層を配置するケースは,2～16 層の 15 パターン

とした。 

高さ方向の免震層の最適位置を決定するための設計

クライテリアを表 1 に示す。設計クライテリアの絶対

加速度は免震構造設計指針の設計基準 7)を参考に上部

構造の絶対加速度の 3000[mm/s2]を設定し,下部構造の

絶対加速度は7000[mm/s2]とした。下部構造の層間変形

角は建築基準法の最低基準値の 1/200 以下となるよう

にし,上部構造の層間変形角は下部構造の 1/2 倍の

1/400 となるように設定した。この基準に従い高さ方

向の免震層の最適配置について検討した。 

表 1 設計クライテリア 

 
2.4 検討用入力地震動 

入力地震動は大地震を想定したレベル2地震動とした。

加速度応答スペクトル(h=0.02)を図 2に示す。 
 

 
 
 
 
 

絶対加速度[mm/s2] 層間変形角
上部構造 3000 1/400
下部構造 7000 1/200

8.0×3=24m 

図 1 建物概要 図 2 加速度応答スペクトル(h=0.02) 
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3 各層で同じ免震部材を用いた場合の結果 

図 3 に Taft 波の非免震,2・4・20・24 層の比較図を

示す。免震層が低層に配置された 2層では,上部構造の

加速度が顕著に低減しており,免震の効果が建物全体

に広く及んでいることが分かる。 

一方,20 層や 24 層のように高層に免震層を配置した

(2 層の軸力と大きく異なる)場合,下部構造の加速度が

大きく,免震効果が上部構造に限定されていることが

分かる。免震層より下部構造の加速度が大きく,免震

効果が上層に限定されていることが分かる。下部構造

の最大絶対加速度は大きなばらつきがみられ,現段階

では入力地震動の周波数成分,免震部材の適用方法お

よび減衰の未設定など複数の要因が考えられる。 

図 4に Taft 波の非免震と 2・4・8層の層間変形角の

比較図を示す。2・4 層では上部構造に違いはなかった

が,8 層の 15 層よりも上層はやや大きい変形角となっ

てしまっていたため上部構造の全体に免震の効果を行

きわたっておらず免震の効果が限定的であることが分

かった。 

非免震の最大層間変形角が 1/166 となっており,2 と

4 層は上部・下部構造の最大層間変形角がそれぞれ

1/361,1/476 であるため,建築基準法の規定値以下

(1/200)であることを確認できた。 

 

 
図 3 非免震,2・4・20       図 4非免震と 2・4・8層の 

・24 層の比較図          層間変形角の比較図 

4.設計クライテリアの判定 

 表 1 の設計クライテリア以下であったものを波ごと

にまとめたものを表 2に示し,最悪なケースを表 3に示

す。(a)は El Centroを,(b)は Taftを,(c)は Hachinohe

である。凡例として当てはまるものは〇,当てはまら

ないものは×とする。 

 表 2(a)(b)(c)より,上部構造は 9 層以外は設計クラ

イテリア以下であることを示せた。しかし,下部構造

は表 2(a)(b)において免震層の位置が中層では設計ク

ライテリア以上であることが分かった。 

表 3より,設計クライテリアを満たすことができたも

のは 2・3・4・14・15 層の合計 4 層であることが分か

った。 

表 2 波ごとの判定表 

(a) El Centro 

 
(b) Taft 

 
(c)Hachinohe 

 
表 3 総合判定表 

 
4.1 高さ方向の免震層の最適配置 

設計クライテリアに対する応答の基準値余裕率は基

準値余裕率とする。表 2(a)(b)(c)と表 3 に示した判定

表で上部・下部構造ともに〇であったものを以下では

示すこととする。 

4.1.1 El Centro の最適配置 

 図 5に El Centro の基準値余裕率を示す。図 5(a)は

絶対加速度の比較,図 5(b)は層間変形角の比較である。 

図 5(a)より,中層配置(6,7 層)の 2～6層では,下部構

造の基準値余裕率が低高層よりも最大 32%低下してい

ることが読み取れる。下部構造の最大基準値余裕率は

2～4 層に分布していた。上部構造の基準値余裕率は,3

層と 6 層を除き 19 層で最大値を示すが,20 層以降は上

層になるにつれて値が小さくなる傾向がみられた。 

全体として 2層の基準値余裕率が高く,次いで下部構

造の基準値余裕率が大きい 16 層が,2 層に次いで絶対

加速度に対して最適な配置であると考えた。 

図 5(b)より,1～6 層の範囲で 6,7 層免震がその他の

配置と比べ,下部構造の基準値余裕率が 20%以上大きく

なっていることが分かった。高層配置(14～16 層)では

下部構造の基準値余裕率の変化が類似した形状を示す

ことが読み取れた。19 層以降では絶対加速度とは逆に,

上部構造の基準値余裕率が上層になるにつれて増加す

る傾向が確認された。 

2 層の基準値余裕率が 1～20 層の範囲で層間変形角

の基準値余裕率が 50～60%を安定しており,層間変形角

に対して最適な配置であると考えた。二番目には,上

部構造の基準値余裕率が 2層より大きい 16層であると

考えられる。しかし,下部構造の基準値余裕率が 6～13

層では低下しているため注意が必要であると考えられ

る。 

 同じ配置でも 2～6 層と 19 層では絶対加速度と層間

変形角で基準値余裕率分布が逆転する箇所があること

が分かった。20 層以降は絶対加速度の傾向は小さくな

るが,層間変形角の傾向が大きくなる。高層での変形

角が小さく,絶対加速度は大きいが変形を抑えられて

いる動的特性を示唆していると考えられる。 

El Centro における高さ方向の免震層の最適配置は

1
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3 各層で同じ免震部材を用いた場合の結果 

図 3 に Taft 波の非免震,2・4・20・24 層の比較図を

示す。免震層が低層に配置された 2層では,上部構造の

加速度が顕著に低減しており,免震の効果が建物全体

に広く及んでいることが分かる。 

一方,20 層や 24 層のように高層に免震層を配置した

(2 層の軸力と大きく異なる)場合,下部構造の加速度が

大きく,免震効果が上部構造に限定されていることが

分かる。免震層より下部構造の加速度が大きく,免震

効果が上層に限定されていることが分かる。下部構造

の最大絶対加速度は大きなばらつきがみられ,現段階

では入力地震動の周波数成分,免震部材の適用方法お

よび減衰の未設定など複数の要因が考えられる。 

図 4に Taft 波の非免震と 2・4・8層の層間変形角の

比較図を示す。2・4 層では上部構造に違いはなかった

が,8 層の 15 層よりも上層はやや大きい変形角となっ

てしまっていたため上部構造の全体に免震の効果を行

きわたっておらず免震の効果が限定的であることが分

かった。 

非免震の最大層間変形角が 1/166 となっており,2 と

4 層は上部・下部構造の最大層間変形角がそれぞれ

1/361,1/476 であるため,建築基準法の規定値以下

(1/200)であることを確認できた。 

 

 
図 3 非免震,2・4・20       図 4非免震と 2・4・8層の 

・24 層の比較図          層間変形角の比較図 

4.設計クライテリアの判定 

 表 1 の設計クライテリア以下であったものを波ごと

にまとめたものを表 2に示し,最悪なケースを表 3に示

す。(a)は El Centroを,(b)は Taftを,(c)は Hachinohe

である。凡例として当てはまるものは〇,当てはまら

ないものは×とする。 

 表 2(a)(b)(c)より,上部構造は 9 層以外は設計クラ

イテリア以下であることを示せた。しかし,下部構造

は表 2(a)(b)において免震層の位置が中層では設計ク

ライテリア以上であることが分かった。 

表 3より,設計クライテリアを満たすことができたも

のは 2・3・4・14・15 層の合計 4 層であることが分か

った。 

表 2 波ごとの判定表 

(a) El Centro 

 
(b) Taft 

 
(c)Hachinohe 

 
表 3 総合判定表 

 
4.1 高さ方向の免震層の最適配置 

設計クライテリアに対する応答の基準値余裕率は基

準値余裕率とする。表 2(a)(b)(c)と表 3 に示した判定

表で上部・下部構造ともに〇であったものを以下では

示すこととする。 

4.1.1 El Centro の最適配置 

 図 5に El Centro の基準値余裕率を示す。図 5(a)は

絶対加速度の比較,図 5(b)は層間変形角の比較である。 

図 5(a)より,中層配置(6,7 層)の 2～6層では,下部構

造の基準値余裕率が低高層よりも最大 32%低下してい

ることが読み取れる。下部構造の最大基準値余裕率は

2～4 層に分布していた。上部構造の基準値余裕率は,3

層と 6 層を除き 19 層で最大値を示すが,20 層以降は上

層になるにつれて値が小さくなる傾向がみられた。 

全体として 2層の基準値余裕率が高く,次いで下部構

造の基準値余裕率が大きい 16 層が,2 層に次いで絶対

加速度に対して最適な配置であると考えた。 

図 5(b)より,1～6 層の範囲で 6,7 層免震がその他の

配置と比べ,下部構造の基準値余裕率が 20%以上大きく

なっていることが分かった。高層配置(14～16 層)では

下部構造の基準値余裕率の変化が類似した形状を示す

ことが読み取れた。19 層以降では絶対加速度とは逆に,

上部構造の基準値余裕率が上層になるにつれて増加す

る傾向が確認された。 

2 層の基準値余裕率が 1～20 層の範囲で層間変形角

の基準値余裕率が 50～60%を安定しており,層間変形角

に対して最適な配置であると考えた。二番目には,上

部構造の基準値余裕率が 2層より大きい 16層であると

考えられる。しかし,下部構造の基準値余裕率が 6～13

層では低下しているため注意が必要であると考えられ

る。 

 同じ配置でも 2～6 層と 19 層では絶対加速度と層間

変形角で基準値余裕率分布が逆転する箇所があること

が分かった。20 層以降は絶対加速度の傾向は小さくな

るが,層間変形角の傾向が大きくなる。高層での変形

角が小さく,絶対加速度は大きいが変形を抑えられて

いる動的特性を示唆していると考えられる。 

El Centro における高さ方向の免震層の最適配置は
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総合的にみて 2層であると考えた。 

 

  
(a)絶対加速度の比較  (b)層間変形角の比較 

図 5 El Centro の基準値余裕率 

4.1.2 Taft の最適配置 

図6にTaftの基準値余裕率を示す。図6(a)は絶対加

速度の比較,図 6(b)は層間変形角の比較である。 

図 6(a)より,9層は層ごとの基準値余裕率のばらつき

が大きく,下部構造の基準値余裕率も全体的に小さい

ため,不適切な配置と考えた。2 層は全層にわたり高い

基準値余裕率を維持し,最適な配置であると考えられ

る。3層は 20層まで高い基準値余裕率を示し,2層に次

いで 3層が最適な配置であると考えた。 

図 6(b)より,2・3・9層の上部構造の下層はすべての

下部構造よりも基準値余裕率が小さいことが分かった。

特に 2・3層では層ごとのばらつきが大きかった 

13 層の上部・下部構造ともに 21層まで 40～60%の範

囲で安定しており,極端に余裕が大きいとは言えない

ものの安定性が高いことから,層間変形角において最

適に近い配置であると評価した。二番目に最適である

といえるのは 2層であると考えた。 

Taft における高さ方向の免震層の最適配置は総合的

にみて 2層であると結論付けた。 

 

 
(a)絶対加速度の比較  (b)層間変形角の比較 

図 6 Taft の基準値余裕率 

4.1.3 Hachinohe の最適配置 

図 7 に Hachinohe の基準値余裕率を示す。図 7(a)は

4・6 層を除く 2～10 層の絶対加速度の比較,図 7(b)は

11～16 層の絶対加速度の比較,図 7(c)は 4 層と 6 層を

除く 2～10 層の層間変形角の比較,図 7(d)は 11～16 層

の層間変形角の比較である。 

 図 7(a)より,下部構造は免震層の位置が低いほど基

準値余裕率が小さくなる一方,上部構造は免震層の位

置が低いほど基準値余裕率が大きい傾向が確認された。

2 層は全体の基準値余裕率が大きくばらつきも小さい
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4.1.4 最悪ケース(各波の最小値)の最適配置 

図 8 に最悪ケースの基準値余裕率を示す。図 8(a)は

絶対加速度の比較,図 8(b)は層間変形角の比較である。 

 図 8(a)より,上部構造の基準値余裕率は 16～22 層で

最大値を示す一方,下部構造は全層で基準値余裕率が

低く(約 27～32%),下部構造の基準値余裕率が不足して

いることが分かった。2・3 層は概ね高い基準値余裕率

を示すが,14・15 層の中層(13〜14 層)では基準値余裕

率が著しく低く,最悪ケースでの安全性が確保されて

いない可能性が高いことが明らかになった。 

 図 8(b)より,2・3層は上層で高い基準値余裕率(60〜

80%台)を示すが,下層では急激に低下した。14・15 層

は中層（10～20 層付近）で比較的高い基準値余裕率

（40～60%台）を示す箇所が多いものの,一部の層で極

端に低い値(1〜10%台)を示す。 

全体として上層ほど基準値余裕率が高く,中層から

下層に向かって基準値余裕率が低下する傾向がみられ

た。上層付近では各層とも 80%前後の余裕が得られて

いるが,中層～下層では大きく低下する。 

 高さ方向の免震層の最適配置は 2層である。 
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5.結論 

本研究では高さ 96m,地上 25 階の超高層中間層免震

建物を対象に,高さ方向の免震層の位置が応答に与え

る影響を系統的に解析し,El Centro・Taft・Hachinohe

の 3 波および各波の最悪ケース(各波の最小値)で最適

配置を求めたものである。静的増分解析に基づく多質

点系への置換,時刻歴応答解析および伝達関数解析を

通じて,免震層配置の動的影響を定量的に整理し,最適

配置を決定した。得られた知見を以下に示す。 

(1) 免震部材の選定に軸力を考慮することで免震効果

が十分発揮されることが確認され,軸力の重要な

要素であることが明らかになった。しかし,免震

部材の選定に軸力を考慮しなければ免震効果が上

部構造に限定され,下部構造は解析ケースそれぞ

れで大きなばらつきがみられの変化が見られ,非

免震よりも絶対加速度が大きくなることが確認で

きた。 

(2) 免震層を 2 層に配置した場合が最も高い基準値余

裕率と安定性を示し,総合的に最適配置である。 

(3) 絶対加速度と層間変形角の間にはトレードオフが

存在し,同一配置でも余裕率分布が逆転すること

が確認された。特に最悪ケースでは下部構造の安

全余裕が著しく不足しており,上部構造の安全性

のみを根拠にした設計は危険である。2 層を基本

配置としつつ,局所的補強や制振装置の導入など

下部構造の対策を併用することが必要である。 

(4) 最適配置の二番手候補としては 16 層が最も有望で

あるが,これは「補強・局所対策を前提とした上

での選択」である。Taft や Hachinohe の結果が示

すように,地震波の特性により 3・13・5・7層が有

利となる場合もあるため,最終決定は用途要件・

波形代表性・コストを踏まえた総合評価で行うべ

きであると考えられる。 
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図 8 に最悪ケースの基準値余裕率を示す。図 8(a)は
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いるが,中層～下層では大きく低下する。 

 高さ方向の免震層の最適配置は 2層である。 
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 壁板の目地が耐力に与える影響に関する実験的研究 

その１ 目地の深さを変数とした場合 

研究のタイプ  [論文] 
212064  宮坂 建希                                     

指導教員   柳沢 学 
 
1.研究背景 

鉄筋コンクリート造の耐震壁は、建物の水平耐力を

高め、地震時の変形を抑制するために多用される。し

かしながら、耐震壁は地震や荷重の作用によりひび割

れが生じやすく、耐力低下や耐久性の低下につながる

可能性がある。この問題に対して、コンクリート目地

を設けることにより、ひび割れの発生位置を制御し、

あらかじめ想定された箇所に誘発的にひび割れを集中

させる手法が注目されている。 

コンクリートの欠点の一つである乾燥収縮ひび割れ

が様々なところに入り、見た目も悪く処置も大変であ

る。それを目地にひび割れを集中させ防水処理を行う

と、ランダムなひび割れを抑制出来る効果が期待でき

る。しかし、目地の形状や深さによって、ひび割れの

誘発効果や構造性能への影響は大きく変化すると考え

られるため、本研究では目地の深さの違いによる壁板

への影響を検討する。 

既往の研究１）ではひび割れ集中率の高い先端が鋭角

に尖った断面の目地、並びに駆体内部に面内せん断力

を伝達可能な埋込み目地を設けることで、断面欠損量

を低減する新しい目地工法を開発すべく実験検討をお

こなっており、内部埋込み目地の幅を断面欠損として

扱わないと仮定すれば、断面欠損の低減することがで

きると論じている。 

2.実験計画 

2.1 実験目的 

本実験ではスタブ(柱・梁)に荷重をかけ、耐震壁の

壁板のみの耐力を算定する実験により、トラス機構は

無視し水平荷重時に壁板に作用する圧縮ストラットの

実を検討する圧縮実験に置き換え、壁板への影響を検

討することを目的としている。 

2.2 試験体概要 

試験体は荷重点のスタブ(柱・梁)部分と耐震壁の壁

板部分のみを製作し、90 度回転させたものである。RC

造耐震壁を模した、柱・梁に囲まれた約 1/6 スケール

の模型試験体である。実験変数は目地の深さとし、試

験体は計 6 体とした。実験変数および目地の概要を表

1 に示す。 

また S30-0,S27-0,S24-0 は目地がない場合の耐力を

求めるために用いる。S27-3,S24-6,S21-9 では 3mm、

6mm、9mm と目地の深さの違いによる耐力を検討する。

その他、スタブ(柱・梁)は 100mm×100mm、壁板は

300mm×300mm、目地の幅は 5mm に統一し、設計基準強

度は Fc＝21 とする。試験体図と断面を図 1 に示す。

目地の有無および変数を図 2 に示す。 

 

表 1 試験体概要 

試験体名 S30-0 S27-0 S24-0 S27-3 S24-6 S21-9 

目地の幅(mm) - 5 

目地部分の壁厚さ(mm) 30 27 24 27 24 21 

目地の深さ(mm) - 3 6 9 

予想耐力(kN) 131 118 105 118 105 92 

設計基準強度(N/mm2) 21 

※-は目地なしにつき 0とする 

 

図 1 試験体図と圧縮ストラット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 配筋図およびゲージ位置図 

試験体配筋図およびゲージ位置図を図 3 に示す。ス

タブ(柱・梁)の主筋は 4φ、帯筋は 1.5φ、壁筋は 3φ

を使用する。各試験体の配筋はすべて同じである。壁

筋 3Φのピッチは 75 ㎜とする。壁筋すべてに柱・梁に

定着を行った。柱・梁には主筋 4Φが 6 本ずつ入って

おり、帯筋 1.5Φのピッチは 17㎜とする。 

30 

((aa))SS3300--00  ((目目地地ななしし))  

     

((cc))SS2244--66--00  ((目目地地ななしし))  

((bb))SS2277--33  ((目目地地ななしし))  ((dd))SS2211--99  ((目目地地ななしし))  

図 2 目地の有無および変数 

AA’断面 
A 

A’ 

圧縮ストラット 

スタブ(柱・梁) 

目地を入れる部分 壁板 
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2.3 載荷方法および測定方法 

本実験において図 3 で示した壁板の中央に 4 ヶ所の

最も変化が大きいと予測される鉄筋にひずみゲージを

設け、スタブ間の中心距離の圧縮変位、ひび割れ発生

の状況を目視でも調べる。 

計画で述べた通り圧縮実験により、アムスラー型加

力試験装置にてスタブ(柱・梁)部分に上下からの圧縮

力をかける。載荷方法を図 4 に測定方法を写真 1 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.実験結果 

3.1 試験体実寸法 

本試験体の製作において、脱型時に削れた部分があ

り、実際に計画した寸法とは誤差がでてくる。そのた

め、試験体製作後に壁板の厚さ各 6 ケ所、目地の幅各

3 ケ所実寸を測り、その平均値の寸法を表 2に示す。 

今後の最大耐力の壁厚および目地の深さ・幅の計算

値としてこの実寸法を利用し検討をする。 

表 2 試験体実寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 S27-3 は試験体制作時にスタブ間が湾曲してしまい、

正確な数値の検討から除外することをここに示す。 

 S24-0 は脱型時に圧縮ストラット部分に、ひび割れ

を発生させてしまったことをここに示す。 

3.2 材料試験 

コンクリートのテストピースの圧縮試験の結果およ

び力学的性質を表 3 に示す。テストピースの圧縮試験

により 3 体の圧縮強度をとり、その平均値 35.6N/mm2

を圧縮強度とする。 

表 3 供試験体および力学的性質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３φ鉄筋の諸寸法および力学的性質を表 4 に示す。

本試験体は材料試験時に１体計測失敗し、2 体での比

較対象とする。3φ鉄筋の力学的性質を表 4に示す。 

 

表 4 3φ鉄筋の力学的性質 

供試体 降伏強度(N/mm2) 引張強度(N/mm2) ヤング係数(N/mm2) 

No.1 613 637 2.05×105 

No.2 604 634 2.05×105 

平均 609 636 2.05×105 

※ヤング係数は 2.05×105N/mm2とする。 

 

3.3 ひび割れ破壊状況 

ひび割れ破壊状況を写真 2 に示す S30-0 では荷重

231.5kN 時に圧縮ストラット部分への圧縮ひび割れ発

生。235.2kN 時に圧縮ひび割れ発生。243.4kN 時に延

長。そして 245.8kN で最大荷重を迎え、荷重が下がり

はじめ 225.3kNの時に圧縮破壊された。 

本試験体では目地が入っていないため、圧縮ストラ

ットの部分からの圧縮ひび割れ・圧縮破壊がみられる。 

S27-0 では 174.7kN 時に圧縮ストラット部分への圧

縮ひび割れ発生。190.3kN 時に圧縮ひび割れ発生。

200.4kN 時に圧縮ひび割れ発生。その後 208.9kN に最

大荷重となり、荷重が下がりはじめ 199.5kN の時に圧

縮破壊された。 

写真１ 測定方法 

図 3 配筋図およびゲージ位置図 

供試験体 
体積 

(cm3) 

比重 

(g/cm3) 

圧縮強度

(N/mm2) 

No.1 1500 2.17 35.3 

No.2 1510 2.17 34.4 

No.3 1534 2.15 37.1 

平均値 1514 2.16 35.6 

 

試験体名 S30-0 S27-0 S24-0 S27-3 S24-6 S21-9 

壁板厚さ計画(mm) 30 27 24 27 24 21 

壁板厚さ平均(mm) 32 28 25.5 27.6 26 23.1 

目地幅計画(mm) - - - 5 5 5 

目地幅平均(mm) - - - 9.3 10 10.3 

 3 1 

4 2 

図 4 載荷方法 

壁板 
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 本試験体でも目地が入っていないため、圧縮ストラ

ットの部分からの圧縮ひび割れ・圧縮破壊がみられる。 

S24-0 では本試験体は 3.1 で示した通り実験前に圧

縮ストラット部分にひび割れが発生している試験体と

なっている。184.4kN 時に圧縮ストラット部分への圧

縮ひび割れの発生とともに最大荷重となった。その後

ひび割れは発生せず 184.0kN に荷重が低下したときに

スタブ部分と壁板の間部分から圧縮破壊がみられた。 

本試験体でも目地が入っていないため、圧縮ストラ

ットの部分からの圧縮ひび割れ・圧縮破壊がみられる。 

S27-3 では 75.5kN 時にスタブ(柱・梁)と壁板の結合

部間に曲げひび割れ発生。156.6kN に達したときに圧

縮ストラット部分への圧縮ひび割れ発生とともに最大

荷重・最終となった。 

本試験体は 3.1 で示した通り、製作時に壁板が湾曲

したことにより面外からの力により曲げひび割れが発

生したことが原因と考えられる。そのため予想耐力よ

りも 50kNほど低い結果となった。 

S24-6 では一度もひび割れることなく 218.9kN 時に

圧縮ストラット部分への圧縮ひび割れ、最大荷重に達

した。そして 212.7kN に低下したときに壁板中央部か

ら圧縮破壊され最終となった。 

本試験体は実験変数として目地の深さ 6mm を入れて

いることにより、目地の入っている中心部からの圧縮

ひび割れが確認でき、目地が影響を及ぼしているとい

える。 

S21-9 では 177.3kN 時に目地部分へのひび割れと共

に最大荷重となった。その後 176.9kN 時に圧縮ひび割

れが発生し、最終となった。 

本試験体は目地の深さが 9ｍｍある試験体であり、

目地の部分からのひび割れが確認できることから目地

の深さが影響していることがわかる。本実験で唯一の

目地からのひび割れ・圧縮破壊をした試験体である。 

 

 

3.4 諸荷重一覧 

初ひび割れ時と最大の荷重と変位を表 5 に示す。

S24-0 の変位がほかの試験体に比べて大きく下回って

いることは脱型時の圧縮ストラットへのひび割れの影

響と考えられる。S27-3 の初ひび割れ時の荷重および

最大荷重が他と比べ低く本来の強度を発することがで

きなかったことは 3.1 で示した通り試験体が湾曲し面

外からの力によって壁板とスタブ(柱・梁)との間に曲

げひび割れが発生したことが原因である。 

S24-6 と S21-9 は目地の深さが変数の試験体により、

深さが深くなるにつれ初ひび割れ時および最大荷重時

の変位も小さくなっていることがわかる。 

表 5 初ひび割れ時と最大荷重の変位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 荷重変位関係 

各試験体の実験結果の荷重－変位関係のグラフを図

5 に示す。S30-0、S270-0、S21-9 は最大荷重に達する

までになだらかに右肩上がりになり、最大荷重に達し

その後圧縮破壊すると S27-0 は荷重、変位ともに急激

に減少している。 

S24-6、S21-9 は圧縮破壊後変位が負の方向に転じて

いる。圧縮破壊後に湾曲し変位計が伸び切ったことが

原因と考えられる。ところが S27-3 は圧縮破壊後正方

向に大きく伸びている。圧縮破壊後、変位計の方向に

傾いたことが原因と考えられる。 

 S24-6、S24-0 は最大荷重後すぐ、荷重、変位ともに

激減している。これは最大荷重と圧縮破壊が同じタイ

ミングで発生したことによるものである。 

全試験体を比較してわかるように S30-0 の目地のな

い壁厚 300mm の試験体が最も大きい最大荷重を示して

いることから壁厚の厚さと耐力が関係している。                                

 
 

試験体名 
初ひび割れ荷重 

(kN) 

変位 

(mm) 

最大荷重 

(kN) 

変位 

(mm) 

S30-0 231 0.27 245 0.4 

S27-0 174 0.31 209 0.43 

S24-0 184 0.09 184 0.1 

S27-3 75.5 0.25 156 0.4 

S24-6 218 0.24 218 0.26 

S21-9 177 0.12 177 0.14 

 

図 5 荷重変位関係 

写真 2 ひび割れ破壊状況 
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4. 実験結果の検討 

4.1 最大耐力の検討 

各試験体の最大耐力の計算値と実験値を表 6 に示す。

計算値の計算方法は(1)を使用。 

各試験体の最大耐力は計算値よりもほとんど大きく

なった。S27-3 のみが予想耐力よりも小さくなったこ

とは試験体の壁板がスタブ(柱・梁)の中心間よりも湾

曲していたことが原因と考えられる。また S24-0 が計

算値より実験値が低くなっている原因として 3.1 で示

したとおり、脱型時のひび割れによるものだと考えら

れるが誤差であり、試験体への大きな影響ではないと

断定できる。 

S24-0 と S24-6 を比較すると、計算値はほぼ同じ予

想耐力になるが実験値では大きく差が出ている。これ

は目地部分の深さ分壁が厚くなっているため最大耐力

が 35kN 強くなっている。また S30-0 と S24-6 では目

地部の厚さを合計した壁厚は同じだが、耐力が 27kN

も劣っている。これはやはり目地の部分の欠損が影響

していることが分かる。 

S27-3、S24-6、S21-9 は壁厚に対し 10%、20％、

30％と変化する試験体となっている。S27-3 は検討外

として考えると、20%から 30%になると、40kN 近く減

少していることより、壁厚に対する欠損率は圧縮耐力

に比例し、影響を及ぼしていることが分かる。 

S24-6 は計算値に対し実験値が 14％も上回った結果

を示している。計算値 26mm に対し 29mm の耐力を示し

ていることから、計算値を 3mm 大きくしても荷重に耐

えうる実験値となっている。 

 

表 6 最大耐力の実験地と計算値 

 圧縮耐力 

試験体名 S30-0 S27-0 S24-0 S27-3 S24-6 S21-9 

計算値(kN) 237 207 185 207 192 171 

実験値(kN) 246 209 184 157 219 177 

実験値/計算値 1.04 1.01 0.99 0.76 1.14 1.03 

 

P=ｔ×ℓ ×σB                     ・・・・・・(1) 

ｔ：耐震壁の壁板の厚さ 

ℓ ：壁板とスタブの結合部間距離 

σB：コンクリートの圧縮強度 

 計算値のℓ は 150√2 であり、t は表 2 で示した試験

体実寸法を使用し、圧縮強度は材料試験の平均値とし

て 35.6N/mm2を使用している。 

4.2 目地の有効性の検討 

S30-0、S24-0、S24-6、S21-9 のひび割れ傾向図を図

6 に示す。この 4 つの試験体を比較すると、目地がな

い S30-0 と S24-0 は縦のひび割れが入っており、圧縮

ストラットへのひび割れの傾向となっている。それに

対し、S24-6 と S21-9 は中心の目地周辺部分からのひ

び割れが確認でき、目地周辺の部分へのひび割れ発生

につながったといえる。 

S21-9 では目地の中心からひび割れが発生した唯一

の試験体となった。これは壁厚に対し目地の深さが約

30％を占めていたからと考えられる。やはり壁厚に対

し欠損率が大きくなるほど目地への負荷が大きくなり、

耐力も低下することで目地にひび割れが集中すること

がわかる。 

以上のひび割れ図と最大耐力をまとめてわかるよう

に、欠損率の大きさによって目地は有効だといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 ひび割れ傾向図 

5.結論 

本研究では耐震壁の壁板の目地が耐力に影響するの

かを検討する実験により、目地の深さを変数とした試

験体 6 体にて圧縮試験を行い目視でも荷重の際のひび

割れの有無を確認し、ひび割れの位置・幅・形状の観

察する実験により耐力の検討を行う。 

本実験で以下の知見を得ることができた。 

１) 目地の深さによって最大耐力の違いがみられ、深

さが大きいほど最大耐力は低くなること。 

２) 目地の有無によりひび割れの入り方に相違が見ら

れた。特に、目地が深い場合(壁厚に対する目地

に割合) は目地に沿うようにひび割れが発生した。

目地が浅い場合には、目地がない試験体と近いも

のとなった。 

３) 目地と壁厚の比率が 20%の試験体が、計算値より

も実験値が 14%も上回ったことによる壁厚の計算

値の余剰分が出てきたことで 3mm 多く壁厚を厚く

した試験体と同様の実験結果となったこと。 

４) 以上のことにより、本実験の範囲において耐震壁

の壁板の目地は深いほど耐力に影響し、ひび割れ

方も壁板の欠損率の影響が大きい結果となった。 
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4. 実験結果の検討 
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5-100-02,5-100-02② 

シアスパン比が 0.5 の RC 短スパン梁のせん断耐力に関する実験的研究 

その 1 梁幅を変数とした場合                    
研究のタイプ [論文] 
222018  小笠原健人                                

指導教員   柳沢学 
 
1 はじめに  

鉄筋コンクリート（RC）構造物におけるせん断破壊

は脆性的で急激に進行するため、構造安全性の確保に

おいて重要な課題である。短スパン梁ではシアスパン

比が小さい場合、曲げ破壊よりもせん断破壊が支配的

になりやすく、その挙動を把握することが求められて

いる。 

既往の研究 1）ではシアスパン比やせん断補強筋量に

関する検討は多く行われてきたが、シアスパン比が

0.5 という極めて短い条件での実験データは少なく、

さらに梁幅の変化がせん断耐力や破壊形態にどの程度

影響するか十分に解明されていないので確かめる。 

 

2 実験計画 

2-1 実験目的 

本実験の目的は、シアスパン比 0.5 の RC 短スパン梁

において、梁幅の変化がせん断耐力および破壊性状に

与える影響を明らかにすることである。特に、せん断

耐力については実験値と大野・荒川式 2),靭性保証型耐

震設計指針式 2)を用いた計算値で比較・検討を行い、

その有用性を確認することが目的である。 

2-2 試験体概要 

本試験では試験体の梁幅を変数とし、それぞれ

100,75,50とする。試験体は同一のシアスパン比0.5の

ものを 4 体ずつ製作した。(試験体 5-100-02 のスタブ

が梁部分よりも先に破壊してしまったので試験体 5-

100-02②を製作した)RC 短スパン梁におけるせん断挙

動を適切に再現するため、コンクリート設計基準強度

を21N/mm²に設定した。こ試験体には丸鋼4𝜑𝜑(SR295)、
異形鉄筋 D10(SD295)を用いた。計測治具 M6 ボルト、

加力用治具 M16 ボルトを用いた。また、内のりスパン

ℓ、せい D、梁幅 b が示す箇所と試験体寸法を表 1 に示

す。 

内のりスパンは 200mm、シアスパン比は 0.5、せん断

補強筋比 pw を 0.2％と固定している。これは、過剰な

補強によって曲げ破壊が支配的になるのを避け、RC 梁

のせん断破壊を明確に発生させるためである。せん断

破壊の挙動を評価するには、せん断補強筋量を最小限

に抑え、コンクリートのせん断強度や寸法効果の影響

が顕著に現れる条件とする必要があると考えたためで

ある。そして、試験体配筋図を図 1 に示す。 

2-3 加力方法 

加力方法を写真 1 に示す。スタブに PC 鋼棒を用い

て S 型試験体の荷重ができるようにして確実に最大耐

力が確認できるように一方向載荷とした。 

表 1 試験体の変数および寸法 

試験体名 ｂ D,ℓ d Q/MD 𝐹𝐹𝐹𝐹 pw 

5-100-0.2 100 

200 180 0.5 21 0.2 
5-100-02② 100 

5-75-0.2 75 

5-50-0.2 50 

b:梁幅(mm)、D:せい(mm)、d:有効せい(mm)、ℓ:内法スパン(mm)、

Q/MD:シアスパン比、Fc:コンクリート設計基準強度(N/mm²)、 

pw:せん断補強筋（％） 

 

図 1 試験体配筋図 

 

写真 1 加力方法 

5-100-02  5-75-02  5-50-02 

5-100-02② 
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2-4 計測方法 

計測方法は、アルミアングルを用いて変位計を各試

験体のスパンの中心に来るように取り付け鉛直変位を

計り、スタブの相対変位とした。また、荷重は装置か

ら直接電圧を送り測定した。計測方法を写真 2 に示す。 

写真 2 計測方法 

3 実験結果 

3-1 材料試験 

3-1-1 コンクリート圧縮試験 

試験体 5-100-02,5-75-02,5-50-02 に用いたコンク

リート圧縮強度は 33.0 N/㎟であった。また、試験体

5-100-02②に用いたコンクリート圧縮強度は 32.1N/㎟

であった。 

3-1-2 鉄筋の引張試験 

あばら筋として用いた丸鋼 4𝜑𝜑の中から無作為に 4 本

選び、主筋として用いた異形鉄筋 D10 の中から無作為

に 3 本選び、引張試験を行った。そして、4φの降伏

応力は 510 N/㎟であった。また D10 の降伏応力は 357 

N/㎟であった。 

3-2 荷重-変位関係 

試験体 5-100-02 は梁部分よりもスタブが先に破壊

してしまっているので、試験体 5-100-02 を除いて試

験体 5-100-02②,5-75-02,5-50-02 をまとめたグラフ

を図 2 に示す。図 2 から梁幅が大きいほど最大荷重が

大きくなっている。さらに、破壊後の耐力保持能力も

向上することが確認できた。そして、梁幅が一番大き

い試験体 5-100-02②は最大荷重と破壊後も大きな変位

まで耐力を維持した。梁幅が一番小さい試験体 5-50-

02 は最大荷重・変形能力ともに最小であった。 

3-3 諸耐力一覧 

試験体 5-100-02,5-100-02②,5-75-02,5-50-02 の最

大荷重、最大荷重時の変位、ひび割れ荷重、ひび割れ

荷重時の変位を表 2 に示す。 

試験体 5-100-02 梁部分よりも先にスタブが破壊し

てしまったので最大荷重は梁の破壊の荷重ではない。

試験体 5-100-02 を除くと最大荷重は試験体 5-100-02

②,5-75-02,5-50-02 の順番になっている。 

3-4 破壊状況 

試験体の破壊状況を写真 3 に示す。破壊状況を示し

た写真 3 は試験体の最終状態を表している。 

試験体のひび割れは最初に荷重が落ちた時に生じた。

ほとんどの試験体は右上から左下にせん断ひび割れが

発生した。その後せん断ひび割れが延長し、ひび割れ

の数が増え、せん断ひび割れが支配的になった。 

図 2 荷重-変位関係 

 

表 2 諸耐力一覧表 

試験体名 pc δc pmax pmaxδ 

5-100-02 39.0 0.40 55.0＊ 1.36 

5-100-02② 59.8 0.29 73.2 2.70 

5-75-02 33.0 0.30 60.4 2.56 

5-50-02 19.5 0.47 29.2 1.31 

pc:ひび割れ荷重,δc:ひび割れ荷重の変位,pmax:最大荷重, 

pmaxδ:最大荷重時の変位、荷重の単位は(kN),変位の単位は(mm) 

＊スタブの破壊による荷重である。  

 

写真 3 破壊状況 

 

4 実験結果の検討・考察 

4-1 せん断ひび割れ耐力 

せん断ひび割れ耐力を大野・荒川式(1) 3)と靭性保証

型耐震設計指針式(2)3)を用いて、求めた計算値と実験

値を比較する。 

せん断ひび割れ耐力を(1)式、(2)式を用いてせん断

ひび割れ耐力を求め、実験値と(1)式、(2)式との比較

を表 3,4に示す。表 3から(1)式の計算値に対する実験

値の比は 1.30～2.06の範囲(平均 1.43)であった。表 4

から(2)式の場合の同比は 1.48～2.38 の範囲(平均

1.77)であった。これより、大野・荒川式で求めた計

算値のほうが実験値と比較的近くなることが分かった。 
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から(2)式の場合の同比は 1.48～2.38 の範囲(平均

1.77)であった。これより、大野・荒川式で求めた計

算値のほうが実験値と比較的近くなることが分かった。 
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大野・荒川式 3) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜 = (0.065𝑘𝑘𝑐𝑐(𝜎𝜎𝑩𝑩+50)𝑀𝑀
𝑄𝑄𝑄𝑄+1.7

) 𝑏𝑏 ∙ 𝑗𝑗 ……(1) 

 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜:せん断ひび割れ耐力,𝑘𝑘𝑐𝑐：梁断面の有効性 

 𝑏𝑏:梁幅,𝜎𝜎𝑩𝑩:コンクリートの圧縮強度, 

M/Qd: (既往研究 4)より M/(Qd)が規準式 M/(Qd)＜1

の時は 1 とする。),𝑗𝑗:応力中心距離 

 

靭性保証型耐震設計指針式 3) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝜑𝜑√(𝜎𝜎2𝑇𝑇 + 𝜎𝜎𝑇𝑇 ∙ 𝜎𝜎0) ∙ 𝑏𝑏 ∙ 𝐷𝐷/𝜅𝜅…… (2) 

Qcr:せん断ひび割れ耐力,𝜑𝜑:耐力係数, 

σ0:柱における作用軸応力, D:せい 

σT:コンクリートの引張強度, κ:断面の形状係数 

 

表 3 せん断ひび割れ耐力の実験値と大野・荒川式の比較 

実験値と計算値の単位は(kN) 

表 4 せん断ひび割れ耐力の実験値と 

靭性保証型耐震設計指針式の比較 

実験値と計算値の単位は(kN) 

 

4-2 曲げ耐力 

曲げ耐力を(3)式と(4)式 2)を用いて、求めた曲げ耐

力の計算値とせん断耐力の実験値を比較した結果を表

5 に示す。表 5 より曲げ耐力に対するせん断耐力の比

は 0.35～0.46 の範囲(平均 0.39)でせん断耐力が曲げ

耐力を下回っていることが分かった。このことから、

試験体は曲げよりもせん断破壊が支配的であったとい

える。 

曲げ耐力式 2) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 2𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑙𝑙 ……(3) 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0.9 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝜎𝜎𝑦𝑦 ∙ 𝑑𝑑……(4) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄:曲げ耐力,My：曲げモーメント,l:内法スパン 

at:引張鉄筋の断面積,𝜎𝜎𝑦𝑦:鉄筋の降伏強度 

表 5 曲げ耐力の実験値と計算値の比較 

試験体名 実験値 計算値 実/計 

5-100-0.2 55.0＊ 157.7 0.35 

5-100-02② 73.3 159.6 0.46 

5-75-02 60.4 160.5 0.38 

5-50-02 29.2 79.3 0.37 

＊スタブの破壊による荷重である。 

実験値と計算値の単位は(kN) 

4-3 せん断耐力 

せん断耐力を大野・荒川式(5) 2)と靭性保証型耐震設

計指針式(6)2)を用いて求めた計算値と実験値を比較す

る。しかし、試験体 5-100-02 はスタブが破壊してし

まってせん断破壊のデータが無く比較が出来ないので

データを省いた。 

4-3-1 大野・荒川式 

大野・荒川式(5)を用いて、M/(Qd)が試験体の実寸

法の場合と RC 規準に従い M/(Qd)=14)と 3 体の計算値に

対する実験値の比の平均が 1.0 となるようにみつけた

M/(Qd)=1.35 で計算した値と実験値を比較した数値を

表 6 に示す。表 6 から M/(Qd)が実測値のときは試験体

5-100-02②,試験体 5-75-02,試験体 5-50-02 での計算

値に対する実験値の比が 0.29～0.54 の範囲(平均

0.38)となって実験値と合わないことが認められた。

M/(Qd)が 1.0 のときは試験体 5-100-02②,試験体 5-

75-02,試験体 5-50-02 の場合の同比が 0.65～0.90 の

範囲(平均 0.79)となることが認められた。同比の平均

が 1.00 になる M/(Qd)が 1.35 のときは試験体 5-100-

02②,試験体 5-75-02,試験体 5-50-02 の場合の同比が

0.82～1.13 の範囲となって比較的実験値と近くなるこ

とが認められた。試験体 5-50-02 の同比が 1.0 を超え

るのは M/(Qd)が 1.8 のときである。 

 

大野・荒川式 2) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜={
0.115×𝑘𝑘𝑘𝑘×𝑘𝑘𝑘𝑘×(𝜎𝜎𝑩𝑩+𝐹𝐹𝑐𝑐)

𝑀𝑀
𝑄𝑄𝑄𝑄+0.12

+ 0.85√𝑝𝑝𝑤𝑤 × 𝜎𝜎𝑤𝑤𝑤𝑤} 𝑏𝑏 ∙ 𝑗𝑗…(5) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜：せん断耐力,ku:断面寸法による補正係数  

Pt:引張鉄筋比,kp：引張鉄筋比による補正係数 

pw：せん断補強筋比,σwy：せん断補強筋の降伏点 

 

表 6 大野・荒川式の実験値と計算値の比較 

実験値と計算値の単位は(kN),M/Qd の単位は(mm) 

 

4-3-2 靭性保証型耐震設計指針式 

靭性保証型耐震設計指針式(6)を用いてせん断耐力を

算定するとき、短スパン梁のせん断抵抗ではアーチ機

構が卓越するので、靭性保証型耐震設計指針式でトラ

ス機構抵抗分を 0として考え、アーチ機構のみの(7)式

で算定する。そして、(7)式で計算した値と実験値を

試験体名 実験値 計算値 実/計 

5-100-02 39.0 30.0 1.30 

5-100-02② 59.8 29.1 2.06 

5-75-02 33.0 22.1 1.49 

5-50-02 19.5 14.7 1.33 

試験体名 実験値 計算値 実/計 

5-100-02 39.0 26.4 1.48 

5-100-02② 59.8 25.1 2.38 

5-75-02 33.0 19.2 1.72 

5-50-02 19.5 12.9 1.51 

試験体 実験値 M/(Qd) 計算値 実/計 

5-100-02② 73.3 

0.57 135.2 0.54 

1.0 88.3 0.83 

1.35 70.4 1.04 

5-75-02 60.4 

0.57 103.0 0.32 

1.0 67.2 0.90 

1.35 53.5 1.13 

5-50-02 29.2 

0.58 67.7 0.29 

1.0 44.7 0.65 

1.35 35.6 0.82 

1.8 28.8 1.01 
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比較した数値を表 7 に示す。表 7 から試験体 5-100-02

②,試験体 5-75-02,試験体 5-50-02 での計算値に対す

る実験値の比が 0.78～1.07 の範囲(平均 0.95)となっ

て実験値と比較的近くなることが認められた。 
表 7 より、試験体 5-100-02②,5-75-02 は計算値に

対する実験値の比が 1.00 を超えたのに対して、試験

体 5-50-02 の同比は 0.78 である。梁幅とアーチ機構

分担分の関係を図 3 で示す。アーチ機構の分担は梁幅

内の主筋で囲まれた範囲になると考えられるが試験体

5-50-02 はせん断補強筋がシングル配筋となってお

り、アーチ機構が形成されにくくなっていると考えら

れる。 

 

靭性保証型耐震設計指針式 2) 
𝑉𝑉𝑢𝑢 = 𝜇𝜇 ∙ 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝜎𝜎𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑏𝑏𝑒𝑒 ∙ 𝑗𝑗𝑒𝑒 + 

(𝜈𝜈 ∙ 𝜎𝜎𝐵𝐵 −
5𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤∙𝜎𝜎𝑤𝑤𝑤𝑤

𝜆𝜆 ) 𝑏𝑏∙𝐷𝐷
2 ∙ tan 𝜃𝜃……(6) 

 

靭性保証型耐震設計指針式(アーチ機構)2) 

𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝜈𝜈 ∙ 𝜎𝜎𝐵𝐵 ∙
𝑏𝑏∙𝐷𝐷
2 ∙ tan 𝜃𝜃……(7)  

𝑉𝑉𝑎𝑎:アーチ機構による負担せん断耐力 

 𝜈𝜈:コンクリート圧縮強度の有効係数, 

 𝜎𝜎𝑩𝑩:コンクリートの圧縮強度 

𝑏𝑏:梁幅, 𝐷𝐷:せい,tan 𝜃𝜃 = √𝐷𝐷2+𝐿𝐿2−𝐿𝐿
𝐷𝐷  

 

表 7 靭性保証型耐震設計指針式の 

実験値と計算値の比較  

試験体名 実験値 計算値 実/計 

5-100-02② 73.3 72.1 1.02 

5-75-02 60.4 56.5 1.07 

5-50-02 29.2 37.6 0.78 

平均  0.95 

実験値と計算値の単位は(kN) 

 

5-100-02②     5-75-02    5-50-02 

図 3 梁幅とアーチ機構分担分の関係  

  

4-4 せん断耐力の考察 

 前述の 4-2,4-3 より、せん断耐力を算定するときに

大野・荒川式を用いると、RC 規準に従い M/(Qd)=1 の

場合、試験体 5-100-02②,試験体 5-75-02,試験体 5-

50-02 での計算値に対する実験値の比が 0.65～0.90 の

範囲(平均 0.79)であった。それに対して靭性保証型耐

震設計指針式を用いた場合、試験体 5-100-02②,試験

体 5-75-02,試験体 5-50-02での計算値に対する実験値

の比が 0.78～1.07 の範囲(平均 0.95)であった。これ

より実測値を用いて、せん断耐力を算定する場合は靭

性保証型耐震設計指針式で求めた計算値のほうが実験

値と近くなることが分かった。 

 

5 結論 

本研究はシアスパン比(M/QD)が 0.5 の RC短スパン梁

において、梁幅の変化がせん断耐力および破壊状況に

与える影響を明らかにすることである。特に、せん断

耐力については実験値を、大野・荒川式と靭性保証型

耐震設計指針式を用いた計算値で比較・検討を行い、

その有用性を確認する目的として実験を行った。その

結果、以下の知見を得た。 

せん断ひび割れ耐力の実験値を大野・荒川式と靭性

保証型耐震設計指針式 3)で求めた計算値と比較した結

果、大野・荒川式で求めた計算値の方が実験値と比較

的近くなることが分かった。 

せん断耐力の実験値を大野・荒川式 2)で求めた計算

値と比較した結果、RC 規準 4)に従って M/(Qd)を 1.0 と

するとき、計算値に対する実験値の比が 0.65～0.90の

範囲(平均 0.79)となり危険側になることが認められた。

そこで、実験値に近づくように M/(Qd)を検討すると

M/(Qd)が 1.35のときに同比が 0.82～1.13の範囲(平均

1.00)となって比較的実験値と近くなることが認めら

れた。 

また靭性保証型耐震設計指針式 2)を用いた場合、計

算値に対する実験値の比が 0.78～1.07 の範囲(平均

0.95)であり、せん断耐力を算定する場合靭性保証型

耐震設計指針式で求めた計算値のほうが大野・荒川式

のものよりも実験値と近くなることが分かった。 

短スパン梁の梁幅を変数として、前述よりシアスパ

ン比が 0.5 の短スパン梁で pwが比較的小さい(0.2%)場

合には靭性保証型耐震設計指針式のアーチ機構のみで

算定する方法が望ましい。 

もしくは大野・荒川式を用いるのであれば従来の

M/(Qd)ではせん断耐力を過大に評価する可能性があり、

設計時には M/(Qd)を適切に設定することを提案する。 
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比較した数値を表 7 に示す。表 7 から試験体 5-100-02

②,試験体 5-75-02,試験体 5-50-02 での計算値に対す

る実験値の比が 0.78～1.07 の範囲(平均 0.95)となっ

て実験値と比較的近くなることが認められた。 
表 7 より、試験体 5-100-02②,5-75-02 は計算値に

対する実験値の比が 1.00 を超えたのに対して、試験

体 5-50-02 の同比は 0.78 である。梁幅とアーチ機構

分担分の関係を図 3 で示す。アーチ機構の分担は梁幅

内の主筋で囲まれた範囲になると考えられるが試験体

5-50-02 はせん断補強筋がシングル配筋となってお

り、アーチ機構が形成されにくくなっていると考えら

れる。 

 

靭性保証型耐震設計指針式 2) 
𝑉𝑉𝑢𝑢 = 𝜇𝜇 ∙ 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝜎𝜎𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑏𝑏𝑒𝑒 ∙ 𝑗𝑗𝑒𝑒 + 

(𝜈𝜈 ∙ 𝜎𝜎𝐵𝐵 −
5𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤∙𝜎𝜎𝑤𝑤𝑤𝑤

𝜆𝜆 ) 𝑏𝑏∙𝐷𝐷
2 ∙ tan 𝜃𝜃……(6) 

 

靭性保証型耐震設計指針式(アーチ機構)2) 

𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝜈𝜈 ∙ 𝜎𝜎𝐵𝐵 ∙
𝑏𝑏∙𝐷𝐷
2 ∙ tan 𝜃𝜃……(7)  

𝑉𝑉𝑎𝑎:アーチ機構による負担せん断耐力 

 𝜈𝜈:コンクリート圧縮強度の有効係数, 

 𝜎𝜎𝑩𝑩:コンクリートの圧縮強度 

𝑏𝑏:梁幅, 𝐷𝐷:せい,tan 𝜃𝜃 = √𝐷𝐷2+𝐿𝐿2−𝐿𝐿
𝐷𝐷  

 

表 7 靭性保証型耐震設計指針式の 

実験値と計算値の比較  

試験体名 実験値 計算値 実/計 

5-100-02② 73.3 72.1 1.02 

5-75-02 60.4 56.5 1.07 

5-50-02 29.2 37.6 0.78 

平均  0.95 

実験値と計算値の単位は(kN) 

 

5-100-02②     5-75-02    5-50-02 

図 3 梁幅とアーチ機構分担分の関係  

  

4-4 せん断耐力の考察 

 前述の 4-2,4-3 より、せん断耐力を算定するときに

大野・荒川式を用いると、RC 規準に従い M/(Qd)=1 の

場合、試験体 5-100-02②,試験体 5-75-02,試験体 5-

50-02 での計算値に対する実験値の比が 0.65～0.90 の

範囲(平均 0.79)であった。それに対して靭性保証型耐

震設計指針式を用いた場合、試験体 5-100-02②,試験

体 5-75-02,試験体 5-50-02での計算値に対する実験値

の比が 0.78～1.07 の範囲(平均 0.95)であった。これ

より実測値を用いて、せん断耐力を算定する場合は靭

性保証型耐震設計指針式で求めた計算値のほうが実験

値と近くなることが分かった。 

 

5 結論 

本研究はシアスパン比(M/QD)が 0.5 の RC短スパン梁

において、梁幅の変化がせん断耐力および破壊状況に

与える影響を明らかにすることである。特に、せん断

耐力については実験値を、大野・荒川式と靭性保証型

耐震設計指針式を用いた計算値で比較・検討を行い、

その有用性を確認する目的として実験を行った。その

結果、以下の知見を得た。 

せん断ひび割れ耐力の実験値を大野・荒川式と靭性

保証型耐震設計指針式 3)で求めた計算値と比較した結

果、大野・荒川式で求めた計算値の方が実験値と比較

的近くなることが分かった。 

せん断耐力の実験値を大野・荒川式 2)で求めた計算

値と比較した結果、RC 規準 4)に従って M/(Qd)を 1.0 と

するとき、計算値に対する実験値の比が 0.65～0.90の

範囲(平均 0.79)となり危険側になることが認められた。

そこで、実験値に近づくように M/(Qd)を検討すると

M/(Qd)が 1.35のときに同比が 0.82～1.13の範囲(平均

1.00)となって比較的実験値と近くなることが認めら

れた。 

また靭性保証型耐震設計指針式 2)を用いた場合、計
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フラットプレートのパンチング耐力に関する実験的研究 

その 1 スラブ筋量を変化させた場合 

 

 

 

研究のタイプ [論文] 

              222020  岡田七星 

 指導教員  柳沢学 

1.はじめに 

 2025 年 3 月 28 日に発生したミャンマー地震では、

多くの鉄筋コンクリート造建物が倒壊し、その中でも

パンチングせん断破壊を起点としたパンケーキクラッ

シュが多数確認 1)された。被害を受けた建物の多くは

フラットプレート構造である。フラットプレート構造

は、梁型を設けずスラブが直接柱に支持されるため、

設計の自由度や施工性に優れる。しかし、柱周囲に局

所的に大きなせん断力が作用し、地震時には柱・スラ

ブ接合部で急激かつ脆性的な破壊が生じやすいという

弱点を持つ。これまでにもフラットプレートのパンチ

ングせん断に関する研究は行われてきたが、スラブ筋

量の変化が接合部の耐力に及ぼす影響については十分

に明らかにされていないのが現状である。 

そこで本研究では、スラブ筋量を変化させたフラッ

トプレート試験体を作製し、柱-スラブ接合部に作用

する鉛直荷重に対する挙動を実験的に検討する。スラ

ブ筋量の違いがパンチングせん断耐力に及ぼす影響を

明らかにすることを目的とする。 

2. 実験計画 

2.1 実験目的および試験体概要 

本実験は、フラットプレート構造において、スラブ

筋量を変化させることで、パンチング破壊によるせん

断耐力がどのような影響を与えるのかに着目して実験

を行った。試験体概要を表１に、試験体配筋詳細図を

図１および図 2 に示す。フラットプレートにおけるス

ラブ筋の本数は試験体 40-0-S、40-0 では 0 本(psl=0% 

<psl:スラブ鉄筋比>)、試験体 40-8-S、40-8 では 8 本

(psl=0.42%)、試験体 40-16-S、40-16 では 16 本(psl= 

0.84 %)とした。上柱有の試験体ではスラブの上部に

柱があるものであり、上柱無しの試験体ではスラブの

上部に柱がないものとし、上柱の有無も変数とした。

柱は、6 体共通とし、柱断面 120×120 ㎜、柱主筋 4-

D10(pg=1.97%)、柱せん断補強筋を 4φ＠50(pｗ=0.2%)

とした。 

表１ 試験体概要図 

図 1 上柱有試験体配筋詳細図 

図 2 上柱無し試験体配筋詳細図 

2.2 載荷方法および計測方法 

載荷方法を図 3 に示す。パンチング破壊をさせるた

めに、スラブを 4 点載荷できる装置とした。計測方法

はスラブ筋の降伏および曲げ･せん断の判定を目的に

柱フェイス (柱-スラブ接合部)および柱フェイスから

スラブ厚さの有効せい d 離れた場所にひずみゲージを

設けた。また、柱周囲における変形挙動を把握するた

め、載荷点同一方向に変位計を 4 つ設けた。 

図 3 載荷方法 
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ブ厚 
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有無 

スラブ 

筋比 

40-0-S 

40 ㎜ 
上端筋 34 ㎜ 

下端筋 30 ㎜ 

 

有 

 

0 

40-8-S 0.42 

40-16-S 0.84 

40-0  

無 

 

0 

40-8 0.42 

40-16 0.84 

スラブ厚さの有効せいは平均をとり 32mm とした。 
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3. 実験結果 

3.1 材料試験 

3-1-1 コンクリート圧縮試験 

コンクリート圧縮試験結果の平均を表 2 に示す。上

柱有り試験体の実験は、2 日間かかったため、コンク

リートの圧縮試験をはじめに 3 体、実験終わりに 3 体

と計 6 体行った。この 6 体から平均をとり、コンクリ

ートの圧縮強度は 36.7N/mm2となった。上柱無し試験

体は 1 日で実験が終わったため 3 体コンクリートの圧

縮試験を行った。この 3 体から平均をとり、コンクリ

ートの圧縮強度は 32.1N/mm2となった。 

表 2 コンクリート圧縮試験結果の平均 

 
σB 

(N/mm2) 

ヤング係数×104 

(N/mm2) 

上柱有試験体 36.7 2.70 

上柱無し試験体 32.1 2.71 

3-1-2 鉄筋引張試験 

4 本の引張試験結果の平均を表 3 に示す。引張試験

は鉄筋 3 本の引張試験を行ったがばらつきがあったた

め 4 本実験を行い平均した。降伏時のひずみは降伏強

度をヤング係数(2.05×105N/mm2)で除したものであ

る。鉄筋引張試験の平均をとり降伏強度は 510 N/mm
２、降伏ひずみ度は 2490μ、引張強度は 585 N/mm2と

なった。 

表 3 4 本の引張試験結果の平均 

3-2 耐力一覧 

各試験体のひび割れ発生荷重およびひび割れ発生時

の変位を表 4 に、各試験体の最大耐力および最大耐力

時の変位を表 5 に示す。変位計 1～4 は図 3 で示した

位置とする。目視によるひび割れ発生荷重では、40-

0-S、40-8-S、40-16-S は 40-8-S が曲げひび割れの発

生が遅く、40-0、40-8、40-16 では 40-16 曲げひび割

れの発生が遅くなった。 

最大耐力では 40-0-S、40-8-S、40-16-S を比べる

と、40-8-S の耐力が 2 体より大きくなった。40-0、

40-8、40-16 では 40-16 の耐力が 2 体より大きくな

り、スラブ筋が増すほど耐力が大きくなることが認め

られた。 

表 4 ひび割れ発生荷重およびひび割れ発生時の変位 

表 5 最大耐力および最大耐力時の変位 

3-3 荷重変位関係 

上柱有試験体も概ね同様であるため、上柱なし試験

体だけを荷重変位関係を図 4 に示す。同図には、初曲

げひび割れ発生荷重(▽)および最大荷重(▼)を示して

いる。これらの図を見てスラブ筋量が 0％の試験体は

初曲げひび割れ発生と同時に、最大耐力を迎えたのに

対して、スラブ筋量が 0.42%、0.84％は、初曲げひび

割れ発生した後荷重は上昇していた。 

図 4 上柱無し試験体の荷重変位関係 

試験体名 
最大
耐力
(kN) 

変位 1 
(mm) 

変位 2 
(mm) 

変位 3 
(mm) 

変位 4 
(mm) 

40-0-S 17.3 -0.24 0.44 0.75 0.30 

40-8-S 53.6 10.22 22.54 8.33 14.00 

40-16-S 45.1 42.53 34.5 27.36 25.93 

40-0 22.3 -0.02 0.25 0.16 0.13 

40-8 46.2 23.45 24.73 18.45 22.78 

40-16 76.2 19.71 24.87 21.74 29.45 

供試体 

4φ 

降伏強度 

（N/mm２） 

降伏ひずみ度

（μ） 

引張強度 

（N/mm２） 

平均 510 2490 585 

試験体

名 

ひび発生

荷重(kN) 

変位

1(mm) 

変位

2(mm) 

変位

3(mm) 

変位

4(mm) 

40-0-S 14.9 -0.22 0.37 0.69 0.26 

40-8-S 28.3 0.10 3.00 0.18 0.13 

40-16-S 10.9 0.05 0.51 0.13 0.13 

40-0 22.3 -0.02 0.25 0.16 0.13 

40-8 15.5 1.77 0.85 0.21 0.23 

40-16 31.0 -0.01 0.04 0.13 0.24 

▽: 初曲げひび割れ発生荷重 
▼: 最大荷重 

▽: 初曲げひび割れ発生荷重 
▼: 最大荷重 

▽: 初曲げひび割れ発生荷重 
▼: 最大荷重 
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3-4 ひび割れ破壊状況 

各試験体のひび割れ状況図を図 5 に示す。同図は最

大耐力時のひび割れを示している。 

上柱有試験体(40-0-S、40-8-S、40-16-S)は、3 体

とも初曲げひび割れは柱位置を通って発生し、主に柱

四隅からスラブ側面へ向かって進展していたことが確

認できた。40-0-S はスラブ筋を有さないため最大荷

重後に急激な崩落挙動を示した。一方、40-8-S およ

び 40-16-S では鉄筋の効果が働き、荷重低下後も崩壊

が緩やかに進行していた。 

上柱無し試験体(40-0、40-8、40-16)においても、

初曲げひび割れはスラブ下面側の柱位置に対応して発

生し、柱形状を反映したひび割れが中央部に生じた

後、柱四隅から外周方向へと進展していることが確認

できた。40-0 はひび割れ量が少なかったのに対し、

40-8 および 40-16 では鉄筋量に応じてひび割れが多

方向に分散して発生した。 

鉄筋の降伏状況は、柱フェイス(柱-スラブ接合部)

において鉄筋の降伏が多くみられた。柱フェイスから

有効せい d 離れた場所のひずみは、柱フェイスのひず

みより小さい値となっていた。 

40-0-S                    40-0 

40-8-S                    40-8 

40-16-S                   40-16 

図 5 各試験体のひび割れ状況図 

4. 実験結果の検討 

4-1 初曲げひび割れ発生荷重の検討 

各試験体の初曲げひび割れ発生時の実験値と計算値

を表 6 に示す。各試験体について初曲げひび割れ発生

荷重の計算値と実験値の比較を行う。計算値としては

断面の評価方法を変えた 2 種類の算出条件を用いた。

1 つはスラブ全体の幅を有効幅とみなした b1(b＝

300mm)の場合であり、もう 1 つは柱フェイス幅のみを

有効幅とした b2(b＝120mm)の場合である。これら 2 種

類の断面条件に対して，以下の曲げひび割れ発生モー

メント 2)を用いて計算値を求めた。 

P=
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑙𝑙  

Mc=0.56√σB×Ze×(1＋3.5×n×pt) 

σB =コンクリート強度 Ze=断面係数(
bd²
６
)  

n=ヤング係数比 pt=スラブ筋比 

実験値は計算値 b1（b=300）と計算値 b2（b=120）

のほぼ中間に位置するものの，概ね b1（b=300）の計

算値側に近い傾向を示した。これは，初曲げひび割れ

発生時にはスラブが柱幅だけでなく柱幅以上に広い範

囲で曲げに抵抗し，柱幅を断面として扱った場合より

も，スラブ全幅の断面とした方が実挙動に近かったた

めと考えられる。 

以上より，本実験の初曲げひび割れ発生挙動は，柱

フェイス幅のみに基づく評価より，スラブ幅 300 mm

を有効幅とした理論値がより適合することが認められ

る。 

表 6 初曲げひび割れ発生時の実験値と計算値 

表中()は実験値/計算値を表している。 

4-2 最大荷重の検討 

各試験体の実験値、ダボ効果を加算した柱フェイス

耐力計算値およびパンチング破壊の耐力計算値を表 7

および表 8 に示す。柱フェイスせん断耐力計算値は、

計算範囲を柱の周長とし、パンチング破壊のせん断耐

力計算値は柱面から有効せい d の 1/2 離れた位置の

切断面を計算範囲としている 2)。なお、表 7、表 8 に

は柱フェイスのせん断耐力式を柱耐力、パンチング破

壊の検討式をパンチング耐力と記している。実験値を

下回っている値は太字で記入した。また、スラブ筋量

ptと実験値/計算値の比の関係を図 6 および図 7 に示

試験体名 
実験値 

(kN) 

計算値(kN) 

b1(b=300mm) b2(b＝120mm) 

40-0-S 14.9 27.1(0.55) 10.8(1.38) 

40-8-S 28.6 34.0(0.84) 13.6(2.1) 

40-16-S 10.9 40.9(0.27) 16.4(0.66) 

40-0 22.3 25.4(0.88) 10.2(2.19) 

40-8 15.5 31.8(0.49) 12.7(1.22) 

40-16 31.0 38.3(0.81) 15.3(2.03) 

実験値/計算値 0.64 1.60 
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す。それぞれの計算式は以下の式とする。柱フェイス

のせん断耐力検討範囲パンチング破壊のせん断耐力検

討範囲はせん断耐力検討範囲のみ違うものとする。 

せん断耐力 

Qpa=1.5×(1.5×fs×b0×j) 

fs=コンクリートの許容せん断応力度(短期)  

b0=せん断耐力検討範囲 

J=応力中心距離 a=柱幅 

柱フェイスのせん断耐力検討範囲 

 b0= 2(a＋a‛) 

 b0=せん断耐力検討範囲 a=柱幅 

パンチング破壊のせん断耐力検討範囲 

b0= 2(a＋a‛)＋π＋d 

b0=せん断耐力検討範囲 a=柱幅 

d=スラブ厚の有効せい 

ダボ効果 

Vd= a×σy 

a=鉄筋の断面積     σy=鉄筋の降伏強度 

 表 7、表 8、図 6 および図 7 から、40-8-S、40-16

は実験値/計算値の 1.03 および 1.00 となり非常に近

い結果となり、柱フェイスせん断耐力式の計算値は実

験値に概ね近いことが確認できる 

一方，パンチング破壊のせん断耐力計算値は、実験

値に対して柱フェイスせん断耐力式の計算値と比べて

大きくなり、常に危険側の評価となっており，設計に

おける余裕度確保という観点では有効ではないと認め

られる。 

表 7 上柱有試験体の実験値と計算値 

表中()は実験値/計算値を表している。 

 *：試験体の製作過程に不備があった。(コンクリー

トの充填不足) 

表 8 上柱無し試験体の実験値と計算値 

表中()は実験値/計算値を表している。 

4-3 スラブ鉄筋量の有効性の検討 

スラブ筋量が 0%の試験体（40-0-S，40-0）は、初

曲げひび割れの発生時に最大荷重に達した。一方、ス

ラブ筋を配置した試験体（40-8-S、40-16-S、40-8、

40-16）は，初曲げひび割れ発生後も荷重が上昇し、

変位の増加に対しても耐力を維持する挙動が確認され 

図 6 スラブ筋量と実験値/計算値の関係(上柱有) 

図 7 スラブ筋量 ptと実験値/計算値の関係(上柱無し) 

た。これは，曲げひび割れ発生後においても，スラ

ブがコンクリートとのかみ合わせにより荷重を伝達す

るダボ効果が顕著に発現したためと考えられる。 

5. 結論 

 本実験では、スラブ筋量を変数とした、フラットプ

レートのパンチングせん断耐力を調べる実験を行っ

た。その結果、以下の知見を得ることができた。 

1)スラブ筋量が増えるほど耐力が上がることが認めら

れた。 

2)初曲げひび割れの発生荷重は，柱フェイス幅までを

有効断面とした評価では実挙動を十分に捉えられ

ず，スラブ幅を有効幅として扱った計算値との適合

性が高いことが認められた。 

 3)最大荷重の柱フェイスせん断耐力式を用いた計算

値は、最も実挙動に近い評価式であることが認めら

れた。一方、パンチングせん断耐力式は最大荷重の

予測指標として危険側となることが認められた。 

 4)せん断耐力の評価において，柱フェイスのせん断

耐力式にスラブ筋によるダボ効果（a×σy）を累

加して評価した。その結果、計算値は実験値によ

り近い値を示し，実際の破壊挙動をより適切に捉

える可能性があることから，本式を提案する。 

参考文献 

1)ABC ニュース,パンケーキクラッシュに長周期地震

動 死者 2000 人超のミャンマー大地震が日本人に

与える教訓 2025 年 4 月 

2)日本建築学会,鉄筋コンクリート構造計算規準・同
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3)鈴木紀雄･井上貴之･加藤友康,鉄筋コンクリート造

フラットプレートのパンチング補強 2000 年 9 月 

試験体

名 

実験値

(kN) 

計算値 

柱耐力(kN) 
パンチング

耐力(kN) 

40-0-S 17.3 26.3(0.66) 31.9(0.54) 

40-8-S 53.6 5511..99((11..0033))  57.5(0.93) 

40-16-S 45.1* 77.5(0.58) 83.1(0.54) 

試験体名 
実験値

(kN) 

計算値 

柱耐力(kN) 
パンチング耐力

(kN) 

40-0 22.3 24.8(0.90) 30.0(0.74) 

40-8 46.2 50.4(0.92) 55.6(0.83) 

40-16 76.2 7766..00((11..0000))  81.2(0.94) 

100



 

す。それぞれの計算式は以下の式とする。柱フェイス

のせん断耐力検討範囲パンチング破壊のせん断耐力検

討範囲はせん断耐力検討範囲のみ違うものとする。 

せん断耐力 

Qpa=1.5×(1.5×fs×b0×j) 

fs=コンクリートの許容せん断応力度(短期)  

b0=せん断耐力検討範囲 

J=応力中心距離 a=柱幅 

柱フェイスのせん断耐力検討範囲 

 b0= 2(a＋a‛) 

 b0=せん断耐力検討範囲 a=柱幅 

パンチング破壊のせん断耐力検討範囲 

b0= 2(a＋a‛)＋π＋d 

b0=せん断耐力検討範囲 a=柱幅 

d=スラブ厚の有効せい 

ダボ効果 

Vd= a×σy 

a=鉄筋の断面積     σy=鉄筋の降伏強度 

 表 7、表 8、図 6 および図 7 から、40-8-S、40-16

は実験値/計算値の 1.03 および 1.00 となり非常に近

い結果となり、柱フェイスせん断耐力式の計算値は実

験値に概ね近いことが確認できる 

一方，パンチング破壊のせん断耐力計算値は、実験

値に対して柱フェイスせん断耐力式の計算値と比べて

大きくなり、常に危険側の評価となっており，設計に

おける余裕度確保という観点では有効ではないと認め

られる。 

表 7 上柱有試験体の実験値と計算値 

表中()は実験値/計算値を表している。 

 *：試験体の製作過程に不備があった。(コンクリー

トの充填不足) 

表 8 上柱無し試験体の実験値と計算値 

表中()は実験値/計算値を表している。 

4-3 スラブ鉄筋量の有効性の検討 

スラブ筋量が 0%の試験体（40-0-S，40-0）は、初

曲げひび割れの発生時に最大荷重に達した。一方、ス

ラブ筋を配置した試験体（40-8-S、40-16-S、40-8、

40-16）は，初曲げひび割れ発生後も荷重が上昇し、

変位の増加に対しても耐力を維持する挙動が確認され 

図 6 スラブ筋量と実験値/計算値の関係(上柱有) 

図 7 スラブ筋量 ptと実験値/計算値の関係(上柱無し) 

た。これは，曲げひび割れ発生後においても，スラ

ブがコンクリートとのかみ合わせにより荷重を伝達す

るダボ効果が顕著に発現したためと考えられる。 

5. 結論 

 本実験では、スラブ筋量を変数とした、フラットプ

レートのパンチングせん断耐力を調べる実験を行っ

た。その結果、以下の知見を得ることができた。 

1)スラブ筋量が増えるほど耐力が上がることが認めら

れた。 

2)初曲げひび割れの発生荷重は，柱フェイス幅までを

有効断面とした評価では実挙動を十分に捉えられ

ず，スラブ幅を有効幅として扱った計算値との適合

性が高いことが認められた。 

 3)最大荷重の柱フェイスせん断耐力式を用いた計算

値は、最も実挙動に近い評価式であることが認めら

れた。一方、パンチングせん断耐力式は最大荷重の

予測指標として危険側となることが認められた。 

 4)せん断耐力の評価において，柱フェイスのせん断

耐力式にスラブ筋によるダボ効果（a×σy）を累

加して評価した。その結果、計算値は実験値によ

り近い値を示し，実際の破壊挙動をより適切に捉

える可能性があることから，本式を提案する。 

参考文献 

1)ABC ニュース,パンケーキクラッシュに長周期地震

動 死者 2000 人超のミャンマー大地震が日本人に

与える教訓 2025 年 4 月 

2)日本建築学会,鉄筋コンクリート構造計算規準・同

解説 2018 年 

3)鈴木紀雄･井上貴之･加藤友康,鉄筋コンクリート造

フラットプレートのパンチング補強 2000 年 9 月 

試験体

名 

実験値

(kN) 

計算値 

柱耐力(kN) 
パンチング

耐力(kN) 

40-0-S 17.3 26.3(0.66) 31.9(0.54) 

40-8-S 53.6 5511..99((11..0033))  57.5(0.93) 

40-16-S 45.1* 77.5(0.58) 83.1(0.54) 

試験体名 
実験値

(kN) 

計算値 

柱耐力(kN) 
パンチング耐力

(kN) 

40-0 22.3 24.8(0.90) 30.0(0.74) 

40-8 46.2 50.4(0.92) 55.6(0.83) 

40-16 76.2 7766..00((11..0000))  81.2(0.94) 

100

 

ハーフ PCa 床板を用いた床スラブの耐力および変形性能に関する実験的研究 
その 1 打ち継ぎ面にコッターを用いた場合                      

研究のタイプ  論文 
222072   兵頭 陸哉                                    

指導教員  柳沢 学 
 
1. はじめに 

 近年、現場の生産性向上を目的としたさまざまな工

法が提案されている。この提案に対し、設計の自由度

が高いハーフプレキャストコンクリート（以下、ハー

フ PCa と略す）は有効である。ハーフ PCa 床板は PCa

床板上に後打ちコンクリートを打設し、両者が一体と

なって機能する。この一体性を確保するため、PCa床板

の打設面にコッターを用いるものもあるが、そのせん

断強度についての研究は少ないのが実情である 1)。 

本研究では、ハーフ PCa 床板と後打ちコンクリート

の打継部に用いた許容応力耐力時のコッターの位置と

個数、終局耐力時のコッターの位置と個数の違いから

上下変位やズレの値や荷重変位関係などからコッター

の配置の有効性をを比較、検討することを目的とする。 

2. パイロット試験 

2.1 パイロット試験の目的 

 既往の実験 2)ではダボ筋が入っていたことにより、

ずれが生じなかったため、コッターの有無による耐力

の比較ができなかった。そのことを踏まえ、本実験で

はダボ筋を用いないモルタル梁の実験を行った。 

2.2 試験体概要 

 試験体概要を表 1 に、試験体配筋詳細図を図 1 に示

す。ダボ筋は用いず、主筋は 2 本の 5Φ、モルタル強

度は先打ちモルタルは 55.4N/mm2、後打ちモルタルは

50.5N/mm2のものを用いた。 
 打ち継ぎ面は平坦かつ滑らかに仕上げる必要があっ

たため、金ごておさえではなく、コンパネの表面をひ

っくり返し、その上に後打ちモルタルを打設する。 

表 1 試験体概要 

 
 
 
 

 
 

図 1 配筋詳細図 
2.3 実験結果 

2.3.1 実験経過 

 No.1 は途中ですべって、ずれた後一定の耐力で止ま

った。No.2 ははじめからすべっていて、一定の耐力で

止まった。 No.3 は左右ずれがほとんどなかった。 

2.3.2 実験結果一覧 

 計算値と実験値を表 2 に示す。計算値は既往の梁の

曲げモーメントの算定式を用いる。ずれ後耐力の算定

では、ずれた後を 2 枚の床板に分けて各モーメントを

求めた。ずれ後耐力の算定方法の図を図 2 に示す。 

図 2 ずれ後耐力算定方法 

表 2 パイロット試験結果 

2.3.3 荷重-変位関係 

 荷重―変位関係を図 3 に、荷重―ずれ関係を図 4 に

示す。 

図 3 荷重―変位関係 

 
図 4 荷重―ずれ関係 

 No.1 の試験体で、ずれ発生耐力が 5.70kN であり、

ずれ発生後に耐力がおち、ずれた後耐力が 5.03kN であ

ることが確認できた。このことからコッターがない場

合、ずれ発生荷重によりずれが発生し、その後はじめ

からずれた試験体と同様の耐力となったことが確認で

きた。 

2.4 まとめ 

 ダボ筋を設置しない場合、打ち継ぎ面はそのままで

ずれが生じることがわかった。また、No.1 は途中です
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べって No.2 のすべり後荷重と等しくなった。 
3.実験計画 

3.1 実験目的および試験体概要 

本実験は、ハーフ PCa 床板と後打ちコンクリートを

用いた床スラブの耐力およびハーフ PCa 床板に施した

コッタ一の有無による打継部のズレの確認、諸耐力お

よび計算値の比較を行うこと目的とする。 
コンクリートは先打ちコンクリートはσB＝36.1N/㎟、

後打ちコンクリートはσB＝34.5N/㎟、主筋は 4Φを 2

本σy＝353N/㎟を用いる。 

試験体概要を表 3 に、試験体配筋詳細図を図 5 に示

す。試験体 Nはコッターなし、試験体 S2 は曲げせん断

区間にコッターを 2個ずつ、試験体 C4 は純曲げ区間に

コッターを 4個、試験体 S3は曲げせん断区間にコッタ

ーを 3 個ずつ、試験体 C6 は純曲げ区間にコッターを 6

個設けた計 5 体の試験体で実験を行う。 

コッターの数とコッターの設置位置を変数とした効

果を比較するため、床板の形状と配筋を統一している。 

打ち継ぎ面は平坦かつ滑らかに仕上げる必要があっ

たため、金ごておさえではなく、先打ちコンクリート

を打設した後、コンパネの表面をひっくり返し、その

上に後打ちコンクリートを打設する。 
 

表 3 試験体概要 

 
 
 
 
 
 

図 5 試験体詳細図 

3.2 コッター概要 

 ハーフ PCa 床板の打継ぎ部に用いるコッターの寸法、

コッター断面積は同一とし、コッターの角度は 60°で、

h（コッター長さ）/t（コッター深さ）＝5.0 に統一し

た。コッターは b=h=20mm,t=4mm とした。既往のコッタ

ーの耐力計算の式 3)(下式の QSCの式)を用いる。また許

容応力時と終局応力時の曲げ耐力からせん断力を求め、

せん断力を QSCで除し、コッター数を算出した。 

QSC=0.10*Fc*ASC 

QSC：コッターのせん断耐力（Ｎ） 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm２） 

ASC：接合部のコッターの鉛直断面積の和（mm２） 

 試験体 S2 のコッター配置図を図 6 に、試験体 C4

のコッター配置図を図 7 に示す。 

 
図 6 試験体 S2 のコッター配置図 

 
図 7 試験体 C4 のコッター配置図 

3.3 載荷方法および計測方法 

載荷方法を図 8 に示す。載荷方法は、支持スパン 

600mmの試験体に対し、載荷スパンを200mmに 2点集中

載荷を行い、梁の耐力、変形を調べる。また、ハーフ

PCa 床板と後打ちコンクリートのずれを計測するため

に変位計を両支持点、両載荷点、中央の計 5 つ設ける。

鉄筋の伸びについてはモーメントが一番大きくなる載

荷点下にひずみゲージを貼付する。ゲージ貼付位置を

図 9 に示す。 

 
図 8 載荷方法および変位計位置 

 
図 9 ゲージ貼付位置図 

4.実験結果 

4.1 材料試験 

本実験で用いた材料試験の結果を表 4 に示す。ま

た、各試験体はすべて同じ材料を用いている。コンク

リート圧縮試験は、先打ちと後打ちそれぞれで、実験

前の値と実験後の値の平均値を圧縮強度とした。鉄筋

の引張試験では 3 本の平均値を用いて降伏強度、降伏

ひずみを求めた。 

表 4 材料試験結果 

 
4.2 実験経過およびひび割れ図 

 各試験体の最終ひび割れ図を図 10 に示す。 
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コッター断面積は同一とし、コッターの角度は 60°で、

h（コッター長さ）/t（コッター深さ）＝5.0 に統一し

た。コッターは b=h=20mm,t=4mm とした。既往のコッタ

ーの耐力計算の式 3)(下式の QSCの式)を用いる。また許

容応力時と終局応力時の曲げ耐力からせん断力を求め、

せん断力を QSCで除し、コッター数を算出した。 

QSC=0.10*Fc*ASC 

QSC：コッターのせん断耐力（Ｎ） 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm２） 

ASC：接合部のコッターの鉛直断面積の和（mm２） 

 試験体 S2 のコッター配置図を図 6 に、試験体 C4

のコッター配置図を図 7 に示す。 

 
図 6 試験体 S2 のコッター配置図 

 
図 7 試験体 C4 のコッター配置図 

3.3 載荷方法および計測方法 

載荷方法を図 8 に示す。載荷方法は、支持スパン 

600mmの試験体に対し、載荷スパンを200mmに 2点集中

載荷を行い、梁の耐力、変形を調べる。また、ハーフ

PCa 床板と後打ちコンクリートのずれを計測するため

に変位計を両支持点、両載荷点、中央の計 5 つ設ける。

鉄筋の伸びについてはモーメントが一番大きくなる載

荷点下にひずみゲージを貼付する。ゲージ貼付位置を

図 9 に示す。 

 
図 8 載荷方法および変位計位置 

 
図 9 ゲージ貼付位置図 

4.実験結果 

4.1 材料試験 

本実験で用いた材料試験の結果を表 4 に示す。ま

た、各試験体はすべて同じ材料を用いている。コンク

リート圧縮試験は、先打ちと後打ちそれぞれで、実験

前の値と実験後の値の平均値を圧縮強度とした。鉄筋

の引張試験では 3 本の平均値を用いて降伏強度、降伏

ひずみを求めた。 

表 4 材料試験結果 

 
4.2 実験経過およびひび割れ図 

 各試験体の最終ひび割れ図を図 10 に示す。 
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すべての試験体で 2 点載荷点の範囲に曲げひび割れ

が発生し、荷重が一時低下した。その後荷重の増大と

ともに縦方向にひび割れが発生および延長し、上端鉄

筋位置を超え、横方向にひび割れが進み、コンクリー

トが圧壊したことが認められた。 

 
図 10 各試験体のひび割れ図 

4.3 諸荷重一覧 

 諸荷重一覧を表 5 に示す。変位は初ひび割れ発生時、

降伏荷重、最大荷重時の変位である。変位は試験体中

央部である変位計2(図8に示している)の値を用いた。 

 初曲げひび割れ発生荷重は、5.29～5.69kN の範囲に

あり、平均値は 5.49kN であった。試験体ごとの大きな

違いはないことが認められた。 

 下端の降伏荷重は、6.12～7.41kN の範囲にあり、平

均値は 6.80kN であった。試験体Ｃ4 とＳ3 の値がほか

の試験体と比べて小さくなっていてばらつきがあるこ

とが認められた。 

 最大荷重は 10.9～13.0kN の範囲にあり、平均値は

11.4kN であった。試験体 S2 のみほかの試験体より大

きい値となっていることが認められた。 

 すべての試験体に共通することはひび割れが発生し、

荷重が一度下がった後、荷重の増大とともに、ひび割

れが広がった後、最大耐力に至ったことである。 

4.4 荷重―変位関係 

 試験体 N,S2,C4 の荷重―変位関係を図 11 に、試験体

S3,C6 の荷重―変位関係を図 12 に示す。変位は試験体

中央の変位計 2(図 8 に示した)の値を用いた。 

 ひび割れ発生時の変位は 0.15～1.99 ㎜の範囲にあり、

平均値は 0.67 ㎜であった。曲げせん断区間にコッター

を設けた C4 と C6 はほかの試験体と比べて大きい値と

なった。 

 降伏時の変位は 0.28～3.62 ㎜の範囲にあり、平均値

は 1.63 ㎜であった。試験体Ｓ2 とＣ6 はほかの試験体

と比べて大きい値となった。 

 最大荷重時の変位は 13.8～17.7 ㎜の範囲にあり、平

均値は 16.04 ㎜であった。試験体ＮとＳ2 はほかの試

験体と比べて小さい値となった。 

表 5 諸荷重一覧 

 
 

 
図 11 荷重―変位関係(N,S2,C4) 

 
図 12 荷重―変位関係(S3,C6) 

4.5 荷重―ずれ関係 

各試験体の左右最大ずれの値の一覧を表 6 に示す。   

値が極めて小さいことから、すべての試験体で大き

なずれは確認できなかった。 

表 6 左右最大ずれの値 

5. 実験結果の検討 

5.1 使用計算式 

5.2～5.4 の計算式を以下に示す。 

・Ｐ＝（2×M）/ℓ1・・・・・・・・・・・・・・式 1 

 ・M は Mｃ, My, Muとする。 

 ・Mc：曲げひび割れ発生時モーメント 

   Mc：0.56√σB×Ze ・・・・・・・・・・・式 2 

    Ze=Z×Φ 

    Z＝bD2/6 

    Φ＝1+3.5npt  

 ・Mｙ：曲げ降伏時モーメント 

   Mｙ：0.9×at×σy×d1  ・・・・・・・・・式 3 

 ・Mu：最大曲げモーメント 

   Mu：0.9×at×σy×d1＋0.9×ac×σy×d2  ・式 4 

d1：試験体上面から下筋鉄筋中央までの距離 

d2：試験体上面から上筋鉄筋中央までの距離 
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5.2 初曲げひび割れ発生時の荷重の検討 

 初曲げひび割れ発生荷重の実験値、実験値に対する

実験値の比を表 7 に示す。計算式は式 1，2 を用いた。 
 同表より、計算値に対する実験値の比は１.12～1.28
の範囲で、平均値は 1.17 であり、各試験体で大きな差

はみられなかった。 
表 7 初曲げひび割れ発生荷重時の荷重の値一覧 

5.3 降伏耐力の検討 

 下端鉄筋 2 本が降伏した時点を降伏耐力とした。降

伏耐力の実験値と計算値、下端降伏耐力の計算値に対

する実験値の比を表 8 に示す。計算式は式 1，3 を用い

た。同表より、計算値に対する実験値の比は 1.03～
1.22 の範囲で、平均値は 1.12 であり、各試験体で大き

な差はみられなかった。 
表 8 降伏耐力一覧 

5.4 最大耐力の検討  

 下端鉄筋 2 本に加えて上端鉄筋 2 本を加えた主筋 4
本すべてが降伏した時を上筋降伏耐力とした。 
 最大耐力の実験値と計算値、上筋降伏耐力の計算値

に対する実験値の比を表 9 に示す。計算式は式 1，3 を

用いた。 
 同表より、計算値に対する上筋降伏耐力の比は 0.97
～1.08 の範囲で、平均値は 1.01 であり、各試験体で大

きな差はみられなかった。 
 同表より、計算値に対する実験値の比は 1.08～1.25
の範囲で、平均値は 1.15 であり、各試験体で差はみら

れなかった。 
 以上のことから、上筋降伏耐力は高い精度で予想す

ることができ、実験値はさらに 15％高い値になること

が分かった。 
表 9 最大耐力実験値および計算値一覧 

5.5 コッターによるずれの検討 

 コッターを設置した位置や数に関わらず、すべての

試験体でずれは発生しなかった。コッターを設置しな

かった打ち継ぎ面に何もしていない試験体 N でもずれ

は発生しなかった。曲げせん断区間に 2 個コッターを

設けた試験体 S2は非常に小さなずれを示したが、最大

耐力などに影響を与えるほどのものではなかった。 

 以上のことから、コッターの設置位置や数の違いに

よる検討はできなかった。  

5.6 まとめ 

 各荷重の計算値に対する実験値の比を図 13 に示す。 

 各荷重の計算値に対する実験値との比が 0.97 から

1.25 程度であったため、計算式を用いることで 3～

25％の精度で各計算値を求められることが分かった。 

 図 13 各荷重の計算値に対する実験値の比 

6 結論 

 本実験は、ハーフ PCa 床板と後打ちコンクリート間

の材軸方向にかかる梁の耐力および変形やズレを検討

することを目的として行い、以下の知見を得た。 

① 実験経過は、以下のようであった。初曲げひび

割れ発生時荷重は、5.29kN～5.69 kN であった。

下端鉄筋の降伏耐力は 6.12 kN～7.41 kN であ

った。上端鉄筋降伏時の耐力は 9.6kN～10.8kN

であった。最大耐力は 10.90 kN～11.88 kN で

あった。以上の４つの荷重は各試験体で大きな

差はなかった。5 体とも主筋は上端筋も下端筋

もすべて降伏した。すべての試験体で打ち継ぎ

面のずれは確認できなかった。 

② 初曲げひび割れ発生荷重の計算値に対する実験

値の比は 1.12～1.28 の範囲にあり、平均値は

1.17であった。既往の計算式で初曲げひび割れ

発生荷重は推定できることが認められた。 

③ 下端の降伏耐力の計算値に対する実験値の比は

1.03～1.22 の範囲にあり、平均値は 1.12 であ

った。既往の計算式で降伏耐力は推定できるこ

とが認められた。 

④ 最大耐力の上端が降伏する場合の計算値に対す

る実験値の比は 1.08～1.25 の範囲内あり、平

均値は 1.15 であった。既往の計算式で上端ま

でが降伏する最大耐力を推定できることが認め

られた。 

⑤ すべての試験体においてずれによるすべりは確

認されなかったためコッターの配置の有効性は

検討できなかった。 
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5.2 初曲げひび割れ発生時の荷重の検討 

 初曲げひび割れ発生荷重の実験値、実験値に対する

実験値の比を表 7 に示す。計算式は式 1，2 を用いた。 
 同表より、計算値に対する実験値の比は１.12～1.28
の範囲で、平均値は 1.17 であり、各試験体で大きな差

はみられなかった。 
表 7 初曲げひび割れ発生荷重時の荷重の値一覧 

5.3 降伏耐力の検討 

 下端鉄筋 2 本が降伏した時点を降伏耐力とした。降

伏耐力の実験値と計算値、下端降伏耐力の計算値に対

する実験値の比を表 8 に示す。計算式は式 1，3 を用い

た。同表より、計算値に対する実験値の比は 1.03～
1.22 の範囲で、平均値は 1.12 であり、各試験体で大き

な差はみられなかった。 
表 8 降伏耐力一覧 

5.4 最大耐力の検討  

 下端鉄筋 2 本に加えて上端鉄筋 2 本を加えた主筋 4
本すべてが降伏した時を上筋降伏耐力とした。 
 最大耐力の実験値と計算値、上筋降伏耐力の計算値

に対する実験値の比を表 9 に示す。計算式は式 1，3 を

用いた。 
 同表より、計算値に対する上筋降伏耐力の比は 0.97
～1.08 の範囲で、平均値は 1.01 であり、各試験体で大

きな差はみられなかった。 
 同表より、計算値に対する実験値の比は 1.08～1.25
の範囲で、平均値は 1.15 であり、各試験体で差はみら

れなかった。 
 以上のことから、上筋降伏耐力は高い精度で予想す

ることができ、実験値はさらに 15％高い値になること

が分かった。 
表 9 最大耐力実験値および計算値一覧 

5.5 コッターによるずれの検討 

 コッターを設置した位置や数に関わらず、すべての

試験体でずれは発生しなかった。コッターを設置しな

かった打ち継ぎ面に何もしていない試験体 N でもずれ

は発生しなかった。曲げせん断区間に 2 個コッターを

設けた試験体 S2は非常に小さなずれを示したが、最大

耐力などに影響を与えるほどのものではなかった。 

 以上のことから、コッターの設置位置や数の違いに

よる検討はできなかった。  

5.6 まとめ 

 各荷重の計算値に対する実験値の比を図 13 に示す。 

 各荷重の計算値に対する実験値との比が 0.97 から

1.25 程度であったため、計算式を用いることで 3～

25％の精度で各計算値を求められることが分かった。 

 図 13 各荷重の計算値に対する実験値の比 

6 結論 

 本実験は、ハーフ PCa 床板と後打ちコンクリート間

の材軸方向にかかる梁の耐力および変形やズレを検討

することを目的として行い、以下の知見を得た。 

① 実験経過は、以下のようであった。初曲げひび

割れ発生時荷重は、5.29kN～5.69 kN であった。

下端鉄筋の降伏耐力は 6.12 kN～7.41 kN であ

った。上端鉄筋降伏時の耐力は 9.6kN～10.8kN

であった。最大耐力は 10.90 kN～11.88 kN で

あった。以上の４つの荷重は各試験体で大きな

差はなかった。5 体とも主筋は上端筋も下端筋

もすべて降伏した。すべての試験体で打ち継ぎ

面のずれは確認できなかった。 

② 初曲げひび割れ発生荷重の計算値に対する実験

値の比は 1.12～1.28 の範囲にあり、平均値は

1.17であった。既往の計算式で初曲げひび割れ

発生荷重は推定できることが認められた。 

③ 下端の降伏耐力の計算値に対する実験値の比は

1.03～1.22 の範囲にあり、平均値は 1.12 であ

った。既往の計算式で降伏耐力は推定できるこ

とが認められた。 

④ 最大耐力の上端が降伏する場合の計算値に対す

る実験値の比は 1.08～1.25 の範囲内あり、平

均値は 1.15 であった。既往の計算式で上端ま

でが降伏する最大耐力を推定できることが認め

られた。 

⑤ すべての試験体においてずれによるすべりは確

認されなかったためコッターの配置の有効性は

検討できなかった。 
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滋賀県の公共ホールにおける地域芸術文化への貢献の可能性について　中・小規模ホールの稼働率・催事・舞台形式の分析から

風洞実験における低層建築物に作用する風圧について

加速度センサーを用いた飛来物の衝撃力測定

有風環境下における板ガラスの耐衝撃性能に関する研究

実大強風雨発生装置による物体の飛散に関する研究

戸建て住宅模型に作用する突風荷重に関する研究

建材の劣化を考慮した日本版改良藤田スケールの再検討

超高層中間層免震建物の高さ方向の免震層の最適配置に関する研究

有風環境下における外壁材（サイディング）の耐衝撃性能に関する研究

大阪府生野区における飲食店分布からみる多文化共生の実態

夏季の切妻屋根の付加による日射遮蔽と屋根裏の通風による室内への熱移動の低減に関する研究

背部または腰部への局所冷気流が生理心理反応に与える影響に関する研究

摂南大学寝屋川キャンパスにおけるくつろぎスペースの環境測定と利用実態の分析　その➀照度基準と昼光率に基づく光環境の評価

摂南大学寝屋川キャンパスにおけるくつろぎスペースの環境測定と利用実態の分析　その➁気積と利用人数からみた空気環境の評価

摂南大学寝屋川キャンパスにおけるくつろぎスペースの環境測定と利用実態の分析　その➂騒音基準と利用人数からみた音環境の評価

頸部への接触冷却が生理心理反応に与える影響に関する研究

背部への局所冷気流または局所等温気流が生理心理反応に及ぼす影響に関する研究

顕熱と潜熱の放熱量の違いが生理心理反応に及ぼす影響に関する研究

生成 AI との協働による建築初期設計プロセスの提案　Stable Diffusion を用いたプロンプトの言語依存性と循環型ワークフローの検証

２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博） におけるメディアが発信する建築の立ち位置について

和歌山県・龍神温泉の価値と保存に関する研究　歴史的建築物を核とした持続可能な保存体制の提案

都市機能誘導区域における施設数と人口の増減に関する研究　三重県津市を事例として

村 尾 悠 月

竹 川 大 洋

西 口 千 尋

宮 下 巧

岡 泰 平

小 西 秋 仁

小 林 大 輝

土 井 萌 愛

中 郷 陽 咲

藤 原 啓 義

増 木 俊 迪

石 川 翼

福 田 梨 咲

矢 口 恵 斗

子供の遊び空間を内包した路地再生の可能性　京都市上京区白銀町

現代社会における生と死の共生　境界をほどく建築の試み

地域に寄り添う建築　道としての記憶と未来

あわいの建築　新しい市街地再開発の提案

疏水を紡ぐ　本の流れとともにたどる物語

対流と滞留の広場　地域へつなぐ丹波橋駅前空間の再編計画

学びの消失を起点としたニュータウンの再生

ひろわれた日常

でんしゃなき島のせんろみち

空白の再編集　板宿商店街の市場跡の再編集

遊びがつなぎ直すまち　若者と地域の再接続

農地を “関係の装置” へ

らくだと歩む

使わない時間のデザイン　雨が暮らす住宅群
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高 田 蒼 士

大 西 和 尚

田 川 泰 地

西 村 凛

山 下 真 緒

荒 木 汀 紗

國 澤 晃 一

児 玉 武 士

佐 藤 帆 純

田原成一郎

樽 井 智 哉

福 井 希

松 浦 栞 奈

吉 村 尚 生

地域に根ざしたまちづくり

奈良・きたまち広場

斜面に寄り添うランドフォーム建築　ワインと自然が交わる場の提案

未来に広がる繋がる

地上と地下を繋ぐ都市空間の創出

流れの中で、休む　土佐堀・中之島における短時間滞在空間の提案

緑のつながり　桂離宮から読み替える現代のまち

かける　建築から考えるギャンブルの在り方

連続する帯　境界をゆるめる高架下の居場所

日常の中のスタンド　寝屋川一番街に開かれたスタジアムによる寝屋川の再構築

欲動ヲ獲得セヨ。

影という余白　都市に生まれる名もなき居場所

共助と共生　暮らしの可視化と窓の共有化

まちとり物語　重要伝統的建造物群保存地区に溢れ出す「ぼく・わたしのひみつきち」

岡 田 将 弥

岡 部 太 夢

岡本紗奈江

小 山 葵

瀨戸虎太朗

棚 橋 滉 太

岩 村 省 吾

石 原 稜 太

小 谷 孔 明

杉 本 万 波

竹 中 幹 人

松 本 美 空

宮 崎 咲 良

山 口 諒 也

宮 坂 建 希

柴 田 悠 吏

雨 面 莉 玖

城 内 雅 善

小笠原健人

橋 野 心

兵 頭 陸 哉

久木山堅斗

岡 田 七 星

清 水 暁 翔

勉強に集中できる自習空間に関する研究

寝屋川市と大阪市生野区における銭湯の変遷と比較に関する研究

ゼミ室内におけるリラックス空間に関する研究

人の利用からみた超高層集合住宅の屋外空間に関する研究　大阪都心 � 区を対象として

郊外住宅地における高齢者が歩きたくなる歩行空間要件の抽出　川西市清和台を対象として

市街化調整区域への編入による都市のコンパクト化の可能性と課題に関する研究

防災教育・避難訓練の課題抽出と考察について

加古川市美乃利地区における水路の整理と水害用タイムラインに関する考察

災害発生時のペットのための備蓄に関する研究

鴻ノ池運動公園 ( 奈良市 ) を対象とした災害時計画案の作成と考察　全国の防災公園への展開

大規模災害を想定した病院の立地特性指標の提案　奈良県内 �� 病院を対象として

災害時における拠点建物の安全確認手法に関する研究

倒壊家屋から救出された輪島塗を引き継ぐ方法に関する考察　壊れた輪島塗を用いた企画を通じて

京都府内 �� 市町村のハザードマップの比較と考察

壁板の目地が耐力に与える影響に関する実験的研究　その � 目地の深さを変数とした場合

壁板の目地が耐力に与える影響に関する実験的研究　その � 目地の幅を変数とした場合

スリット入り鉄板を設置した架構のエネルギー吸収性能に関する実験的研究　その � スリットの高さを変数とした場合

スリット入り鉄板を設置した架構のエネルギー吸収性能に関する実験的研究　その � スリット間隔を変数とした場合

シアスパン比が �.� の RC 短スパン梁のせん断耐力に関する実験的研究　その � 梁幅を変数とした場合

シアスパン比が �.� の RC 短スパン梁のせん断耐力に関する実験的研究　その � せん断補強筋比を変数とした場合

ハーフ PCa 床板を用いた床スラブの耐力および変形性能に関する実験的研究　その � 打ち継ぎ面にコッターを用いた場合

ハーフ PCa 床板を用いた床スラブの耐力および 変形性能に関する実験的研究 　その２打継部をほうき目仕上げとした場合

フラットプレートのパンチング耐力に関する実験的研究　その � スラブ筋量を変化させた場合

フラットプレートのパンチング耐力に関する実験的研究　その � スラブ厚さを変化させた場合
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